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日仏経済学会会長鈴木宏昌

これまで30年以上、実質的に日仏経済学会をその超人的な組織力でリードされてきた西川

潤先生から会長職を受け継ぎ、困惑することの多い毎日です。フランスとの付き合いは大学に
入った頃からで、そろそろ半世紀になりますが、フランスにはある種の恩を感じ、日仏学術交
流は私の使命の一つと思っています。微力ながら、皆様のご支援を仰ぎ、伝統のある日仏経済
学会のともし火を守りたいと考えています。

さて、2008年の9月27,28日に9回目の日仏経済学会が西川潤、井上泰夫氏のおか
げで東京で開催されました。レギュラシオン学派の名だたる研究者をすべて網羅したようなフ

ランス側の陣容で、贄沢なかつ内容の濃い日仏会議でした。しかし今から振り返ってみると、
テーマ設定の見事さには驚きます。「危機から希望へ」(Descrisesal'espoir)はまさにタイム
リーな題でした。多分2007年に中心テーマは設定されたと思いますので、オーガナイザ

ーの予言的中の感がありました。折からリーマン・ブラザー・ショックの真っ最中で、R.f
ワイエ教授などが鬼の首を取ったごとく、金融危機の分析を行ったことが記憶に残ります。議

論の内容とともに印象に残ったのはレギュラシオン学派の結束の強さと元気の良さでした。フ
ランス国内でも決して主流ではないこの学派の人たちが意気軒昂なのには驚きでした。そこに
ある種のフランスの研究者気質を見るような気がします。

個人的には、ここ30年以上、労働問題という狭い専門分野でしかありませんが、何人かの
フランスの研究者と付き合いがあります。つくづくフランス研究者あるいはグループの独立志

向の強さには感心しています。上記のレギユラシオン派以外にもコンバンシオン派あるいは1
980年代に一世を風びしたエックス・アン・プロバンスの労働経済・社会学派（マルク。モ
ーリス氏など）などが現在でもフランス労働研究の拠点です。それぞれの学派あるいは拠点が
独自の理論や方法論を持ち、主流のシカゴ学派に対抗する姿勢は見事なものと思います

わが国においても専門家の間に思想や研究方法に関して大きな対立や違いがあるのは確かで

す。労働関係の分野では、戦後のわが国の労働研究をリードしてきたマルクス主義系のグルー
プと近年主流となるアメリカ流の新古典派経済学には思想的な対立があり、その上研究方法が
まったく異なります。マルクス主義あるいはその流れを汲む人たちは歴史研究やミクロ的な実

態分析を主な分析用具にするのに対し、アメリカ流の労働経済学は抽象化されたモデル構築と
計量分析を重視する傾向が顕著です。わが国では、最近アメリカ流の労働経済学が主流にな
り、アメリカの大学で学位をとらないとなかなか労働関係のポストが見つからないまでになっ
ています。そのためでしょうか、反主流派のグループは元気を失なっているように思います。
どうもわが国には主流派が錦の御旗を掲げると、反主流派は途端に元気がなくなるのは政治の
世界も研究者の世界も共通のようです。

これに対し、フランスの研究者は様々なグループが自己主張し、元気である印象があります。
フランスの研究の基盤が国立科学研究センター(CNRS)にあり、各地の大学と提携しなが
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ら研究組織体（ユニット）を作っているので、小さなグループが乱立している感じがあるのも
確かです。個人的には、蛸壷方の組織ネットワークと呼んでいますが、この独立した研究ユニ
ットはフランスの研究者の気質を良くあらわしている気がします。フランスの学校教育で強調
されることの一つは批判精神(espritcritique)であると言われます。何事に対しても懐疑的で、
我が強い個人が形成されます。したがって、フランス人は団体行動を取ることが苦手です（団
体行動が必要だつと納得していない）。当然、研究者は我の強い人たちの典型ですので、一つ
のっ組織にまとめることは不可能なのだと思います。よく言えば、多様性の尊重です。昨年の
レギュラシオン学派の元気さも独立志向の強さと関連しているように思われました。日本でも
もう少し多様な、しかも元気な研究グループが出てきて欲しいと願っているのは私’人でしょ
うか？

昨年8月に、私たちの学会には幸いなことに、日仏会館フランス研究所所長にマルク・アン
ベール教授が赴任しました。レンヌ大学でPEKEA（PoliticalandEthicalKnowledgeon
EconomicActivities)という新しい政治経済学を目指すグループを組織していたのがアンベー
ル教授です。これから日仏会館と共同で、面白い企画を工夫してみたいと考えています。ま
た、会員の皆様からもいろいろな提案を頂きたいと思います。

最後にこのBulletinをまとめていただいた西川、井上両会員に心から感謝いたします。

2009年2月
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匪ヨ 金融資本主義の魅力とリスク

ー金融イノベーションの社会的コントロールの擁護

人間主導型成長モデルを解明するためには、技

術、組織、制度あるいは公共衛生に関するイノベ

ーションとともに金融イノベーションを考慮に入

れるべきである。金融はさまざまなメカニズムを

通じて成長に貢献することができる。超過状態に

ある貯蓄を赤字の経済主体に移転して、投資や消

費を支えることができる。だが、金融イノベーシ

ョンは固有の特徴をもっている。それは、利益を

追求するという私的な戦略の結果であり、また、

非物質的な生産過程であるために、金融新商品は

急速に普及することができる。しいたがって、金

融イノベーションはそれを特徴づける外部性によ

ってマクロ経済の安定に大きな役割をはたす。こ

のことはとくに現代において妥当する。ニューエ

コノミーの非合理的な行き過ぎを声高く非難した

専門家たちはしかし、高度な金融商品が成長にと

ってのほとんどの障害を解決できると断定してい

る。すなわち、その障害とは、教育のファイナン

ス、為替リスクの担保、経済発展の問題の解決、

貧困の撲滅などである。このような万能としての

金融が、アメリカの最貧困層による住宅取得のた

めの金融に適用された。したがって、不動産債権

市場の証券化によって2007年夏のシステム的な

危機が発生したこと、そしてさらに､公正価値hir

valueにもとづく会計ルールの採用によって

2008年にもそのマイナスの影響が続いているこ

とは、まったく不思議ではない。

ケインズ的、あるいは制度主義的な経済学研究

が示しているように、「私的な金融イノベーション

－その成功の波及一金融の脆弱性の強まりそして

I

ロベール・ボワイエ

井上泰夫訳

危機の開始」という連鎖関係は経済主体の不合理

性に由来するのではなく、あらゆる金融資産の評

価を支配している根源的な不安定性の表現そのも

のである。結論として本稿は、金融イノベーショ

ンの事前的な社会的コントロールは可能であるし、

望ましいことであると主張する。あらゆる私的な

金融イノベーションが、事前に予知しうるような

マイナスの外部性によってマクロ経済の不均衡が

波及することを禁止するような条項を備えるべく、

公的当局に権限を委任すべきである。これはユー

トピアだろうか。食品、医薬、自動車、公的交通

機関、銀行、保険に必要な品質保証がどうして金

融イノベーションに対して適応されないのだろう

か。金融のもつ強いパワーによってこうした公的

コントロールは禁止されてきた。だが、アメリカ

の金融システムの失墜とともに金融イノベーショ

ンの効果が薄れている現在、このような公的コン

トロールの必要性が議論されるべきである。ヨー

ロッパ、アジアそしてラテンアメリカの人々がこ

うした戦略について国際的に合意すべきである。

「金融危機において、イデオローグたちはもうい

ない」

ベン・バーナンキ、ニューヨークタイムズ、2008

年9月22日

1はじめに一金融資本主義の歴史的転換か？

2000年代の半ばにおいて、アメリカ経済はなお

OECD諸国のパフォーマンスの評価に際して参照

基準となっていた。1990年代の末には、ヨーロッ



パが情報の生産と利用についてまたシリコンバレ

ー発の組織的な改革において遅れていることが指

摘された。2006年にいたるまで、数多くの専門家

たちは、ヨーロッパと比較したアメリカの経済的

成功を金融イノベーションの進展とウオール街の

決定的な役割の結果であると主張していた。この

場合ヨーロッパとは全体的な意味であり、そのな

かでイギリス、スペイン、アイルランドは一定の

活力を示していた。とはいえ、これら例外的なヨ

ーロッパ諸国も金融主導型成長、とくに不動産信

用の増大にもとづく成長モデルに従っていたので
はないか。

1998年からすでにアグリエッタは金融資本主

義＝ポストフォーディズムという理解を主張して

いた。だが、2007年3月のアメリカ不動産市場の

バブル崩壊により、こうした理解は急速に後退し

た。一体、金融イノベーションにおいて公的権力

の果たす役割とは何か。

そのためには､2007年3月のアメリカのバブル

崩壊に先立つ好景気を説明しなければならない。

しかもそれがどうしてアメリカとイギリスで大き

なバブルの崩壊を引き起こしたのかを説明しなけ

ればならない（2）。こうしたプロセスの重大性を

金融自由化のせいにすることはもはや例外的では

ない。だが、解決策をめぐってさまざまな意見が
存在する。金融イノベーションを規制づけること

は成長を歪めることにならないか（3）。歴史の回
顧はこの点について有益である。バブルの時期は
イノベーションの成功の時期と重なっている。イ
ノベーションが投機的バブルを引き起こし、そし

て危機に至る。そしてその後になって、公的当局
はイノベーションのコントロールを試みて、ルー

ルを設定する。そして、イノベーションが資本、
信用、リスクの配分に貢献するようになる（4）。
このような金融の歴史に関する異端的な理論にも

とづいて、サブプライムの危機の重要性は、ます

ますハイテク化する金融デリバティブとヘッジフ

ァンドへの規制の遅れによって説明することがで

2

きる（5）。

つぎのように基本的な仮説を立てることができ

る。アメリカの金融システムはシステミックな危

機に入ったのであり、アメリカ経済は金融資本主

義の復活によって成長を維持することはできない、

という仮説である。このことは、バブルの成功に

続くその崩壊における事後的なコントロールでは

なく、事前的な金融イノベーションのコントロー

ルの必要性を意味する。技術、組織、そして公衆

衛生のイノベーションにおいてはごく普通である

この事前的なイノベーションのコントロールはな

ぜ金融において通用しないのだろうか（6）。

結論において、2007年3月以来のアメリカの危機

が大きな転換点を意味していることを指摘する

（7）。

2金融主導型成長はアメリカ合衆国において実
現可能であった・・・

金融資本主義の魅力とは何か。フォーデイズム

は、賃労働関係における制度化された妥協に依拠

していた。それによって、生産と消費の同時的な

関係が大規模で維持された→大量生産・大量消費

社会。金融資本主義において賃労働関係に代わっ

て主要な位置を占めるのは、貨幣・金融レジーム

である。こうした金融の優位は、大企業経営者と

金融機関とくに投資銀行との事実上の連携から生

まれている。こうした基本的合意の変化は、金融

レジームの変化によって他のほとんどすべての制

度諸形態が変質することを意味する。

①もはや需要水準の変化が投資レベルを決定す

るのではなく、資本の収益性が重要な基準とな

る。そしてM&Aのような金融戦略が重要にな

り、ROEを最大化することが求められる。

②金融業界は安定した高収益を要求するのに対

して、賃労働関係の柔軟化が始まる。雇用はす

ばやく調整され、賃金も雇用情勢に敏感に反応
するようになる。これは直接には雇用水準を不
安定化するが、家計の資産は資産効果、あるい

’
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は年金ファンドによって補完されることによっ

て、消費水準は維持されることになる。

③年金システムの賦課方式から積立方式への移

行は重要である。年金ファンドの安全を求める

方式から金融収益を最大化する方式に変化して

いる。つまり、社会保障制度の大半の構成要因

を市場に委ねる一般的な動きの一部である。こ

れは、黄金の30年における普遍主義的な原理

（ベヴァリッジ、ビスマルク）の対極を意味し

ている。

④経済政策は金融の要請にしたがって変化する

ことになる。資本の国際的流動性の高まりは資

本税を引き下げる結果、社会保障負担は賃労働

者ないし不動産資本に転嫁される。他方、中央

銀行の果たす役割は大きく変化する。中央銀行

はインフレとデフレの間で金利をコントロール

するのではなく、金融安定を実現しなければな

らない。金利を予防的に引き上げてバブルの発

生を防ぐ､あるいは金融不安定化にさいして｢最

後の貸し手」としての機能をはたす。

以上の変化によって、金融主導型成長が生まれ

ている。これらの変化が長期的に維持可能な成長

体制を実現しうるか否かを検証する必要がある。

この成長体制がどのような条件のもとで成立しう

るのかについて分析する必要がある。

①成長の中心を占めるのは株式市場である。株

式市場の推移が企業にとって投資のための判断

基準となるし、賃労働者にとっても貯蓄の投資

基準になる。さらに、中央銀行も金融安定化の

ために株式市場に注目する。

②フォーディズムとまったく異なって、家計の

消費は信用の獲得にとって大きな役割をはたす

金融資産に大きく依存することになる。そして

実質賃金は停滞するばかりである。株式市場の

推移が投資水準、消費水準を決定することにな

る。カレツキ、カルドア的なモデルとの大きな

ちがいが存在する。

③金融が要求する収益性基準が企業の投資にと

3

って本質的に重要である。加速原理はもちろん

存在するが、フォーデイズムの場合とはまった

く異なる。株主価値が企業の戦略を決定するよ

うになる。

この成長体制はきわめて逆説的である。フォー

ド主義においては投資を決定するのは付加価値の

創造であるのに対して、金融資本主義においては、

株式市場によって評価される将来的富の先取りが

生産を決定する。こうした成長体制において、期

待と信頼は大きな条件となる。1990年代のアメリ

カ経済にはこうした信頼が存在したことは統計的

に証明可能である。つまり、家計の金融資産の重

要性、資本収益の余裕、年金ファンドによる家計

資産の運用など、である。かくしてヨーロッパの

数多くのマクロ経済学者はヨーロッパ各国の政府

に対して信用と金融をマクロ経済の手段にするよ

う提言したのだった。

・・・だが、アメリカの成長体制はイギリスを除

いて他の国々に移転不可能である

イギリス経済だけがアメリカ合衆国の状況に類似

していて、アメリカの成長体制を導入することが

できた。ドイツ、フランス、日本において経済成

長を規定するのは金融ではなく、あくまで付加価

値の創造にもとづく生産的なロジックである。

したがって、これらの国おいて株主価値にもとづ

く経営の導入は企業、賃労働者にとってマクロ経

済の不安定化を引き起こす。日本経済が1980年

代のバブルの崩壊から長期的に回復が手間取って

いるのは、こうした事情が作用している。

・・・金融資本主義の成功によって経済は不安定
化する・・・

金融資本主義のモデル化によって経済が不安定

化する役割をはたす二つの変数を指摘することが

できる。

①金融業界の要求する利益水準が高くなりすぎ

て、マクロ経済の安定のための条件が無くなる

ような水準に達する。バブル末期には利益水準
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⑤技術変化の内生化に関する最近の研究は、こ

れとは別の理解を示している。内生的成長理論

にとり、新知識の生産、製品の生産において決

定的な役割を果たすのは特許である。この過程

において割引率が重要な役割を果たすが、金融

は間接的な役割しか果たさない。進化理論によ

れば、革新的な企業とその模倣企業が組み合わ

されることによって、製品市場および労働市場

における競争が決定的な役割を果たす。だが、

金融はきわめて限られた役割しか果たさない。

融の要因に優位するというのが、そこから得られ

る結論である。モジリアニ・ミラー定理は企業の

金融構造はその価値について言えば重要性を有し

ていないと述べている。

①スミスに始まって現代に至るまでの成長理論

において、経済成長は、商品経済の制度によっ

て可能になる市場の拡大と結びついた分業の発

展の深まりから生まれるのであり、金融はいか

なる影響力ももっていない。

②スラッファ、フォン・ノイマン・モデルによ

れば、さまざまな技術的不変性から生まれる剰

余を生産的に再投資することによって生じる。

安定的な成長軌道にしたがって、成長率、利潤

率、そして金利は均等化する。暗黙に想定され

ているのは、剰余が多様な生産過程の収益を均

等化するために移転されることである。新古典

派の理論が金融市場に伝統的に付与しているの

はこの機能である。

③ケインズ理論においても、新古典派理論にお

いても、金融は利子率の形成を通じて間接的に

しか作用しない。ソローの成長モデルによれば、

完全な金融市場から生まれるはずの割引率であ

る。成長のポストケインズ主義によれば、貨幣

的な利子率と資本の収益率は、長期的な成長の

リズムよりも景気循環において大きな役割を果

たす。

④おそらくシュンペターの発展理論こそ、イノ

ベーションを金融に結び付けて考えている最初

の研究である。生産要素が完全に使用されてい

る状態を仮定すれば、信用によって初めて新し

い企業家は市場に分け入ることができる。企業

家は革新的な過程を始めることによって長期的

に純利益がゼロによって特徴づけられる長期的

な均衡から逸脱することができる。ある意味で

1990年代初めにおけるシリコンバレーの制度

的状況はこの状況に類似している。新企業はベ

ンチャービジネスの発生と重なり、ナスダック

によって株式上場が可能になる。

は5％から15％にまで上昇した。ミクロ経済

レベルでは、非金融企業は信用のてこの効果を

求めるようになった。さらに、金融市場を満足

させる収益性を作り出すために創造的会計に依

拠しなければならなかった。

②第2の不安定要因は、家計の消費決定におい

て資産がますます重要になったことである。そ

の結果、安定的な成長体制の維持が困難になっ

た。相次ぐ金融イノベーションの連鎖によって

信用はますます容易になった。いわば、金融資
本主義の魅惑の学習の程度が強まれば強まるほ

ど、危機の源泉は助長されたのだった。

③中央銀行は金融情勢に対して金利のコントロ

ールを遅く調整しすぎた。低金利の維持が長引

けば長引くほど、金融不安定化の条件は整えら

れた。グリーンスパンに対して、2007年以来、

バブルと不動産投機を長引かせるために、金利

を引き上げなかったのではないか、という批判

が寄せられた。

④最後に、ROEの安定化は賃金と雇用の柔軟

化に依存しているので、賃金は景気後退を加速

させるように変動することになる。これは、金

融資本主義の行き過ぎを是正しようとするとき、

決定的な役割をはたすことになる要因である。

た金融イノベーションを物語る過程のシンボルで

ある。出発点となったのは、エネルギー価格に関

する派生商品の開発であった。この商品の独占的

な供給者となったのがエンロンであり、やがて市

場に不可欠の媒介者となる。エンロンの経営者た

ちはあらゆる公的規制はこの新商品にとって害悪

であると公的当局に訴えた。その結果、例外的な

高い利益を予告できるような大変疑わしい会計処

理が可能になった。株価の上昇によって、普通の

投資家が市場に参加するようになり、エンロンの

従業員もまた自社株に投資した。その結果バブル

が発生し、それはもはや「ポンジ」的な融資によ

ってしか資金繰りを調整できなくなるまで持続す

ることになる。

このエピソードからさまざまの金融機関に打撃

を与えることになる危機の諸要因を指摘すること

ができる。第1に、現実のイノベーションに取っ

て代わるような金融イノベーション。第2に、金
融イノベーションが私的なものであるために、公
的規制は最初から除外される。第3に、金融市場
の透明性への疑問と大企業の経営者の正直さへの
疑問。このエピソードから経営者を厳しく罰する
ことになるサーバンス・オクスレー法が生まれる
ことになる。これは、エンロンを破産させた原因
のひとつに過ぎなかった。だが、その破産はアメ

リカの経済システム全体に影響を与えるものでは
なかった。そして、金融資本主義は維持され、ま
すます重大な危機が引き起こされる結果になった。
確認すべきは、金融が成長の本質的な構成要因

としてみなされていたことである。そして、あら
ゆる意味での自由化のなかで、私的なイノベーシ
ョンをコントロールできるような公的介入を考え
ることは予想もできなかった。以下ではこの2点
について論述される。

このような学説の整理から得られるのは、成長

とは技術革新および組織革新の結果であり、金融

イノベーションの結果であることはほとんどない。

したがって、金融理論において成長と金融がどう

リンクしているのかを分析しなければならない。

・・・そして危機の理論のなかで金融を考え直す

ずっと以前から金融が経済、成長にはたす役割を

説明しようとしてきた経済学者が存在する。金融

が貯蓄と投資の裁定において果たす役割は決定的

である。金融は家計貯蓄が企業に移転するさいに、

また、利潤が衰退産業と成長産業で配分されるさ

いにも大きな役割をはたす。理論的に、金融シス

テムの内容が成長過程に大きな役割をはたす。

①ソビエト体制では、利潤は政治的に配分され

てきた。そこにおいて資本使用の非効率性と成

長の源泉の枯渇は明らかであった。

②フォード主義的成長体制では、銀行と金融市

場は強く規制されていたにもかかわらず、高い

生産性の期待される産業・企業への利潤の割当

は十分可能であった。この時期において、混合

経済は純粋の市場経済よりも優れていると認識

されていた。

③金融主導型経済では、資本配分は金融業界が

将来性の高い産業について行う評価にしたがっ

て行われる。ニューエコノミーの時代には儲か

っているけれども成熟している産業からベンチ

これら4つの変化がこの20年来のアメリカ経済
を特徴づけている。

・・・そして、ますます深刻な危機の連鎖が生じ
ている

2008年夏にシステミックな危機が明らかになる

以前に、特定の部門に限定された危機が起こった。

それらは実は金融イノベーションにもとづく成長

体制の限界を示すような兆候であった。回顧的に

述べれば、ニューエコノミーの危機とは、期待さ

れる利益への金融の願望と金融イノベーションが

利益を生むまでの長い過程との対立として理解す

ることができる。この意味でエンロンの成功と崩

壊は1990年代から2000年代にかけて繰り返され

3成長理論のなかで金融を考え直す
標準的経済理論は長期的に貨幣したがって金融

の中立性に依拠しているので、実質的な要因が金

5
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ヤー企業に向けて資本配分が行われたが、その

大半は期待された利潤を生まないで､失敗した。

実際、インターネット・コンヴアンシオンとい

う模倣行動が非効率的な資本配分を引き起こし

たのであり、これはネットバブルの崩壊が示し

ている通りである。

かくして、ラジヤム・ジンガレスが述べている

結論にたどりつくことになる。金融イノベーショ

ンは技術革新、組織革新、したがって成長を助長

すると同時に、長期的な成長にとって有害である

投機の動きに行き着くことがある。

したがって、金融イノベーションのあいまいな

性格について指摘することができる。

①取引全体に関する完全な短期市場が存在しな

いので、金融市場は経済主体の期待に関して情

報の社会化を組織する。あらゆる短期市場は情

! 蕊
なる。こうなると、市場は悲観主義と楽観主義
に二分されることになる。

②同様に、金融派生商品が金融とリスクを分離
することによって、経済主体は他の主体にリス
クを移転することによってリスクから身を守る
ことができる。だが、リスクがこのように2者
関係から3者以上に分散することは、それだけ
リスクが増大することを意味する。かくして、
過剰リスク負担が発生する危険が高まる。アメ
リカ住宅貸付市場における金融商品はこの例で
ある。

③このようなシステムが一般化すると、金融イ
ノベーションによって銀行やベースマネーは不
要である、との幻想が生まれる。これは、経済
自身が資金を供給できるという幻想である。そ
して経済主体はてこの原理を最大限活用する。
だが、それが失敗すれば、当然銀行に頼らねば
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ならなくなる。銀行自身がそのような失敗を重

ねれば､金融市場の資金が枯渇することになる。

サブプライム危機の背景にあるのは、このよう

なシステミックな危機である。

かくして金融イノベーションは経済成長と複雑

な関係を有することになる。金融イノベーション

は成長の唯一の原因ではないばかりか、社会福祉

にとってきわめて有害なバブルとその崩壊を引き

起こすことになる。以下では、金融イノベーショ

ンの最近の変化について分析する。

4金融イノベーションには独自の変化が存在す
る

金融市場では経済主体は将来の利益を予測する

ために、企業の最近の業績、短期の利子率、為替

の動き、技術革新、税制の変化などを考慮する。

全体的に期待が形成されて、前向きの予想が生ま

れる。これとは逆に、株式市場の動きを追うよう

なチャート主義者も存在する。これは後ろ向きの

見方であるが、将来予測は過去の動きを前倒しす

ることによって、過去の動きを増幅する可能性が
高い。

金融の歴史はバブルの形成に関して一貫した例

を示している。こうした研究はキンドルバーガー

古典的な研究に遡るが、現在では、マクロ経済の

理論家たちも金融市場の非効率性がバブルの発生

と崩壊の過程で示されることを指摘している。利

益を持続的に上昇させるような金融イノベーショ

ンが生まれたというのは、何も最近に限ったこと

ではない。1920年代のアメリカでも同じことが起

こった。当時の科学的管理法が現在のITC革命

下における企業の再編成、部門の再編成に匹敵し

ている。当時の株式市場の活況はアメリカ合衆国

における1960年代の活況を想起させる。

これらの投機の歴史において、同じ連鎖関係を

確認することができる。

①最初の契機は、何らかの衝撃であり、それは
技術的な衝撃(チューリップの新しい栽培方法、

’
’

大量生産システムの開発)、あるいは新しい金融

手段（航海会社の株式)、さらに戦争の終焉（南

北戦争のあとの鉄道開発)、新しいサービスのた

めの顧客の開拓（別荘を購入あるいは賃貸で購

入して、フロリダで休暇をすごす人々)、新しい

金融状況によって生まれた可能性の増大、であ

りうる。

②この何らかの衝撃について正確な情報を入手

できた経済主体は、イノベーションによって期

待できる収益について選択的な判断をくだすこ

とができる。彼らは専門家たちの示唆にもとづ

いて、（チューリップの新しい栽培方法、フロリ

ダで建設される住宅のタイプなど）株式投資に

踏み切る。この時点ではかれらの行動はまった

く合理的であり、なんらバブルの発生を引き起

こすものではない。

③これら投資家の行動によって、やがてイノベ

ーションに関連する金融商品の価格が上昇し始

める。この株式市場の上昇が開始するや否や、

それにつられて、不案内の素人の投資家が大量

に市場に参加することになる。この時点でバブ

ルの発生が始まる。

④さらに、一般投資家を元気づけるかたちで、

権威ある機関ないし人物が景気の動向について

楽観的なお墨付きを与える。ミシシッピのバブ

ルの場合、フランス政府はジョン・ロ－に対し

て公式の支持を表明した。1920年代のアメリカ

では、当時の著名な経済学者、フイッシャーは

株式市場の活況と好景気は持続的であるという

診断を下していて、それはバブル崩壊の直前ま

で変わらなかった。現代では、以前にはバブル

を批判していたグリーンスパンが、中央銀行よ

りも民間の経済主体のほうが株式市場の動向に

ついてよく知っているという発言をしたときに

まさしく、ネットバブルの崩壊が始まった。

⑤バブルの運動がその最高に達したときに、実

現した収益が予想収益を下回ることに気づいて、

バブルは反転し始める。最初は小さな動きであ
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っても、それが将来へ大きな不安に膨れ上がる。

そして将来予測は下向きに修正される。この時

点で、事情に通じた投資家たちは株式の売りに

出る（逆張り)。

⑥公的当局が社会的な批判を受けて、投機を抑

制するために当事者を追及し、規則を厳しくし

ようとする。大半の場合、こうした規制によっ

て、バブルの発生と崩壊は過去のものとして忘

れ去られることになる。その結果、新しいバブ

ルのサイクルが開始する。（図4）この図式にし

たがって､アメリカにおける最近10年間の動き

を分析することにしよう。

5現代一金融イノベーションにつねに遅れを取

る規制の動き

金融自由化の動きはつねに金融イノベーション

を助長してきた。その結果2008年現在、すでに

十分なイノベーションと危機の例をわれわれは有

している。規制とそれに伴う公的なコントロール

を欠如しているので、金融イノベーションが部分

的な危機を引き起こす可能性が高くなる。最近の

10年は文字通りウサギと亀の競争である。金融主

体はウサギの役であり、金融イノベーションに関

する一連のプロセスを突っ走るのに対して、公的

当局は亀の役であり、金融危機の後始末をして、

新しい規制とルールを導入することになる。たし

かに自動調節できると信じられていた市場は多く

の場合､経済と社会にとって悲劇的な舞台になる。

1987年10月19日の株式暴落

-1929年10月24日の亡霊とのちがい

1987年には、1929年と同じ規模の株式暴落が

起こった。そして、すべてのアナリストたちはミ

ンスキーの有名な本のタイトルである「1929年恐

慌の再来か？」という問いを発した。1930年代と

同様の危機が再来するかに思えた。だが、つぎの

二つの理由にもとづいて、二つの危機はまったく

異なる。



①まず危機の原因がはっきり異なる。1929年の

恐慌において、株式バブルは蓄積体制の不均衡

を増幅させただけであった。1987年の危機にお

いては、持続的な成長が維持されている。もち

ろん国際状況は為替市場の不安定によって不安

定になっている。不均衡は金融の局面にとどま

っている。

②中央銀行は過去の過ちを学習している。金融

市場における連鎖的な倒産を避けるために、グ

リーンスパンは金融市場に十分な資金を供給し

ている。したがって事後的には、成長と弱いイ

ンフレを引き起こしている。不況とデフレは回

避されている。

したがって株式市場の危機は繰り返されるが、

それらは同一ではない。現在の危機の原因は1980

年代初めに開発された金融イノベーションに遡る。

投資の将来予測の過ちを事前に修正できるような

金融イノベーションが開発された結果、こうした

最適化のプログラムにしたがって、投資家たちは

行動するようになった。そして、株式市場の上昇

が反転し始めると、全員が売りに出て、だれも買

わなくなる。かくして、つぎの三つの教訓を引き

出すことができる。

①リスク回避のための先を争うミクロレベルで

の競争が､マクロ的な大きな損失を引き起こす。
ミクロレベルでは合理的な判断がマクロレベル

では誤謬となる。

②中央銀行は「最後の貸し手」としての機能を
はたす。

③市場は市場メカニズムを発揮させるべきだと
いうのに対して、公的当局は規制を厳しくする
ことになる。

金融派生商品の危険を告知した最初の危機はすぐ
に忘却された－LTCMの破綻

リスクの評価と金融派生商品の価格の設定を可
能にした一連の金融イノベーションの理論の発達。
ブラック、ショールズ、マートンが開発した金融
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デリバテイブの世界｡新しい評価方法が開発され、

それが金融業界に提案され､受け入れられた結果、

派生商品に価格が生まれることになる。これは伝

統的なミクロ、マクロ理論に代わる新しい金融理

論であった。

したがって、こうしたリスクの新しい評価方法

によって、もはや危機は排除しうるという認識が

生まれた。だがLTCMの危機が示してように、

危機は経済主体の非合理的行動にもとづいてのみ

発生するのではなく、金融収益の新しい評価方法

が厳密な計算にもとづいているだけに、マクロ経

済の規則性を攪乱する可能性があることを端的に

示している。

莫大な損失が公的機関に対して提起した二つの

問題。

①ハイテク型の金融デリバテイブ商品はリスク

をカバーする効果があるといわれるが、その反

対にリスクを第3者に増幅するメカニズムを有

している。

②巨額の損失はてこの原理において、30-5

o倍の効果を意味している。それゆえ株式市場

の下落が数パーセントであっても巨額の損失が

生まれる。ここに、ヘッジファンドの問題が存

在する。リーマン・ブラザーズは300億ドルを

上回る資産をカバーするために、10億ドルの資

金しかもっていなかった。

この時点で、市場の規制を強化することができた

はずであるが、実際にはグリーンスパンは他者に

よるLTCMの買収という戦略に出たのであり、

金融デリバティブやヘッジファンドの根本的な不

安定性の解決は先送りされたのだった。

エンロンの破綻－2回目のチャンスの喪失

金融派生商品に固有の性格を除けば、同じ連鎖

関係はエネルギー派生商品についても妥当する。

一ユーエコノミーの時代であり、経済活動のサー

ビス化が話題になっていた時期でもある。先物市

場を創設して利益を引き出そうというねらい。

1

IﾉTCMと同じように、エンロンは急速に市場の寵

児となり、後続する企業が増大して、誰もが例外

的な高利益を追求しようとする。

ところが2000年になると､合法的ではあるが、

将来の利益を先取りしつつ、しかも将来のコスト

は計算から除外するという会計操作が明らかにな

る。そして、会計の透明性、経営者の責任の問題

が提起された。これは、サーベンス・オクスレー

法になってゆく。

だが、別の問題が生まれていた。

①エンロン経営者たちは政治家とのつながりを

利用してあらゆる規制の反対に対して活動した。

その理由は金融先物市場の活動が複雑であり、

規制によって企業の自由が侵害されると脅迫し

た。同じ事態は、2000年代の後半、サブプライ

ム危機においても起こった。

②もっぱら金融業界を対象にした会計操作は

「公正価値」の原則を重視したのであり、金融

の安定性に大きなリスクを生んだ。

③リスクの分散化。投資会社、保険会社が一定

の派生商品の分野に集中する。その結果起こり

うるリスクの集中化の危険。

ノーザンロック銀行の例

一責任の所在をめぐる暖昧性

シティの伝統によれば、銀行の問題は市場に任

せておくのがベストというイギリスの伝統的な政

策。だが、金融パニックは銀行システム全体に波

及するようになり、イギリス政府が登場せざるを

得なくなる。そして、同銀行は国有化された。こ

の銀行国有化プログラムは新生労働党の政治綱領

になかったはずである。バーナンキ曰く「金融危

機においてもはやイデオロギー存在せず｣。

ノーザンロック銀行の教訓と過去の教訓の確認

①中級の銀行が開発した金融イノベーションで

も銀行システム全体に危機が波及するような結

果を引き起こすことがある。したがって、銀行

システム全体を対象とするような規制を設ける
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必要がある。

②金融派生商品は多様であるために、各商品の

監督官庁も異なる。それゆえ、危機への対応が

省庁ごとに異なる可能性が生じる。

③公的救済の声の高まり。2007年3月以来のア

メリカは、こうした土壇場での公的救済の例に

満ちている。

アメリカ住宅貸付市場における金融派生商品の危

機一規制当局の沈黙と遅れて行われた全面的規制

強化

低金利政策における中央銀行のはたす役割。イ

ンターネットバブル崩壊以降のアメリカは、低金

利政策によって特徴づけられていた。そして共和

党政府によって低所得者向けのマイホーム建設が

政策的に支援される。ここに民間の住宅貸付機関

が殺到して貸付に参加する舞台が準備される。融

資される個人の所得状態は無視して、右肩上りの

不動産市場に期待する。そして規制を潜り抜ける

ための政治的ロビー活動が活発化する。

そして2007年3月以降、市場は急速に反転す

ることになる。システミックな危機の発生。銀行

間市場の停止。2008年夏、新たな転換点。FED

は無制限の資金供給を約束。政府系ファンドの登
場。

サブプライム危機には、これまでの危機の特徴

が含まれている。アドホックな金融イノベーショ

ンの開発、従うべきモデルの存在、流動性の無制

限的供給、てこの原理による高利益の追求、公的

当局の介入の拒否（ロビー活動)。サブプライムの

危機が巨大であるのは､2000年以来これまで先送

りされたすべての問題がそこに含まれているから
である。

アジア諸国-1997年の危機の犠牲者､危機の再来

を避けるような手段の開発

金融イノベーションは将来の成長、社会福祉の

ために支払うべきコストであり、その危機を受け
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入れることは仕方がないことである｡だが、日本、世紀の間、銀行業界、専門家そして公的当局はこ バーナンキにはそれほど意外なことではなかった

アジア、韓国はあらゆる意味での規制緩和がきわ

めて危険であることを1997年の危機から学んだ。

これらの諸国はもつと実践的な政策を採用した。

ワシントン・コンセンサスの拒否とIMFの政策の

拒否。アドホックな為替政策によって外貨準備を

増やすことに成功。そして大量のドル資金への依

存に代わって、アジア諸国内で外貨準備を融通す
るシステムの創設。

アメリカ、欧州に伝播した金融危機は途上国に

波及していない。金融商品の採用における遅れが

危機の発生を免れさせる。ガーシェンクロンモデ
ルの妥当。つまり、金融ハイテク商品の導入には
遅れているほうが勝ち。

の問題を解決しうる方法を模索した。数多くの解

決方法が考案されたが、銀行間市場のようにすべ

ては行き詰まった｡実際にはパニックが起こると、

すべての銀行が支払い不能に陥った。1929年の恐
慌を通じて次第に､預金保険機構が機能し始めた。

つぎに、債務者が債務を予定通りに返済しない

とき、商業銀行を不利にする資産危機が起こる。

そのためには銀行は長期間を通じて、どの程度の

資産が必要であるかについて学習する必要があっ
た。そして預金保険は銀行経営を悪化させる恐れ
があるので、1970年代以降、ブルーデンシヤル規

制が導入されるようになった。かくして先進諸国

では銀行パニックの発生は阻止されようになった。

だが、1980年代になると銀行は大企業が直接資

金調達する資本市場の挑戦を受けるようになる。
そして銀行もこの市場で直接リスクをとるように

なる。だが、アメリカでは証券化が主要な手段で
あり、銀行もこの証券化を取り扱うようになる。

2008年においても、破綻した投資銀行メリルリ

ンチを救済したのは預金銀行のバンクオブアメリ

カであることは象徴的である。家計の貯蓄と中ﾉ'、

企業向けの活動を取り扱う商業銀行は投資銀行に

比べてきわめて安定的である。商業銀行の経営の

安定性と経営手段が金融システムの再構築のなか
で大きな比較優位を獲得することになる。

預金保険、ブルーデンシャル規制、そして証券

化を組み合わせた金融システムモデル。この私的
なイノベーションと公的なコントロールの組み合

わせこそ、現在のアメリカ住宅貸付市場の危機を
克服するための手がかりとなる。

はずである。

①すでに2000年代の初めから国際決済銀行は

危機の大きさにきづいていたはずである。リス

クをカバーできない経済主体が巨額の証券化商

品をプルデーシャル規則と無関係に購入するこ

との危険性。そして莫大なてこの原理による利

益の追求｡1996年には､6850億ドル、1999

年に、1兆3550億ドル、そして2006年には3

兆1870億ドルにまで証券化商品は膨張した。

②しかも評価手段を欠いた経済主体にこうした

証券化証券を売却するリスクが存在する。一般

の個人にまでリスクは販売され始めた。

これら2条件の重なりがサブプライムの危機を

大きくさせたのである。6金融イノベーションの社会的コントロールの
ために

この20年間における金融イノベーションを持
続的にしかも有効に活用するための規制とコント
ロールとは何か？

訳注

原文には数多くの図表が付せられているが、紙幅

の制限上すべて割愛せざるをえなかった。
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リスクを引き受けることのできない経済主体にま
でリスクの外部化を拡大しないこと
ポールソンのような伝統的なウォール街の手法

にしたがっていた人物やリーマンブラザーズ、メ
リルリンチの経営者には今回の危機の大きさは想
定外であった。だが、1929年恐慌の研究者である
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函 東アジア経済統合の展望

一アジア通貨・金融危機後十年一

アジア通貨・金融危機（1996-97）から十年が経

過した現在の時点にたって回顧するならば、たし

かにこの危機を前後にして東アジアの経済的光景

は一変している。危機以前においては、1970年代
から1980-1990年代に始まった先進諸国における

フォーディズムの危機＝金融グローバル化の進展
による外的条件の変化を東アジア諸国はそれぞれ

成長ための契機として取り込むことができた。そ
の限りにおいて、アジア通貨金融・危機までの時
期はこれらの諸国にとって経済成長の好況局面が
20年余りの長期にわたって持続した時期であっ
た｡一本調子的な上り調子が続いた20年に対して、
危機後の十年はどうであったか。表面的にはアジ
ア通貨・金融危機は金融側面における部分的な危
機としてみなすことも可能であるが、実際には社
会の経済的・政治的な利害調整のメカニズム全体
（＝レギユラシオン）が大きな揺らぎを見せたと
いう意味で､それは景気循環的な小危機ではなく、
構造的危機であった。いくつかの国においては、
経済的危機だけでなく、政治体制の変化を伴うよ
うな社会的危機でもあった。だが、危機からの回
復過程は少なくとも表面的には急激であった。急
回復は､v字型の回復とも形容されている｡だが、
その実質的内容はどうだろうか。これが、本稿で
考察される課題である。マスメディアを中心にし
て東アジア統合のテーマが官庁エコノミストの見
解に依拠して盛んに発信されているし、現に、企
業活動をベースにして、企業ネットワークレベル

で事実上の経済統合が進展している。だが、そう
した動きにもかかわらず、東アジアレベルで本当
の意味での経済統合が可能になりつつあるのだろ
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井上泰夫（名古屋市立大学）

うか。本当の意味とは、経済統合から社会、政治
統合へとさらに進展しうるという意味においてで
ある。事実上の経済統合の側面が存在する一方で、
東アジアにおける社会的、政治的、外交的な国境
はグローバル化にもかかわらず、依然として強固
に存在する。言説レベルでの国際的な地域統合か

ら実際的な地域統合を考えるには何が必要であろ
うか。本稿では、東アジア通貨．金融危機後十年
を経た現在、危機のインパクトを再検討すると同
時に、今後における地域経済統合の可能性につい
ても言及される。

’アジア通貨・金融危機後の十年
東アジア諸国の通貨の為替レートの急落に端を

発した通貨危機は、金融自由化のもとで自由化政

策をとる近隣諸国に連鎖的に波及することによっ
て、大きな混乱要因となった。それまで短期間に

大量の遊休資本が東アジア資本市場に流入するこ
とによって、金融グローバル化のメリットが声高

に叫ばれたのであるが、通貨危機によって、これ
らの短期資本がいっせいに東アジアの新興市場か
ら流出することによって、現地の金融システムは
大きな危機に陥った。それだけでなく、金融危機
は経済実態にもマイナスの影響をもたらして、つ
いにはインドネシアのようにそれまでの開発独裁
体制への社会的批判が現実化して、政治指導者の
交代をともなった国も存在した(Inoue,2000)。
標準的な理解に従えば、このようなアジア通

貨・金融危機はあくまで金融サイドにおける一時
的な混乱である。だが、そのインパクトはすでに
見たように、政治的、社会的体制にまで波及して

I

いる以上、たんなる金融危機ではなかった。さら

に言えば、経済的なレベルにおいても、それまで

の東アジアの第1世代、第2世代NIESの成長を

支えた、いわゆる輸出主導型、直接投資主導型の

経済成長のひずみが明らかになった。つまり、製

造業の加工組み立て部門における過剰投資、過剰

蓄積の問題であった。金融グローバル化を背景に

して、大量に流入した外国の資本は現地における

直接投資として定着した限りにおいて実態経済に

プラスに作用したが、需要の先取りにもとづく投

資戦略は行過ぎる傾向を当初から備えていたであ

ろう。さらに加えて、20年以上に及ぶ長期的な好

景気はバブル的状況を生み出して、不動産市場、

株式市場が投機的性格を呈するに至った。投機の

行き過ぎは当然、その反転に行き着く。そのこと

は当然予測可能であったとはいえ、投機からその

反転への事前的な防止策を新興の工業国の経済運

営に求めることは困難であった。これらの諸国の

経済システムはすべて、成長のために制度化され

ているのであって、危機への対応はそもそもビル

トインされていなかった。

危機の発生から、その対応の過程において、主

要な国際機関(IME世界銀行）が当該諸国に対し

て危機の診断、処方菱を作成している。危機の診

断をめぐって、いわゆる「クローニー資本主義」

が批判されたことは周知の通りであるが、そうし

た表面的批判を別にすれば､提示された処方葵は、

市場原理の徹底にもとづく国内経済システムの制

度改革が大きな柱であった。つまり、人脈に頼っ

たクローニー資本主義ではなく、組織の透明性を

高めて、経済行為が近代的に契約化すれば、合理

的、効率的な市場システムが誕生する、というわ

けである。だが、そうした方向づけが的確であっ

たとしても、そのような目標の実現には数多くの

制度的受け皿を必要とする。先進諸国が市場経済

化しているといっても、市場の合理性が自動的に、

自然発生的に実現したわけではない。歴史的に長

期の時間をかけて、市場という制度を作り上げて
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きたわけであって、市場の制度形成は現在でも不

断に形成過程にある。

アジア通貨・金融危機後の市場経済化プログラ

ムはミクロ・マクロレベルで実施に移されている

が、コーポレート・ガバナンスについても、単線

的、直線的に改革が進展しているわけではない。

（1）

それゆえ、こうした現状から判断するかぎり、

市場経済の制度的な枠組みが形成されるためには、

長期的な展望に立って、根強い制度作りが必要に

なるといえる。制度形成のためには、短期、中期、

長期のそれぞれのレベルで考える必要があるだろ

う。短期は制度導入の時間であり、中期は制度の

定着時間、そして長期は制度の発展ないし変容の

時間である。

2企業主導型ネットワーク形成

1970年代以降、とくに1980年代後半における

円高傾向を背景にして東諸国に加工組み立て産業

を中心とする生産・交易のネットワークが形成さ

れてきた。1990年代半ばまでの傾向は、主として

雁行型発展モデルにそう形で、日本､NIES4カ国、

ASEAN四カ国の間で研究開発過程、熟練生産、

低熟練生産という区別で国際分業が展開された。

さらに、1980年代末から東アジア国際分業に中国

（主として沿岸部）が参画して、従来の単純なタ

イプの国際分業はより複雑なタイプに進化しつつ

ある。というのも、中国は労働コストによる競争

力を発揮させることのできる労働集約的製品だけ

でなく、最先端の工業製品の製造にも関与するこ

とができるだけの技術の蓄積、集積基盤を有して

いたからである。中国的なもの作りの象徴である

大量の模倣品、コピーの氾濫は、こうした産業集

積にもとづく競争なしには考えられない。ともか

く、1990年代半ばまで、コスト格差を意図した日

本企業の海外生産の展開は、東アジア諸国から中

国を巻き込む形で展開された。そして、1990年代

後半から2000年代初めには、日本企業は中国シ
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怠っていたのである。その結果、危機の影響をま

ともに受けて、失業率の上昇に対する制度的な対

応の不足が問題になった。具体的には、東アジア

では、失業保険が形式的に存在するのは、日本

（1947年)、韓国（1995年)、台湾（1999年)、

中国（1999年)、そしてタイのみである。危機へ

の対応として、セーフテイ・ネットワークの構築

が各国において問題となったのは、この時期であ

った。

経済成長の目的はあくまで生活者＝市民の生活

水準のレベルアップにあるとすれば、この地域の

社会保障制度はどのような内容をもっているので

あろうか(以下の数値は、大澤編、2004による)。

たしかに社会保障費/GDPの比率を見ると、韓

国3％、台湾5％で、ASEAN諸国はさらに低水

準である。東アジアでは、むしろ教育支出/GDP

の比率のほうが社会保障費/GDP

よりも高い。マレーシア6％、台湾（3％)、韓国

（3％）である。さらに､社会保障費支出（対GDP

比）と一人当たり実質GDPの関係を見ると、北

欧・大陸ヨーロッパ諸国（ともに高水準)、地中海

諸国・韓国・台湾（ともに中水準）そして日本、

北米（低い社会保障費支出、高い経済水準)、さら

に、タイ、インドネシア、中国（ともに低水準）

に区分することができる（1996年現在)。こうし

た数値で確認されるかぎり、現代の社会保障制度

において東アジアモデルが存在するわけではない。

だが、社会保障制度の制度化はすでに数多くの国

において始まっている。ただ、現在ではまだ高齢

化の波が高まっていない理由によって、社会保障

費の財政負担は重くなっていない。

この点についてやや詳しく見れば、つぎのよう

である。老齢、疾病、労災を含む社会保険は、日

本、中国、NIES4カ国、ASEAN4カ国において

いずれも制度化されている。そして、1990年代に

は、韓国、台湾両国において、国民皆保険が実現

している。他方、国民皆年金は韓国では実現され

ている（1986年一国民年金法成立、1988年一実

2006年現在、水平的分業を志向する企業は、ある

アンケート調査において70％を超えている（5）。

つまり、日本国内と東アジア諸国との部品供給関

係が減少する一方で、東アジア域内で相互に部品

供給をおこなう関係が形成されている。

フトに一層傾いた。その場合、中国に進出する目

的は、低コスト戦略だけではなく、むしろ中国市

場の将来性にあった。こうした状況に対して、200

7年現在、つぎのような二つの変化が見られる。

第一に、中国シフトが数年間続いたのちに、進出

先の中国沿岸部の人件費その他生産コストが急上

昇した結果、中国シフトの意味は以前に比べてか

なり弱まっている。その結果、中国シフトからの

ゆり戻しが起こっていて、日本企業の海外進出先

として、ASEAN4カ国が再び注目を集めている。

それは、ASEANにおける一定の工業化の進展を

踏まえて、技能形成が進んでいるからである。各

国におけるサポーテイング・インダストリーの形

成、ASEAN内部での自由貿易の制度的な枠組み

作りなどが、新たな好条件として作用している。
その意味でかつてのような極端な中国シフトはか

なり弱まっている（2）｡第二に､それと並行して、
日本国内への回帰も始まっている。つまり、単な
るコスト格差によって形成されないような、質的

な競争力を日本国内で形成しようというケースで

ある。同じ企業においても、そうした国内・国外
の生産のすみわけを製品に応じておこなう場合も
ある。主として汎用品は国外工場で生産して、国
内では、高付加価値商品の開発に専念する戦略で
ある。これは、かっての日本経済の空洞化傾向へ
の反例であり、日本の製造業の競争力を維持しよ
うとする戦略である。

こうした状況のなかで具体的に言えば、家電産
業における国際分業はつぎのように展開されてい
る。たとえば、ASEAN地域内関税優遇制度によ
って、白物家電の生産は、タイへの集約が強まっ
ている。日本企業の家電生産（2003年、数量ベー
ス）は、電子レンジの96％、エアコンの74％が
タイに集中している（3）。また、輸送コストがか

かる大型白物家電（冷蔵庫、洗濯機）も半分以上
がタイで生産されている。こうして日本企業は白
物家電についてタイに集約しつつ、テレビはシン

ガポール、マレーシアに集約している。また同じ

製品であっても、機種ごとに生産拠点が差別化さ

れている。冷蔵庫について、空冷式冷蔵庫はタイ

で生産して、直冷式冷蔵庫はインドネシアで生産

している。マレーシアは、テレビやビデオなどM

機器を中心にして生産集積を高めてきた。また、

カラーテレビ、カーステレオについてもマレーシ

アがASEAN内部での最大の生産国である（輸出

加工型企業への投資優遇措置、原材料・部品への

輸入関税の免税措置)。さらに、自動車生産ではタ

イが「組み立て生産の現場」だけという役割から、

「部品調達センター」としての機能を強めている。

そして、現地での部品調達を強めるために、研究

開発拠点、部品調達センターを設置する動きが強

まっている。たとえば、トヨタは日本、USAにつ

ぐ研究開発センターをタイに設置している。たし

かにタイにおける自動車産業のすその産業の広ま

りは顕著であり、ASEANのなかで日系製造業の

なかで現地調達率が5割を超えているのは、タイ

だけである（タイ49.8％、マレーシア42.2％、

インドネシア42.1％、フィリピン23.2％、ジェ

トロ、2006)。とりわけ、日系自動車メーカーは

欧米メーカーよりも、タイにおける自動車部品メ

ーカーの育成に関わっている。

こうした国際分業の展開は、東アジア内部での

交易の深まりにも影響を与えている｡東アジア（日

本、中国、NIES4カ国、ASEAN4カ国）におけ

る域内輸出額の伸び率は1985年から2004年にか

けて9．7倍であり、これは、世界平均の4．9

倍、EU15カ国の平均5.0倍を上回っている。

また域内輸出比率は東アジアが36.5％(1985年)か

ら49.2％(2004年)に増加しているのに対して､EU

15カ国は、59.2％(1985年)から55.2％(2004年）
に低下している（4）。

このように国際分業のパターンは、従来の垂直

的な分業から水平的な分業に移行しつつある。つ
まり、「工程を分害llして日本国内と国外で分業す
る」タイプから「工程を分割せず海外で一貫生産
をおこなう」タイプへの移行である。少なくとも

｜

’

’
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3東アジアにおける成長と所得再分配のリンク

前節でみたような東アジアにおける企業内交易

を中心とした国際分業がこの地域の相対的に高い

成長を支えているとすれば、この地域において成

長の成果はどのように配分されているのだろうか。

元来、この所得分配のテーマは以下のようなかた

ちで議論されてきた。まず、開発独裁との関連に

おいて、経済成長の条件として政治的安定が優先

された。そのために言論の自由、複数政党制、労

働組合設立の権利などは当面制限されるものとし

て社会的に取り扱われてきた。韓国、台湾につい

ては1980年代半ばにおける民主化の開始までが

そうであったし、インドネシアのような国は

1996-97年のアジア通貨・金融危機によって初め

て長期にわたって統治した政権が崩壊した。この

ような状況においては、開発独裁の受容と引き換

えに、国民には経済成長の実現が約束された。成

長を続ける限りにおいて、開発独裁は許容された

のだった。第二に、こうしたアジア型の発展にお

いて、相対的にラテンアメリカ諸国と比べて、成

長にともなう所得格差が最低限に抑制されたこと

が報告されている。つまり、ジニ係数についてい

えば､東アジア諸国､とくにNIES四カ国では1990

年代まで低水準にとどまった。東アジアでは比較

的、所得平等的な成長が実現したといわれる由縁

である。

このような状況に加えて、現在、社会保障制度

に関連した所得分配のあり方が東アジア諸国につ

いて問題になっている。その直接のきっかけとな

ったのは、アジア通貨・金融危機であった。それ

まで20年以上にわたってともかく好景気が持続

したので、これらの諸国は経済的危機への準備を
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施）のに対して、台湾では政治的対立のためにい

まだ実施されていない。それゆえ、台湾では、公

的年金制度は、公務員、教職員、軍人についてそ

れぞれ別個に制度化されている。

社会保障制度の東アジアモデルは固有には存在

しないにもかかわらず、やはり国家が一定の役割

を果たしている。シンガポールに見られるような

CPF(中央積立基金）は一種の強制貯蓄であり、

社会的困難や個人的必要に立ち至ったとき、個人

勘定で積み立てられた資金を引き出すことができ
る。所得再分配効果を伴わない社会保障制度であ

る。しかも、CPFは全体として、資本蓄積に振り

替え可能な資金であることが特徴的である。韓国

における国民皆年金の実現もまた、このような年
金資金の資本蓄積効果を意図したものであったこ

とが指摘されている（大澤編、2004)。

このような現在の状況を踏まえたうえで、今後

の東アジアにおける成長と所得分配のリンクを展

望した場合、どのような経済モデルを予測できる

だろうか。おそらく、その場合の判断の基準とな

るのは、この地域における社会保障制度の制度構

築の如何であろう。つまり、どのような社会保障

制度を構築することになるのか。

ひとつの方向は、国際経済機関が現在主張して

いるような、財政的に中立的な最低限の社会保障

制度である。こうした制度構築であれば、1970年
代に先進諸国が陥ったような不況の持続→政府財
政赤字の増大、という連鎖関係を回避することが
できるであろう。したがって、国民に保障される
のは、最低限の社会保障になる。これは、明らか
にアメリカ合衆国的な戦略である。こうした最低
限の制度化が果たして国民的合意を得るのか、が
問題になる。すでに見たような東アジア諸国にお
いてすでに存在する社会保障制度はこうした最低
限の社会保障制度に必ずしもすべて還元されるわ
けではない。この地域では人口の高齢化が相対的
に進んでいないために、社会保障支出のGDP比
率が低水準にとどまっているとすれば、東アジア

には最低限の社会保障制度に還元されないような

要素が少なくとも存在している。一定の攻めの制

度化を推進できるとすれば、それは、すでに先進

諸国が陥った公的管理の行き過ぎを回避しつつ、

一定の公的役割と一定の民間のイニシアチブを組

み合わせたものになるだろう。そうした第2の制

度化は一定の「攻め」の制度化の側面を有してい

るがゆえに、第1の戦略と明確に区別される。こ

の第2の戦略は、従来から東アジア・日本タイプ

の社会保障制度の特徴であるとされてきた家族と

企業の論理とも異なるものであろう。家族的連帯

による社会保障サービスの提供は人口の高齢化に

よって、日本の現在の例が示しているように、ひ

ずみを生み出すことが必然的である。そうだとす

れば、家族ないし企業という集団ないし組織を超

えた論理で、社会保障サービスを公的に組み立て

ねばならないことになる。

するだけでなく、以前とはもはや質的に異なる経

済運営が必要になっていることを人びとに認識さ

せている。テイクオフから急激な成長の促進は経

済・社会に一定のひずみを引き起こしている。そ

の主要な問題は、都市と農村の格差である。NI

Esにおいても、ASEANにおいても、さらに

中国においてはその問題は一層顕著である。市場

の論理重視→成長→地域国際経済統合、というシ

ナリオは、あらゆる人々に成長の成果を配分する

ように見えるが、危機のリスクはそうした楽観主

義にブレーキをかける役割をはたしている。

成長の連鎖過程はそれ自体好ましいことである

が、企業の成長はあくまで日常の市民生活のレベ

ルアップのための手段である。そうだとすれば、

現在の東アジアにおいて企業レベルでの統合のネ

ットワークはすでに事実上形成･拡大過程にある。

そうした現在において展望されるべきは、市民生

活におけるさまざまなリスクをバックアップする

ための社会保障制度の模索であろう。

たとえば、韓国では、すでに活動人口の40％

が中流意識を有している。そして、これらの人び

とは、耐久消費財の購入、マイホームの実現そし

て子供の教育という共通の関心を有している。こ

れに対して、タイやフィリピンでは、中流階級の

比率は韓国や台湾よりもはるかに低いレベルにと

どまっている。そして、中流階級は首都を中心に

してサービス部門における専門職(ファイナンス、

保険、銀行）についていることが多い。これらの

人びとは一般的に社会的不平等の存在に寛容であ

り、多少の格差が増大することは、自由競争原理

が機能する以上、やむをえないことと考える。つ

まり、国民の大多数の生活水準の引き上げという

フオーディズム的な戦略ではなく、むしろネオリ

ベラリズムの受容に依拠している。

問題は、これらの中流階層が所得再分配の問題

に関してどのような態度をとるか、である。この

点は、前節で述べた社会保障制度の将来を展望す

る場合、分岐点になるだろう。タイのように中流

階層が国民全体に占める比率が低水準である場合、

社会的不平等の容認→最低限の社会保障制度の受

容、というシナリオを描くことが可能であるが、

韓国や台湾ではすでに中流階層が国民の大半を占

めている以上、そうした最低限の戦略では国民の

合意を得ることができないであろう（6）。また、

タイにおける状況もこれから十年先には変化して、

現在の韓国の水準になる可能性が高い。そうだと

すれば、前節で述べた第2の戦略にもとづく社会
保障制度の方向が有力な戦略となるだろう。

I

4「中間階層」の出現

東アジアにおける成長の20年は､経済成長率の

規則的な上昇によって、比率的に見ればマイノリ

テイにせよ、「中間階層」と呼ばれる人たちを生み

出している。年間の所得フローの増大によってこ

れらの人びとを特徴づけることができるが、その

特徴はNIES,ASEANでは時期的にも異なる（表
1参照)。

表1東アジアにおける中間階層の形成

注

（1）アジア通貨危機以降におけるいわゆる市場

メカニズムの制改革の成果については､たとえば、

末 廣 を 参 照 。

（2）通商白書、2006年、144－147頁。

（3）ジェトロ、2004年

（4）ジェトロ、2005年

（5）通商白書、2006年

（6）タイでは、2006年9月外遊中の現職の首相

の留守を狙って､軍事クーデターが15年ぶりに再

発した。現在の所、元軍人であり、タイ国王の側

近でもある民間人が内閣を率いているが、現時点

でも完全な民間人主導の内閣への移行は、1年半

以上先の予定であると公表されている。今回の無

血クーデターの原因は直接的には首相側近への利

益誘導政治への反発であるが、中流階層の出現、

都市と地方の対立の問題も間接的に影響している。

5経済統合の意味

以上の考察からわかるように､東アジアは1970

年代半ば以降､基本的に成長軌道を歩みながらも、
アジア通貨危機に見られるように、主要な経済危
機を経験することによって、いかに市場中心の経
済の舵取りがリスクを孕んでいるかを理解するこ
とになった。その後の十年は、危機からの経済回
復過程がたんに以前の成長軌道に戻ることを意味L垂旦
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開始
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一

ASEAN 形成

開始

成長 拡大

一

中国

(沿岸部）

形成

開始

成長

一

形成

開始

成長

一
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都市の中流階層にとって、一定の社会的不平等は

寛容するにしても、そのことは首相の側近・血縁

者による特権的利害形成を許容するものではない。

その結果が、首都で数多く展開された首相批判の

大規模デモ行進であった。ところが、都市部で激

しく批判された首相が農村部では、農民の医療福

祉のぱら撒き政策のおかげでポピュリズム的な支

持を拡大することができた。こうして、急激な経

済成長は都市と農村の利害の拡大を引き起こして、

国民全体の一般的な利害形成が困難になった。

通貨統合の諸条件の比較分析

-----Eurostat産業連関表とアジア国際産業連関表を使用して

ComparativeAnalysisofConditionsfbrMonetarylntegration
------usingEorostatl-OTablesandAsianlnternationall-OTables----------uslng

宇仁宏幸（京都大学）

の為替レート管理のターゲット設定は同一ではなく、

二通りに分岐しており、これは通貨危機後の経済成

長率の格差の一因となっている。アジア諸国におけ

る一国的管理フロート制はいくつかの限界を持って

おり、アジアにおいてもERMIIと同様の共同的為替

レート調整メカニズムの制度化が必要である。

Abstracts

産業連関表および雇用表を使用して、各商品’単位

の生産に直接的間接的に必要な労働量を算出できる。

これを、輸出財の商品別構成比で加重平均すること

によって、輸出財の労働生産性を算出する。同様に

して非貿易財の労働生産性を算出する。Eurostat産

業連関表を使って1998年と2003年のハンガリー、

チエコ、スロバキアおよびドイツについてこの計算

を行った｡また､『アジア国際産業連関表』を使って、

1990,1995,2000年のインドネシア、マレーシア、

フィリピン、シンガポール、タイ、中国、台湾、韓

国、日本、米国についても同様の計算を行った。そ

の結果を見ると、ハンガリー、チェコ、スロバキア

およびアジアの多くの国において輸出財の労働生産

性上昇率は非貿易財のそれを上回っている。このよ
うな「輸出にかたよった生産性上昇」の下では、為
替レートを固定すると、国内のインフレーションか、

あるいは貿易不均衡の累積のどちらかが発生する。
このジレンマを回避するためには、為替レートの長

期的な調整が必要となる。実際、ハンガリー、チエ
コ、スロバキアは､ユーロ圏への参加は先送りして、

ERMII、あるいはそれに準拠した為替レート調整メカ
ニズムを採用して、為替レートの調整を行っている。
一方、アジアにおいては、1994年に人民元の対ドル

為替レートが裁量的に切り下げられ、他のアジア諸
国通貨の対人民元での過大評価が発生した。これは
1997年に多くの国で起きた投機筋による通貨アタッ
クの一因となった。通貨危機の結果としてアジア諸
国の為替レートは大幅に切り下がるとともに、多く
の諸国は管理フロート制に移行した。しかし、各国
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Iはじめに

本論文の目的は､輸出財と非貿易財とに分けて、

労働生産性上昇率を計測することにより、アジア

諸国および拡大EU諸国における通貨統合の諸条

件を考察することである。輸出財と非貿易財の労

働生産性上昇率格差の問題は、いわゆる「バラッ

サ・サミュエルソン効果」との関連で議論される

ことが多いが、その実証研究の大部分では、製造

業を貿易財部門とみなし、諸サービス業を非貿易

財部門とみなすという極めて安易な区分法が採用

されている。本論文では、産業連関表を利用して

商品別の垂直的統合労働係数を算出することによ

り、輸出財と非貿易財の労働生産性をかなり厳密

に計測する。

輸出財の労働生産性上昇率が非貿易財のそれを

上回るという格差は、インフレーションあるいは

累積的な貿易不均衡をもたらす可能性がある。イ

ンフレーションは、いわゆるバラッサ・サミュエ

ルソン効果を通じた非貿易財の価格上昇に起因す

る。つまり、輸出財の労働生産性上昇率に準拠し

て全部門の賃金が上昇するとき、非貿易財の価格

が上昇する。逆に、非貿易財の労働生産性上昇率

に準拠して全部門の賃金が上昇するときには、輪

l9
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したがって、次の式が成立する。

ULCP変化率=(A国の賃金上昇率-A国の輸出

財労働生産性上昇率)-(B国の賃金上昇率-B国

の輸出財労働生産性上昇率)．

たとえば、A国が日本、B国が米国として、米

国の賃金上昇率は輸出財の労働生産性上昇率と等

しい場合に、日本の輸出財の労働生産性上昇率が

賃金上昇率を上回ると、日本の対米ULCPの値は

低下する。つまり日本の対米ULCPは増価する。

拡大EU諸国に関しては対ユーロ為替レートと

対ドイツULCPを比較する。アジア諸国に関して

は対ドル為替レートと対米ULCP、対人民元為替

レートと対中国ULCPを比較する。

表であるために、上記の「l単位」は、各国の名

目通貨価値で測ったI単位であるiii･物的労働生産

性を求めるためには、物量で測った1単位を生産

するために直接的・間接的に必要な労働量が必要

である。そのために,vdには『国民経済計算』!vか

ら算出した国内需要vのデフレータを、帆こは「財

およびサービスの輸出」のデフレータを乗じる。

これが、垂直的統合労働係数である。垂直的統合

労働係数の低下率が、本稿での労働生産性上昇率

であるvio

さらに、本稿では、輸出財の垂直的統合労働係

数に製造業の賃金率を乗じて得られる「輸出財の

単位労働コスト」についても検討する。輸出財価

格の構成要素としては、この単位労働コストの他

に、輸入原材料コストと資本コスト（利潤など）

がある。本稿では、次の理由で、単位労働コスト

に焦点をあてる。第一に、一般的に、価格に占め

る比重は単位労働コストが最も大きく、輸入原材

料コストと資本コストの比重は小さい。第二に、

本稿の分析は、長期の分析であり、顕著な長期的

トレンドを有するのは、単位労働コストを構成す

る垂直的統合労働係数と賃金率である。輸入原材

料コストと資本コストは明確な長期的トレンドを

もたない。さらに、輸入原材料コストは為替レー

トの短期的変動の影響を受け､また資本コスト（と

くに利潤部分）も短期的変動が大きいので、本稿
のような5年間隔のデータを使用する分析では当
該年の特殊要因を反映する撹乱要因となる可能性
が高い。

二国間の為替レートを考察する際のベンチマー

クとして、本稿では、この「輸出財の単位労働コ
スト」を二国間で均等化させる「単位労働コスト
平価(以下ではULCPと略記する)｣viiに着目する。
ULCP=A国の輸出財単位労働コスト/B国の輸

出財単位労働コスト

=(A国の輸出財垂直的統合労働係数×A国
の賃金率)/(B国の輸出財垂直的統合労働係数×B
国の賃金率）

出財の価格が低下する。固定為替レートのもとで

は、これは、貿易黒字の累積的拡大をもたらす可

能性が高い。

インフレーションと累積的な貿易不均衡は、と

もに通貨統合つまり共通通貨の採用にとって、決

定的に不利な条件となる。輸出財の労働生産性上

昇率が非貿易財のそれを上回るという格差が域内

のいくつかの国に存在するとき、インフレーショ

ンあるいは累積的な貿易不均衡を回避するために

は、当該国の通貨価値の切り上げが必要となる。

しかし、一国的に為替レートを管理する為替体制

のもとでは、このような切り上げは嫌われ、実行

されない可能性が高い。また、裁量的切り下げが

行われるリスクもある。各国為替レートの長期的
な調整を確実に行うためには、一国的管理フロー

ト制ではなく、多国的な制度化された強調によっ

て為替レートを調整する共同的な為替体制が有効
であると考えられる。

本論文の構成は次の通りである。第II節では、
産業連関表に基づいて、輸出財と非貿易財とに分
けて、労働生産性上昇率を計測する方法を説明す
る。第III節では、拡大EU諸国に関する計測結果
を示し、それが有する意味と制度的背景について
考察する。ERMIIという共同的な為替調整メカニ
ズムが存在するために、通貨の過小評価や過大評
価が起きていないことを示す。第IV節では、アジ
ア諸国に関する計測結果を1990年代前半と後半
に分けて示し、それが有する意味や制度的背景に
ついて考察する。1994年の中国人民元の裁量的切
り下げによって、ドル・ペッグ制を採用する他の
諸国では対人民元為替レートの過大評価が発生し
た。その修正は1997年の通貨危機という急激で暴
力的な形態で行われた。通貨危機後、ほとんどの
アジア諸国は管理フロート制に移行したが、為替
レート管理のターケツトの設定のしかたは一律で

はなく二通りに分岐していることを明らかにする。
第v節では、アジアにおける通貨統合の諸条件を
考察し、現状の一国的管理フロート制では、通貨

価値の長期的調整にとっては限界があることを示
す。

II．輸出財と非貿易財の労働生産性上昇率の計測
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輸出財と非貿易財財の労働生産性上昇率は，産

業連関表などから次のように算出される（詳しく

は宇仁(1995)参照）。

記号は次の通りである。

列ベクトルX:国内生産総額

列ベクトルy最終需要(国内最終需要、

と輸出Fの和）

行列"4：国産品の投入係数行列i

行ベクトルα：諸商品1単位の生産に直

接的に必要な労働量（産業部門別就業者数)ii

スカラーL:総労働量（総就業者数）

数量に関して次の2つの方程式が成立する。
〃－ノ4ノX=y

QX=L

以上の2式から

αβ－，4ﾉーﾉ】ﾉ=L(1)

αβ一〃ノは、商品財’単位を生産するために直

接的・間接的に必要な労働量、すなわち

Pasinetti[1993]のいう「垂直的統合労働係数」であ

る。それをy(行ベクトル）と表すと，次の(2)式
が得られる。

v】筐vの+E)=L(2)

。と'をそれぞれ国内最終需要と輸出の商品別構

成比（列ベクトル）とすると，次の(3)(4)式が得ら
れる。

D=dZD （3）

F='雪F （4）

(3)(4)式を(2)式に代入すると

v"2DザZ"=vdZD+'jfZF=L

vdと'yはスカラーとなり，それぞれ国内最終需
要財と輸出財’単位を生産するために直接的・間
接的に必要な労働量である。ただし、Eurostat産業
連関表およびアジア国際産業連関表はともに名目

Ⅱ■■

111拡大EU諸国の計測結果

Euorstatが作成している標準化された産業連関

表viiiを利用して、1998-2003年のハンガリー、チェ

コ、スロバキア、ドイツにおける労働生産性上昇

率（垂直的統合労働係数の低下率）を算出した結

果が表lである。ハンガリー、チェコとスロバキ

アにおいて、輸出財の労働生産性上昇率は、非貿

易財のそれを上回る。つまり「輸出にかたよった

生産性上昇」(Hicks,1953)が顕著である。その主な

要因は､直接投資の流入である。これらの国が2004

年にEUに加盟することが確実になった1997年末

以降、直接投資の流入量は急増した。部門別にみ

るといずれの国でも約4割が製造業への投資であ

る。とくに自動車、電気・電子機器産業の多国籍

企業が、完成品や部品の生産工場を建設するケー

スが多い。これらの工場では、国際分業の一環と

して組み込まれ、最新の技術や設備を利用するの

で、生産性上昇率も高い。また、これらの工場の

製品の大部分は輸出される。2003年の産業連関表

によると、機械製造業（部門コードでは29-35）の

国内生産額に占める輸出の割合は、ハンガリーで

89％、チエコで77％、スロバキアで88％である。

2000年代のこれらの国における輸出の実質伸び率
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は年率約10%であり、実質経済成長率の2倍以上

である。

このように、これらの国において、輸出財の労

働生産性上昇率は非貿易財のそれを上回る。そし

てハンガリーとスロバキアにおいては賃金上昇率

は輸出財の労働生産性上昇率とほぼ等しい。この

場合、非貿易財の労働生産性上昇率よりも賃金上

昇率が大きくなる。これは、非貿易財の価格上昇

を引き起こす要因となる。このようなハンガリー

とスロバキアのケースはバラッサ・サミユエルソ

ン・モデル(Balassa、1964、Samuelson、1964)

が描く状況に近い。バラッサ・サミユエルソン・

モデルでは、貿易財に関する一物一価の成立とい

う第一の仮定に加えて、賃金上昇率が輸出財部門

の労働生産性上昇率に等しいという第二の仮定が

採用されることが多いixoこの二つの仮定の下で、

貿易財部門の労働生産性上昇率が非貿易財部門の

それを上回るとき、貿易財の価格は不変であり、

非貿易財の価格は上昇する。その結果、この二つ

の加重平均である一般物価は上昇するので、自国

通貨の名目為替レートが不変である場合、実質為

替レートが切り上がる。したがって、ハンガリー

とスロバキアのようなケースを、以下では「バラ

ツサ・サミュエルソン型」と呼ぶ。実際、表lの

インフレ率をみると、ハンガリーとスロバキアは

かなり大きな値を示す。

他方、チエコの賃金上昇率は、非貿易財の労働
生産性上昇率に近い値となっている。したがって、
非貿易財の価格上昇圧力も小さいので、チェコの
インフレ率は、ハンガリーとスロバキアよりも低

2001年lO月から、ERMIIと同様な中心レートと

変動幅を一国で決めて、ERMIIへの一方的

shadowingを行っている。チェコもERMIIにはま

だ参加していないが、1998年以来、直接的インフ

レ・ターゲットの枠組みをもつ管理フロート制を

採用している(Rawdanowicz,2006)。

の一つは、最低2年間ERMⅡに参加し、中心レー

トの切り下げを行わないことである。スロバキア

は、1998年から切り下げを行うことなく管理フロ

ート制を採用していたが、2005年ll月にERMII

に参加し、2009年のユーロ導入をめざしている。

ハンガリーは､ERMIIにはまだ参加していないが、

は賃金上昇率よりも大きい。このとき輸出財の単

位労働コストは低下する。もし相手国においては

輸出財の労働生産性上昇率は賃金上昇率と等しい

とすると、この相手国に対するチェコのULCPは

増価する。実際、チェコでは、対ドイツのULCP

は年率2.6％で増価した。そして、注目すべきこと

は、ULCPの増価率とほぼ同じ率でチェコの対ユ

ーロ為替レートも増価したことである。「バラッ

サ・サミュエルソン型」のハンガリーとスロバキ

アにおいては、もし相手国において輸出財の労働

生産性上昇率は賃金上昇率と等しいとすると、こ

の相手国に対するハンガリーとスロバキアの

ULCPは不変となる。そして表lに示すようにハ

ンガリーとスロバキアの為替レートもほぼ不変で

ある。この拡大EU3国において、ULCP増価率と

為替レート増価率との間にほとんど差がないこと

は、後でみるアジア諸国における大きな差とは対

照的であり、注目すべき事実である。

このようなULCPの変化に応じた為替レート変

化を促しているのは､EU新規加盟国の為替体制で

ある。新規加盟国の多くは、ERMII，あるいはそ

れに準拠した為替体制を採用している｡ERMIIは、

EC加盟諸国の為替レートの共同的調整メカニズ

ムとして1979年に創設されたERMの改良版であ

る。BofingerandWollmershauser(2002)によると、

ERMIIの基本的しくみは次の4点である｡第1は、

中心レートと変動幅の共同的決定、第2は、為替

市場への共同的介入のルール、第3は介入に必要

な短期資金の相互融通、第4は、退出オプション

である。経済統合の持続性にとっては、第1のし

表l.拡大EU諸国における労働生産性、賃金率および為替レート(1998-2003年、単位:%)

注:成長率は対数偏差の年当たり平均である。為替レートは対ユーロ、ULCPは対ドイツの値である。

出所:労働生産性とULCPはlnput-OutputThbles(Eurostat)とNationalAccounts(OECD)のデフレータとを使用して算出した。

名目賃金率はLabourStatisticsDatabase(ILO)の製造業の月当たり賃金（ドイツは時間当たり賃金）である。他の変数はIFS

(IMF)による。

いう傾向は、先進国へのキャッチアップが完了す

るまで続くと考えられる。

労働生産性上昇率と名目賃金上昇率との格差に

注目すると、次のことがいえる。1990-95年におい

て、輸出にかたよった労働生産性上昇が起きた中

国、韓国、台湾、シンガポールおよびフィリピン

のうち、フィリピン以外では、輸出財の労働生産

性上昇率と名目賃金上昇率とがほぼ等しい。つま

り「バラッサ・サミュエルソン型」になっている。

その結果、これらの国では、非貿易財の労働生産

性上昇率が名目賃金上昇率を下回ることになり、

これは非貿易財の価格上昇圧力を生み出す。実際

に、これらの国のインフレ率は、非貿易財の労働

生産性上昇率が名目賃金上昇率とのギャップの大

きさにほぼ相当する値となっている。

ハンガリーとスロバキアのケースで述べたよう

に､｢バラッサ･サミユエルソン型｣の国の場合は、

もし相手国において輸出財の労働生産性上昇率は

賃金上昇率と等しいとすると、相手国に対するこ

IVアジア諸国の計測結果

(1)1”0～95年のアジア諸国

アジア経済研究所が作成している『アジア国際

産業連関表』xを利用して、1990～95年および1995

～2000年の米国を含む10カ国における労働生産
性上昇率（垂直的統合労働係数の低下率）などを
算出した結果が表2と表3であるxlo

表2に示す1990-95年においては中国、韓国、
台湾、シンガポールおよびフィリピンにおいて、

輸出にかたよった労働生産性上昇は顕著である。

多くのアジア諸国において、輸出財の労働生産性
上昇率が非貿易財の労働生産性上昇率を大きく上
回る原因は次の点にある｡NIESにおける輸出志向
工業化の成功以来、多くの東アジア諸国は、先進
国資本と先進国技術を積極的に導入して、輸出財
の生産を促進する戦略を採用している。その結果、
最新技術を装備して大規模生産を行う輸出向け製
品生産工場では、高い労働生産性上昇率が実現す
るのである。この輸出にかたよった生産性上昇と

ぃ。チェコにおいても、1993-97年の賃金上昇率は
年率14%、インフレ率は9%であったが、表lに
示すように98-2003年の、賃金上昇率とインフレ
率は大幅に低下した。その主な要因は、97年に投
機的資本の流出によって、経済危機が起き、それ
まで約4％であった失業率は､倍増して約8％にな
ったため、賃金上昇が抑えられたことにある。
チェコにおいては、輸出財の労働生産性上昇率

管理フロートくみが決定的に重要である。通常の

する権限をも制では、当該国が中心レートを変更

つ。そのために、自国の利益のために、近隣窮乏

うる。化をもたらす裁量的通貨切り下げも起こり

、参加国間のERMIIでは、中心レートの変更には

的な裁量的な合意が必要であるので、近隣窮乏化

切り下げは防止される。

るための条件EU新加盟国がユーロ圏に参加す
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労働生産性上昇率

非貿易財 輸出財

名目 賃金

率上昇率

イン フ

し率

為替レー ト

増価率

ULCP増価

率

ハンガリー 3.2 11.1 11.9 7.5 0.1 -0.5

チェコ 3.3 9.1 5.8 2.5 2.9 2.6

スロ バキ ア 2.9 8.3 8.0 8.0 1.9 1.5

ドイツ 0.8 1.9 1.9 1.3
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の国のULCPは不変となる。大部分のアジア諸国

にとって最大の貿易相手国は米国である。また、

大部分のアジア諸国にとって、輸出における最大

の競争相手国は､輸出額が最大である中国である。

したがって、本稿では、対ドルと対人民元の通貨

価値を検討する。1990-95年においては、米国でも

中国でも輸出財の労働生産性上昇率は賃金上昇率

とほぼ等しいので､「バラッサ･サミュエルソン型」
の中国、韓国、台湾、シンガポールの対米ULCP

も、対中国ULCPもともに、表2に示すようにほ

ぼ不変であった（タイとマレーシアは、輸出財と

非貿易財の労働生産性上昇率がほぼ等しく、名目

賃金上昇率もそれに近い値であるために対米でも、
対中国でもULCPの変化は小さかった｡)。

この時代においては、ほとんどのアジア諸国の

通貨は「ドル・ペッグ制」により、各国の通貨当

局によって固定的に管理されていた。したがって

表2に示すように、対ドル為替レートはほぼ不変

であった。賃金上昇率が輸出財部門の労働生産性

上昇率に等しく、ULCPが不変にとどまるという

「バラッサ・サミュエルソン型｣の構図は、「ドル・

ペッグ制」を維持するための前提条件のひとつで
あった。

他方で、中国は「バラッサ・サミュエルソン型」
であったにもかかわらず、1993年の5.76人民元／

ドルから1994年の8．62人民元/ドルへ、この1年

間だけでも33％にも達する大幅な切り下げを実施

した。その結果、表2に示すように、アジア諸国
の対人民元為替レートは大幅に増価した。小国が

固定的ドル・ペッグを維持するためのもうひとつ

の条件は、輸出での競合度が高い他の諸国が固定

的ドル・ペッグを続けることであるが、中国人民
元の切り下げにより、この条件は崩れた。したが

って、アジア諸国は、新たな為替体制を何にする

かという為替体制の選択問題と、新たな為替レー

ト水準をどの程度にするかという為替レート水準
の選択問題に直面することになる。

また、インドネシアとフィリピンについては、

名目賃金上昇率が輸出財の労働生産性上昇率を大

きく上回ったために、インドネシアとフイリヒ°ン

の対米と対中国のULCPは低下した。

図l～9は、アジア各国について、対ドルと対人

民元の為替レートおよび対米国と対中国のULCP

の逆数の推移を、1990年の値を100として、図示

したものであるxii｡l990-95年においては、インド

ネシアとフィリピン以外では、対ドル為替レート
とULCPはほぼ一致して、不変を維持している。

しかし、図Iに示すように中国は対ドルで人民元

を大幅に切り下げたため、対ドルでは為替レート

が減価するかたちで、ULCPから乖離している。
インドネシアとフィリピンは、対米ULCPが減価

するかたちで、為替レートから乖離している。
対人民元では、ほとんどの国の通貨は、為替レ

ートが増価するかたちで、ULCPの推移と大きく
乖離している。ULCPがほぼ不変であることは、
輸出財の単位労働コストは中国と比較して大きく
変化していないことを意味する。この状況でアジ
ア諸国通貨の対人民元での為替レートが増価する
と、これらの諸国の輸出競争力は中国に比して低
下する。アジア諸国は、輸出に関して中国と競合
しているケースが多いが、1990年代半ばから、中
国からの輸出の増大と、アジア諸国の輸出の停滞
傾向が現れた。『国連国民経済計算』での実質輸出
額の推移をみると、1990年を100とすれば、2005
年の値は、中国1074、韓国701、台湾342、イン
ドネシア245、タイ360、マレーシア414、シンガ
ポールは450、フィリピン257となっている。ま
た、日本の全品目輸入額の地域別シェアでみると、
中国のシェアは1990年の5.1%から､1995年lO.7%、
2000年14.4%､2005年21.0%へ一貫して増加して
いるのに対し、NIEsとASEAN4のシェアは、1990
年21.4%、1995年23.7%、2000年25.1%、2005
年21.2%と停滞している(国際貿易投資研究所『日
本の商品別国・地域別貿易指数』2007年版
CD-ROM、原資料は財務省『通関統計』)。

表2．アジア諸国における労働生産性、賃金率および通貨価値(1990-95年、単位:%)

I

注:成長率は対数偏差の年当たり平均である。

出所:労働生産性とULCPは『アジア国際産業連関表』とNationalAccountS(UnitedNations)のデフレータとを使用して算出

した。名目賃金率は製造業の月当たり賃金であり、日本については厚生労働省『毎月勤労統計調査』、米国については米国
商務省経済分析局,NIPA(www.bea.gOv)、インドネシアについてはStuivenwoldandTimmer(2003)による。その他の国の名目
賃金率はLabourStatisticsDatabase(ILO)による。他の変数はIFS(IMF)による。

シアでみられる。1997年のアジア通貨危機に付随

する経済危機を反映して、インドネシアやフィリ

ピンでは労働生産性が急速に低下した。

インドネシア以外では、名目賃金上昇率が前の

時期と比べて低下した。これは経済危機による失

業率の上昇が賃金上昇圧力を抑える役割を果たし

たことで説明できる。その結果、インフレ率も前

の時期と比べて低下した。

輸出にかたよった労働生産性上昇が続く韓国と

台湾については、名目賃金上昇率が低下したこと

により、「バラッサ・サミユエルソン型」の性格は

なくなった。つまりチエコと同様に、輸出財の労

働生産性上昇率は賃金上昇率を上回る。このとき

輸出財の単位労働コストは低下する。もし相手国

においては輸出財の労働生産性上昇率は賃金上昇

率と等しいとすると、この相手国に対する韓国と

台湾のULCPは増価する。表3に示すように、と

くに対中国のULCPが大きく増価した。他方、輪

(2)'”5～2000年のアジア諸国

前項で述べたように、1990-95年においては、単
位労働コストの相対的変化がほとんどないにもか
かわらず、人民元が中国政府の裁量によって一方
的に切り下げられたことによって、アジア諸国通
貨の対人民元での為替レートとULCPとの乖離が
生じた。それは、中国の輸出の急増とその他アジ
ア諸国の輸出の停滞という不均衡にもたらした。
1995-2000年においては､このような乖離を是正す
る動きが生じた。この是正は、乖離が生じた通貨
への投機アタックとして開始され、短期間での通
貨価値の暴落というプロセスを通じて行われた。
このような通貨価値の急激で暴力的な調整は、短
期資本の流出、株価など資産価格の暴落、銀行危
機、産出の低下や失業の増加など実体経済にも多
くの破壊的影響を及ぼした。表3に示すように、
1995-2000年においても､輸出にかたよった労働生
産性上昇の傾向は中国、韓国、台湾およびマレー

25
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労働生産性上昇率

非貿易財 輸出財

名目賃金

上昇率

インフ

し率

対ドル増価率

為替レート ULCP

対人民元増価率

為替レート ULCP

中国 12.0 19.2 18.3 12.1 -11.1 1.7

韓国 4.6 11.0 12.9 6.0 -1.7 -1.1 9.4 -2.8

台湾 4.2 8.7 7.8 3.7 0.3 1.7 11.5 0.0

インドネシア 11.4 6.6 14.9 8.5 -0.4 -7.5 7.2 -9.2

タイ 7.7 9.1 7.9 4．7 0.5 1.9 11.7 0.2

マレーシア 10.4 10.7 8.4 3.9 1.5 3.1 12.7 1.4

シンガポール 5.0 8.9 8.7 2.5 4．9 0.9 16.1 -0.8

フィリピン -0.5 4.9 9.6 9.3 -1.1 -4.0 10.0 -5.7

日本 0.8 3.9 2.0 1.3 8.6 2.7 19.8 1.0

米国 2.4 3.2 3.9 3.1 11．1 -1.7
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出財の労働生産性が低下したにもかかわらず、大
幅な名目賃金上昇が続くインドネシアとフィリピ
ンでは、対米でも対中国でもULCPは低下した。
為替レートは、1997年の通貨危機を通じて、中

国を除くすべての国で急速に減価した。また、マ
レーシア以外の国では為替制度も通貨危機を契機
に変更されxiii、従来のドル．ペッグ制から、主と
して中央銀行の為替市場介入により非公表ターゲ
ットレートの維持を計る「管理フロート制」xwに
移行している。1997年の通貨危機を通じて生じた
為替レート減価によって、1994年の人民元の裁量
的切り下げにより発生した為替レートとULCPと
の乖離はかなり小さくなった。しかし、通貨危機
以降のアジア諸国の為替レート減価には、二つの
パターンがある。第一のパターンは、対中国の
ULCPをターゲットとする減価である。第二のパ

ターンは対米のULCPをターゲットとする減価で
ある。

第一の為替レート調整パターンは､韓国､台湾、
タイおよびマレーシアでみられる。図2，3，5，6
をみればわかるように、1995-2000年において、こ
れらの国の対人民元為替レートは、対中国ULCP
とほぼ等しくなる水準に減価した。そして対ドル
の為替レートは、対米ULCPを大幅に下回る結果
となっている。このような対中国ULCPをターゲ
ットする為替レート調整によって、韓国、台湾、
タイおよびマレーシアの輸出競争力は、中国と対
抗できる水準に回復した。対ドル為替レートの過
小評価状態も輸出競争力にとって有利に作用する
が、輸入価格上昇など輸入面では不利に働く。
第二の為替レート調整パターンは、インドネシ

ア、シンガポールとフィリピンにおいてみられる。
図4，7，8をみればわかるように、1995-2000年に
おいて、これらの国の対ドル為替レートは、対米
ULCPとほぼ等しくなる水準に減価した。そして
対人民元為替レー|､は、対中国ULCPと比べて大
幅に増価した状態が続いている。つまり、インド
ネシア、シンガポールとフィリヒ・ンの輸出競争力

は、中国と対抗できる水準にはまだ回復していな
いことになる。先に述べたように『国連国民経済

計算』での実質輸出額の推移をみると、1990年を
100とすれば､2005年の値は､インドネシア245、
フィリピン257であり、中国の1074に劣るのはも
ちろんのこととして、他のアジア諸国と比べても
輸出の伸びが小さいxv｡このように､インドネシア、
シンガポールとフィリピンが対米ULCPを為替レ
ート調整のターゲッl､に設定した背景要因として
は、インドネシアとフィリピンの経済発展水準が
中国よりかなり低く、またシンガポール経済発展
水準は中国よりかなり高いので、中国との輸出の
競合は、韓国、台湾、タイおよびマレーシアと比
べて小さいという事情が考えられる。また、イン
ドネシアとフィリピンについては、高止まりする

国ULCPをターゲットに設定した諸国においては、

対ドル為替レー|､の過小評価状態が､対米国ULCP

をターゲットに設定した諸国においては、対人民

元為替レートの過大評価状態が続くことになる。

このような状態は、一般的にみて、前者の輸出成

長にとっては有利に作用し、後者の輸出成長にと

っては不利に働く。したがって、アジア諸国の経

済成長率の格差につながる可能性をもつ。実際、

アジア通貨危機以降､現在までの成長率をみると、

後者に属するフィリピンとインドネシアの成長は

かなり劣っている。

表3アジア諸国における労働生産性、賃金率および為替レート(1995-2000年、単位;%)

対ドル増価率

為替レートIULCP

名目賃金

上昇率

イン フ

レ率

対人民元増価率労働生産性上昇率

ULCP為替レート輸出財非貿易財
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インフレ率を抑えるためには、対ドル為替レート
の過小評価によって生じる輸入インフレは避けね
ばならないという事情もある。また、都市国家で
あるシンガポールは貿易立国であり、対ドル価値
の維持が重要である。
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以上みたように、通貨危機によって、アジア諸
国の通貨価値は暴落した。また通貨危機を契機に、
ほとんどのアジア諸国は管理フロート制を採用し
た。危機以前と比べてかなり低い特定の通貨価値
水準を、通貨当局の為替市場介入により維持しよ
うとした。ただし、その為替レート調整のターケ
ツトの設定は、国によって異なる。韓国、台湾、
タイおよびマレーシアでは、輸出面で中国との競
合度が高いため、対中国ULCPがターゲットに設
定されたXvio他方、輸出面で中国との競合度が比
較的低いインドネシア、シンガポールとフィリピ
ンでは、対米ULCPがターケットに設定された。
このように、中国の対米ULCPからの人民元の対
ドル為替レートの大きな乖離と一国的な管理ブロ
ート制の帰結として、各国のターケット設定が二
通りに分岐することは、次のような問題を含んで
いる。つまり中国の対米ULCPからの人民元の対
ドル為替レートの大きな乖離が続くかぎり、対中

注、出所：表2と同じ。

生産性上昇率が非貿易財の労働生産性上昇率を大

きく上回る原因は、先進国資本と先進国技術を積

極的に導入して、輸出財の生産を促進するという

開発戦略にある。したがって、この輸出にかたよ

った生産性上昇という傾向は、先進国へのキヤッ

チアップが完了するまで､今後も数10年にわたり

続くと考えられる。さらに通貨危機後、名目賃金

上昇率が抑制され、インフレ率が低下したが、こ

の傾向は2000年以降も、現在まで続いている。し

たがって輸出財労働生産性上昇率が名目賃金上昇

率を上回る状態は、いくつかのアジア諸国におい

て発生しやすいと考えられる。その結果、そのよ

うな状態の国の、そうでない国に対するULCPは

長期的にみて増価していくことになる。通貨の過

小評価状態や過大評価状態を引き起こさないため

には、ULCPの変化に応じて、為替レートを長期

V結論

前節でみたように、1994年の中国人民元の裁量
的切り下げによって、他のアジア諸国通貨の対人
民元為替レートがULCPと比べて大きく増価した。

この乖離は、投機筋による過大評価通貨へのアタ
ックのきっかけとなった。投機的アタックの結果
として､急激で暴力的な通貨価値の調整が行われ、
実体経済も大きな悪影響が及んだ。また、通貨危
機後の一国的管理フロート制のもとで、ターケツ
ト設定が分岐しており、それは経済成長率格差の
一因となっている。他方、ヨーロッパ諸国では
ERMIIという共同的な管理フロート制によって、
ULCPと為替レートとの乖離が抑止されているこ
とを考えると、アジアにおける一国的管理フロー
ト制の不十分性は否めない。

いくつかのアジア諸国において、輸出財の労働
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的観点で調整するしくみが必要である。

したがって、アジアにおいては、このような調

整を可能とする為替体制を構築することが今後求

められる。ヨーロッパの経験を参照すると、この

調整をアジア諸国の合意にもとづいて行うことが

重要である。ほとんどのアジア諸国が現在採用し

ているような－国的な管理フロート制では、通貨

切り上げは嫌われ実行されない可能性が高く、ま
た、一国的利害にもとづく裁量的切り下げのリス

クをともなうがゆえに、上記のような為替レート
を長期的観点で調整するしくみとして不適当であ
る。

結局、ERMのような「共同的に管理されたフロ

ート制」の採用が望ましいと考えられる。この場
合の「フロート」とは、各国通貨のULCPの変化
に沿った為替レートの長期的観点での調整を意味
する。また「共同的な管理」とは、このような調
整の必要性と責任を共有する各国政府の制度化さ
れた協力にもとづく管理を意味する。

この「共同的に管理されたフロート制」は、次
の4点に関してアジア諸国間で締結された協定に
よって支えられるだろうxviio

(1)為替レート管理のターゲット設定のための
ULCPを客観的データにもとづいて算出する算定
式を定める。

(2)労働生産性上昇率格差や賃金上昇率格差など
によって、ULCPと為替レートの長期的な乖離が
生じたときに、ターケットレート変更を行うルー
ルを定める。

(3)乖離をきっかけに､投機的なアタックが発生し
たときに、各国が協調して為替市場に介入するル
ールを定める。

(4)ULCPからの為替レートの短期的乖離をある限
度内にくい止めるための、政策協調の必要性につ
いて合意する。

これと同様のしくみによって、ERMは、1979~
99年の間、EU諸国の為替レートの安定性に貢献
した。この間、マルクードルレートは極めて大き

28

く変動し、不安定であったが、域内諸通貨間のレ
ートは、reallignementと呼ばれる共同的なターケ

ットレート調整と共同的な為替市場介入によって

比較的安定的に維持された。また、ヨーロッパ諸

通貨のドルからの自立を可能にした。そのことに
よって基軸通貨国としての責任を放棄した米国を

実践的に批判した｡資本移動を自由化した1990年

代にはEMUは投機的なアタックにもさらされた

が、中心レートからの許容変動幅を拡大すること

によって、危機から脱出した。1999年の通貨統合

以降は､EU新規加盟国がユーロ圏に参加するまで

の間の過渡的な為替レート調整制度として、

EMSIIは機能している。

EMUが数10年におよぶ試行錯誤のプロセスを

へて整備されたように、アジア諸国間の協調体制

を制度化するためには、かなりの時間を要するだ

ろう。そこで当面の措置として、ドルや円だけで

はなく、密接な貿易・投資関係にある複数の主要
国の通貨バスケットを目安としながら、各国の競

争力の変動を反映する管理フロート制を導入すべ

きだとの提案がある(FrenchandJapaneseStaff;
2001,AsianPolicyFomm,2000,Kawai,2002)。実際
に、いくつかの国やアジア開発銀行などでは、そ

れを具体化しようとする努力も行われている。し
かし、アジアのように不均等生産性上昇が顕著な
地域においては、このような通貨バスケットによ
るターケットレート設定という措置だけでは不十
分であり、上記のような為替レートの調整メカニ

ズムを多国レベルで制度化することが、拡大EU
諸国と同様に必要である。われわれの提案は、現
時点では多くのアジア諸国が個々 別々 に追求して
いるULCPに応じた通貨価値の調整という目標を、

制度化された多国間協調によって実現しようとす
るものであるxviii。
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一

単位賃金コストは垂直的統合単位労働コストの近

似値にすぎない。チエコとスロバキアについては

総就業者に占める自営業者の比率が1割程度なの
で、大きな影響はないと考えられる。

vIi単位労働コスト平価(ULCP)はPasinetti(1993)が
「自然レート」と呼ぶものと同じである。通貨価

値のベンチマークとして、よく使われるのは購買

力平価(PPP)である。購買力平価の算定には、消費
者物価指数、卸売物価指数、輸出価格指数などが

使われる。為替レートの変動を説明するための購

買力平価の算定には、消費者物価指数や卸売物価
指数よりも輸出財の価格指数を使うことが望まし

い。いわゆる国際的な一物一価が成り立つのは、
貿易が行われる財に限られるからである。しかし、
本文でも述べたように輸出価格指数には、単位労
働コスト以外に、輸入原材料コストと資本コスト
が含まれ、とくに輸入原材料コストは為替レート
の短期的変動の影響を受ける。通貨価値自体の影

響を受けて変動するために、輸出価格指数を使っ
て算定した購買力平価は、通貨価値のベンチマー
クとしては、欠陥をもつ。本稿では、輸出財価格
のコア部分を占める単位労働コストを使って算定

した平価を､通貨価値のベンチマークとして使う。
viii産業部門数はハンガリー57部門、チェコ58部

門、スロバキア57部門、ドイツ56部門である。
ixBalassa-Samuelso''モデルから、主として技術的

要因に基づく産業間の生産性上昇率格差によって
実質為替レートの変化がもたらされるという
Balassa-Samuelson効果が導かれる。しかし、この

ようなBalassa-Samuelsonモデルの通常の解釈にお
いては制度的要因が無視されている。上述のよう
に、第一の仮定の成立は為替制度に依存している
ために、必ずしも自明ではない。また、第二の仮
定の成立も賃金制度に依存しているために、必ず
しも自明ではない。現に、Balassa-Samuelson効果
に関するいくつかの実証研究は、第一の仮定の不
成立、つまり貿易財に関する一物一価の不成立を
証明している。したがって、実質為替レートの変
化は産業間の生産性上昇率格差だけでは説明でき
ないことになる(Canzone,･ietal(1999),Egart(2002),
KovAcs(2004)、Kawaietal.(2003)など)。また、表1
～3をみると、第二の仮定も成立していないケー
スもが多い。

x産業部門数はすべての国において1990年と95
年は78部門、2000年は76部門である。
xiUni(2007)では、日本、中国、韓国が公表してい
る『産業連関表』データを用いて、輸出財と非貿
易財の労働生産性上昇率を計測している。日本と
韓国については、本稿の『アジア国際産業連関表』
を使った計測結果とほぼ同様であるが、中国にっ

輸入比率を対角要素とする対角行列を使用した
（この処理について、詳しくは総務省『産業連関

表（総合解説編)』を参照のこと)。
li産業連関表取引額表に対応する部門別の就業者
数データいわゆる「雇用表」を使用する。ハンガ
リーとドイツについては、2003年の部門別就業者
数は公表されているが、1998年の部門別就業者は
公表されていない。またアジア国|際産業連関表で
は2000年の雇用表は作成されているが、’990年
と95年の雇用表は作成されていない｡雇用表が存
在しない年の部門別就業者数は、取引額表にある
各部門の雇用者報酬額が、各部門の就業者数と比
例的関係にあることを利用して次のように推計し
た。ハンガリーとドイツの例で説明する。
’998年の第i産業の暫定就業者数＝2003年の第

i産業の就業者数×(1998年の第i産業の雇用者報
酬÷1998年の第i産業の雇用者報酬）
1998年の第i産業の就業者数=1998年の第i産業

の暫定就業者数×(1998年の暫定就業者数合計÷
'998年の総就業者数）
iii『アジア国際産業連関表』はドルが単位となっ
ているので、当該年の為替レートを用いて各国の
通貨単位に換算した。
!v『国民経済計算』データは、EU諸国については
OECD,NationalAccountsから、アジア諸国と米国
についてはUMM6ns,NationalAccountsMail
AggregatesDatabase
(PttP:/7nnstatsmdiE/unsd/snaama/dnllis")から得
た。この原データは各国政府が公表している国民
経済計算データであるが、中国政府が非公表にし
ている中国の輸出デフレータだけは、世界銀行の
推計値である。台湾についてはアジア開発銀行
3tatisticalDatabaseSystem
(wwwadhorg/Statistibs/sdbsasp)から得た。
vLUnitedNafMiWationaIAccOuntlでいえば、国内
需要はFinalconsumptioneXpendinlreとGrosscapital
fOrmationの合計である。
v1チエコとスロバキアについては両年とも部門別
就業者数が公表されていないので、以下に説明す
る方法で垂直的統合単位賃金コストを求め、名目
賃金上昇率からこの単位賃金コスト上昇率を差し
引くという間接的な方法で労働生産性上昇率を計
算した。各産業の雇用者報酬を各産業の生産額で
除すことにより、各産業の単位賃金コストが求ま
る。この単位賃金コストからなる行ベクトルを〃
で表す。W=〃"一ｺ4ﾉーﾉは商品’単位を生産するた
めに直接的。間接的に必要な賃金コストを要素と
する行ベクトルである。つまりwは、垂直的統合
単位賃金コスト」である。この方法では自営業者
の労働コスト分は算入されないので、垂直的統合

－－
－ －
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図7シンガポールドルの為替レートとULCP
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図8フィリピンの為替レートとULCP
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300

250

200

150

100

50

0

｢－－－－一一一一

一対人民元為替レート
|‐‐‐・対中国ULCP

-対ドル為替レート
,-..---対米ULCP
ー－－－．-－．一一一一

’

0

’

’I

1990
1995

2000 2005

33

■■
32

一
F亨壹ー一一一・一一ー－－＝ー－－万■■凸ママP面子･凸■p－■－'■■■グ配吟屯一再－鱈一･･．■－－－－､二一-一一一凸一▲

一 一=一~~．

_ー－

．~~.－＝=－．~~.－＝=－ r 司一



いては少し異なる。その主な原因は、中国の輸出

デフレータの違いにある。Uni(2007)では、中国税
関による推計値を使用したが、今回は世界銀行に
よる推計値を使用した。

xii増価をグラフの上方向への変化としてあらわ
すために、為替レートとULCPはともに逆数にし
てプロットした。

xjiiドル．ペッグ制を維持したマレーシアも通貨切
り下げを行った。

XivlMFの定義では、管理フロート制は次のように
なっている。「中銀は公示レートの維持に努めるが、
国際収支、外貨準備、等の状況によりレートを頻
繁に変更。通貨バスケットに対する管理フロート
制を採用している国もある｣。独立フロート制の定
義は次の通りである。「市場によりレートが決定さ
れる。目標相場はなく、介入はレートの変動を緩
和する目的で行われる｣。韓国、インドネシア、タ
イとフィリピンはIMFのl999年時点の分類では、
米国や日本と同じく「独立フロート制」となって
いるが、通貨当局の裁量的な市場介入もかなり行
われているので、実質的には管理フロート制に近
b,(Corden,2002)。

x,'インドネシアとフィリピン以外の諸国の為替レ
ートは2000年以降は安定もしくは増価傾向にあ
るのに対し、インドネシアとフィリピンの対ドル
および対人民元為替レートは、2000年以降も不安
定であり、減価傾向が続いている。

xv'McKinnon(2001)は､通貨危機後のアジア諸国の
為替制度は「事実上のドル・ペッグ制」であると
主張している。この時期には、人民元の対ドル為
替レートは固定されていたのでが、「事実上のド
ル．ペッグ制」は「事実上の人民元ペッグ制」を
も意味する。しかし、為替レート水準とULCP水
準との対応関係を考慮に入れると、韓国、台湾、
タイおよびマレーシアについては「事実上の人民
元ペッグ制」と呼ぶ方が正確であるかもしれない。
ただし現時点では2000年以降のULCPの推移が不
明なため、確定的なことはいえない。

xvit田中(1996)とAgliettaetal(1995)を参照した。ま
た、われわれの提案は、Williamson(2007)が最近提
唱したGReferenceRateSystem'とも似ている。
Refel･enceRateSystemのルールのひとつは、
「ReferenceRatesの構造は、予め決められた周期
で、かなり規定された国際的手続きにしたがって、
改定される」ことである。ReferenceRatesの決定
原理として、Williamsonは3つのアプローチを推
奨している。第1は、大規模マクロモデル、第2
は調整された購買力平価アプローチ、第3はゴーー
ルドマン・サックスの勤学的均衡為替レートであ
る。われわれの提案は、第2のアプローチに属し
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ている。

x,iliさらにWilliamson(2007)が述べているように、
「グローバルなアンバランスをともなう現在の成

長は、ドルの崩壊を引き起こすことで終焉する恐
れがある。（中略）それゆえに、すぐには採川され

る展望がなくても､ReferenceRateSystemのメリッ
トについて現時点で論じておく必要があるのであ
る｣。

1

函 ｢政治的なるもの」における制度的妥協としての貨幣

ぅ一つの｜レギュラシオン・アプローチの可能性を探る一－「もう一つの」

はじめに

「フオーデイズム論」によって経済学に新風を
吹き込んだレギュラシオン．アプローチも、その

誕生からはや30年以上が経とうとしている。「制
度」と「経済システムの構造変化」をキーワード
として、新しい「制度の政治経済学」の潮流の一
翼を担ったこの理論は、数多くの理論的貢献を生
み出した。とりわけ初期のレギュラシオン・アプ
ローチは「社会経済システムの新しい認識論を提
示している」との期待から、経済学のみならず、
政治学や社会学の領域においても「レギユラシオ
ン」というタームが大いに受け入れられる素地を
提供したのだった。

その後、世界的な「制度の経済学」理論の興隆
を受けて、レギュラシオン．アプローチ自身も多
かれ少なかれ､変化を遂げた｡その理論的進化は、
現在ブルーノ．アマーブルを中心とする「第二世
代のレギュラシオン．アプローチ」に結実してお
り、「資本主義の多様性論」や「比較制度分析」と
いった領域で目覚ましい成果を挙げている
(Amable,2003.)。
だがこうした理論的進化の一方で、当初政治学

者や社会学者が期待した「レギユラシオン」概念
に関する学派内での精微化は、さほど大きな進展
をみなかったように思われる。無論経済学理論と
してのレギュラシオン．アプローチにとって、概
念装置の推敲よりも、そうした理論に基づく実証
分析の確立がなによりも重要であった二とは論を
待たない。また実証分析の進展の中でそうした暖
味さが解消されてゆく可能性も大いに存在してい

中原隆幸（四天王寺大学）

た。しかしながら、実のところその概念誕生以来、

「レギュラシオン」概念はいまだにややもすれば

「暖昧なもの」として捉えられがちであることも

また事実なのである。

「レギユラシオン」とはいったい何であるのか。

本稿ではこの問いに答えるべく、「もう一つの｣、

すなわち経済学的分析を重視するものとは異なる、

レギュラシオン・アプローチの全体像を簡潔に紹

介し、その方法論的独自性、認識論的特徴を詳解

する。

ここでのキーワードは、「政治的なるもの」が社

会経済において果たす役割であり、政治的なるも

のと経済的なるものを接合する「象徴的媒介」と

しての貨幣・法・イデオロギーがもつ機能性およ

び非機能性という観点である。

以下では、こうした「もう一つのレギュラシオ

ン．アプローチ」がどのような系譜のもとで形成

されてきたのかを、主としてブルーノ・テレ(1992)、

アグリエタ．オルレアン(1998)の研究に拠りなが

ら検討し､現時点で最も研究が活発な領域である、

「制度的妥協としての貨幣」論の骨子を簡潔に紹

介する。

〕5

1．レギュラシオン・アプローチ再考リ

そもそもレギユラシオン・アプローチが正統派

経済学に対して有していた理論的優位性とはいっ
たい何であるのか？

この問いに対してはすでに多くの研究から様々

な点が指摘されているが、一言でいうならば、そ
れは「制度が重要である」という観点である。
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レギュラシオン・アプローチにとって、制度と

は、マクロ経済的循環を円滑に機能せしめる「結

節点」であると同時に、諸矛盾から生じるコンフ

リクトの「ヘゲモニックな妥協の形態」である。

またそれは、破滅的なコンフリクトから、体制内

部で確立された「制度的ヘケモニー」の構図へと

アクターを誘導する装置でもある。

第二に、「マクロ経済の状態」そのものは、社会

経済に埋め込まれている、こうした諸制度の構図

に従って循環する、｢蓄積体制｣として理解される。
この体制の発展は、諸制度構築の経緯およびその

構図が歴史的多様性を帯びるが故に､当該経済(た
とえば国民国家）の歴史的発展経路に大いに依存
する。

この蓄積体制の概念は、単純なマクロ経済モデ
ルから演鐸される単純なマクロ経済の描写（たと

えば、IS/LMモデルなど）とは異なり、予め制度
が埋め込まれている蓄積体制モデルでは、「制度の
構築、維持、機能不全、マクロ経済の循環、危機」
という因果連関が重視される。むろん主流派経済
学であっても、制度の存在をモデルに組み込んで
いないわけではないが、それはほとんどの場合、
「外生的条件の一つ｣であり、制度変化に伴って、
マクロ経済構造（蓄積体制）もまた変容するとい
う視角はそれらの経済学においては一般的方法論
として共有されていない。

第三に、レギユラシオン。アプローチは、経済
政策の実施によるマクロ経済のファイン．チュー
ニングとは全く異なる、マクロ経済の制御（調整）
可能性に言及する。たしかに、有効需要の不足→
財政出動による有効需要の創出といった因果関係
に基づいた、政策の実施が有効であった時代は存
在した。しかしそれは実際上賃労働関係という制
度の安定を前提にしていた。ファンダメンタルな
レベルでの有効需要の原理の妥当性は失われてい
ないとはいえ、過度にその原理の普遍性（反歴史
性）を強調することは、現実の変化（制度及び制
度的構図の変化）を看過する危険性がある。重要
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なのは、様々 な諸制度のうちどのような制度が変

化しているのかを見定め、その制度とその他の制

度の相互補完性を考慮した|弓で、経済政策を策

定・実施することである。

最後に、レギュラシオン・アプローチは、賃労

働関係（賃金・利潤シェアの変化をもたらす諸制

度の構図)を主たる説明変数として(媒介として)、

マクロ経済の変動を定式化することに力点を置い

てきた。したがって、賃労働関係に専ら着目し、

国内的のみならず国際的なある種の閉鎖経済iiを

前提すれば、危機の時代に「政策」として重要と

なるのは、たとえば雇用に関わる制度の構築であ

り、社会保障制度の改変、ということになる。こ

うした制度変化にとって最も重要なことは、国民

の意識的なものの現実的表象形態である、「社会的

妥協」の変化である。この変化が制度の改変をも

たらし、最終的にマクロ経済のパフォーマンスの

変化をもたらすこととなる。そしてこれらのさま

ざまな制度変化はもっぱら経済的．政治的情勢の

変化を契機として、すなわち「経済的なもの」と
「政治的なもの」の変化に伴って生じる。

しかし、ここでいう「政治的なもの」とはいっ

たい何であるのか？それはいわゆる政党政治の在
り方や社会諸集団のパワー．バランスのことを別
様に言い換えただけのものであろうか？これは本
稿の主張の根幹に|對わる問いであり、詳細は後述
するが、端的にいえば、政治的なものとは、あら
ゆる社会的諸|對係において恒常的に生起する政治

的「矛盾・対立‘妥協」という関係性をメタ・レ
ベルで表象するモノである。実際、この関係性を
実践的レベルにおいて支えているのは決して経済
的利害、すなわち経済合理性「だけ」ではない。
時にこの|對係性を突き動かし、変化させるのは、
さまざまな情動であり、世論であり、当該社会に
伏在し、危機の時代に顕在化するさまざまな集合
的アイデンテイテイーiiiである｡そしてこの関係性
が従っている基本的合理性とは、「政治的合目的
性｣､すなわちそれぞれの社会的ポジｼｮﾝの維持

一 ヨ ー ー

－ －－
‐

や主張の正当化という「自らに固有な政治的目的

の実現を果たすこと」である。

異なる合目的性の下では、その時々 の社会情勢

に即したそれぞれの諸集団の社会的および戦略的

ポジション、さらにはそれらの力関係の在り方は

決定的に異なっているのであるから、それぞれが

完全に合意に達するような状態は決して顕現し得

ない。したがってそこにおいて立ち現れる政治的

なものの構図（およびそれが現実に投影された具

体的な制度的構図）は、全面的な「合意」として

の最適解にはそもそも到達し得ない。それは常に

「妥協」でしかあり得ないのである。それゆえ現

実の政治的制度の在り方もまた経済的合理性を基
軸とした「最適な」経済的構図と合致するとは限
らないivoつまり「政治的なもの」の論理から導き
出される社会的全体性と「経済的なもの」の論理
から導き出される社会的全体性は、矛盾する場合
があり、時にその調整は困難を極めるのである。
だがその両者を接合すべく社会経済には、過去の
妥協からなるさまざまな制度装置が存在する。レ
ギユラシオン．アプローチが往々 にして予定調和
的な世界観を拒否し、制度的妥協成立の歴史的偶
発性を強調する(Boyeri1986)のは、まさしくこの
不確定な論理に従う政治的なものの存在を自らの
理論装置に組み入れているからなのである。
さらに、レギュラシオン．アプローチにおいて

もっとも重視されるべき分析概念は、この「妥協
(compromis)」の概念である。このアプローチにお
いて、このタームは社会におけるさまざまな政治
的。経済的関係のなかでそれぞれのアクターが、
一時的に承認された歴史的．偶発的ヘケモニーに
従属せざるを得ない、ということを意味する。つ
まり社会的妥協からもたらされる制度的構図は、
当初これらのアクターが抱いていた利害関係を超
えて、きわめて政治的かつヘケモニックなものと
して現前するのであり、それは支配的アクターに
よる単なる強制でもなければ、平和理に構成され
る「同意」でもない。この妥協とは、その限りで
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単純な支配．被支配の構造の表象ではなく、さま

ざまな矛盾が一時的に押さえ込まれていることを

表象するものに他ならない。そしてその矛盾は、

さまざまな経済的・政治的事象を契機として、常

に顕在化する可能性を持ち、そのたびごとにヘケ

モニーとしての妥協の在り方を変容させようとす

るのである。こうした妥協の概念は、きわめて動

態的なものであり、決して消滅し得ない社会経済

における諸矛盾が逆説的に社会経済の構造変化に

おける原動力になることを明らかにしている。こ

れこそがレギユラシオン・アプローヂをして、他

の制度の経済学諸派と隔絶せしめる理論的分析装

置なのである。

しかしながら、他方で、レギュラシオン．アプ

ローチは、その登場以来、いくつかの理論的欠陥

を指摘され続けてきた。その代表的なものが、「ミ

クロ的主体の行為がどのようにマクロ経済に影響

を与えるのかについての記述がない」というもの

である。いわゆるマクロ経済のミクロ的基礎付け

の不在がそれである。

この問題は、レギユラシオン・アプローチでは

制度生成の問題が軽視されているという批判にも

通じている。この制度生成論の不在に対して、す

なわちCIAなどの進化ケーム理論による制度生成

メカニズムの説明にどのように反論するのか、は

大きな問題であった。この問題を真正面から捉え

るならば、合理的経済人仮説に対置するものとし

ての新たな「経済人」像の創出が必要であるv・

ついで、いわゆる「5つの制度諸形態と調整様

式」からなる社会経済システムの認識論は、本来

社会経済システムそのものについての動態的な認

識可能性や構造転換の説明可能性をも有していた

はずであるが、レギユラシオン・アプローチは果

たしてその説明図式の理論化に成功しているのか、

という疑問がそれである。レギユラシオン。アプ
ローチは、それをマクロ経済の循環を「説明する

ための要素に還元」してしまっているのではない

か、あるいはまた「資本主義経済を原理的に捉え

－－－－－－－一一一一一一-一・－---‐一一
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る視点が欠落している｣、という批判も多く存在す

る。レギュラシオン・アプローチの分析は、「原理

論と現状分析をつなげるだけの中間的モデルであ

る」、などの批判がそれである。

しかしながら、これらの問題のうち前者につい

ては、第二世代のレギュラシオニスト、ブルーノ．

アマーブルの研究がすでに存在する(Amable,

2003)｡本稿が主に分析の対象として取り上げるの

は、後者の問題である。

らない｣。

この主張には若干の注釈が必要であろう。つま

りここでの「構造」というタームが、いわゆる「樅

造主義」のそれとリニアに対置可能ではないこと

に留意すべきであるということである。社会シス

テムの「全体的不変性」を強調し、それからの偏

差のみに言及する、と理解されている限りでの、

俗流的な構造主義解釈とテレのそれとはやや趣を

異にしている。つまり、テレが社会諸関係を櫛造

と表現するのは、（メタ・レベルでの）関係それ自

身が諸個人間で常に、取り結ばれたり、解消され

たりすることによって「生成したり、消滅したり

する」類のものではない、ということを強調した

いからに他ならない。社会諸関係は常に一定の榊

造性をもって社会のなかに先在し、その構造性に

誘導されつつヘゲモニックに諸個人や諸集団の関

係が取り結ばれ、それらの関係の動態的変容を介

して定常的に再生産されるのである。この理解は

本稿の展開における基本的視角である。したがっ

て、このような関係の理解は、ミクロの主体によ

る（制度の創発や進化のレベルでの）ゲームの「結

果としての、また状態としての関係性」を重視す

るケーム理論の対極にあるものといえよう。ポス

ト・ケインジアンのラヴオア(Lavoie,2004)は異

端派経済学の「前提条件」の分析を行い、方法論

的ホーリズム対方法論的個人主義の違いを端的に

説明している（以下の図表1を参照）が、このよ

うな区分に従えば、テレの議論も、アプローチの

仕方こそ違え、大筋でこのような枠組みに収まる

ものであるといえよう$’

＜図表1＞新古典派と異端派の研究プログラムにおける前提条件

－

パラダイム

｜

’
前提条件 異端派経済学 新古典派経済学

’

認識論

存在論

合理性

分析の焦点

政治的中心

現実主義 ,道具主義
|個人主義有機体主義

手続き的合理性

生産と成長

］国家の介入

2．社会的なるものの位相学
－

出所:lavoie,M(2004)Figurell(邦訳、8頁｡）

（1）全体性としての関係的構造

「概念装置」として、社会経済システム全体を

認識する可能性を持っていながら、レギュラシオ

ン・アプローチは、分析対象そのものをもっぱら

経済的なるものに限定してきた、という批判に答

える形で、レギュラシオン学派の異端児ブルー

ノ・テレ(Theret,1992)は、「社会的なるものの位

相学」というアプローチを提唱する。

その認識論の端緒は、社会を個々の主体を通じ

てではなく、「関係」を通じて認識するという、き

わめてホーリステイックな方法論に基礎をおいて

いる点にある。

テレの基本認識は、以下のような論理構造から

なる。

なによりも社会関係は諸個人間の関係とは区別

されるべきである。それは、諸個人間が取り結ぶ

ことによって生起する「状態としての」関係では

なく、「諸個人全体に共通のものであり、それが構

造化する社会に共通のもの」であり、「構造に他な

かくして、以下で議論の中心となるのは、「国家」

を独自な観点からレギュラシオン・アプローチに

組み込んでいる、ブルーノ・テレの理論である｡
発表当初、テレの議論は日仏共にほとんど注目を

浴びなかったが、テレが提唱した諸概念は、現在
レギュラシオン学派においてきわめて重要な位置

を占めるようになっているvli○
テレが提唱している、「社会的なるもののレギユ

ラシオン理論」の中心概念は、「象徴的媒介」であ
る。彼はこの概念を通じてレギュラシオン概念を、
「非経済●非政治還元主義的で動態的な制度変化」
をも説明しうる概念へと再構築することを目指し
ている。

しかしながら、より正確には、テレの理論その
ものもまた、次のような段階で徐々に変化してき
ている。

まず、『租税国家のレギュラシオン』(Th6ret,
1992)における従来型のレギユラシオン・アプロー

チへの批判と新たな分析枠組みを提示した時期○
ここで「社会的レギュラシオン」の概念化が確定
される。

ついで、前著で確立された「象徴的媒介」の概

念が精微化される時期○ここから様々な学際知を
動員した､アグリェタ、オルレアンとの共同研究v1i1
が始まる｡

さらに、最近箸『危機によって暴かれた貨幣』

(Th6ret,(dir),2008)におけるさらなる貨幣論への

傾斜が見られる時期。ここでは、社会的全体性と

いう視点から制度を捉える傾向がさらに強まって

いるix。こうした段階的変化をふまえながら、さし

あたり本稿では第二段階までの「社会的なるもの」

のレギュラシオン・アプローチにもっぱら焦点を
当てることとする。

（2）経済的なるものと政治的なるもの：構造的
レベルでの分析

テレの理論の基本構造は、すでに拙稿(2003,

2005)で詳細に検討されている。以下ではこの基本

構造を、拙稿に拠りながら簡潔に要約してみよう。

まずテレによれば、構造としての関係には二つ

のレベル、すなわち、経済的レベル＝人とモノの

関係､政治的レベル＝人と人の関係､が存在する。
図式化すれば、

経済的なるもの：経済的レベルの関係十政治的レ
ベルの関係

政治的なるもの：政治的レベルの関係十経済的レ
ベルの関係

である。

これらふたつの原領域(registre)は、それぞれ独

自の論蝿を持ち、その限りで実践的かつド|律的な
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「秩序」を形成する（これらの秩序は実践の歴史

的過程のなかでその位相学的な支配領域を変えて

ゆく）。

これらは自律的にその内部で維持されると同時

に、それぞれは、社会の「究極的な基礎的関係」

である、家族的なるものからモノの生産と消費、

人の生産と消費の双方を獲得する。

このどちらにも属さない､「象徴的媒介」としての、

また「マクロ社会的制度」としての、「貨幣、法、

イデオロギー」である。この首尾一貫性は、人と

モノとの関係と、人と人との関係との等価性を、

「概念化」あるいは「表象」という操作を通じて

はじめて可能となる。たとえば、貨幣という象徴

的媒介によって、労働ははじめて「労働力」とし

て概念化される。またこのそれぞれの秩序の通約

可能性をもたらす､｢制度＝象徴的媒介｣の概念は、

これ以降テレのみならずアグリエタ．オルレアン

の議論においても重要性を帯びることなる。

’
テレによれば、

「社会的なるものの位相学の概念は、次のよう

な三つの象徴的媒介の作用に基づいている。第一

は、貨幣である。これは、あらゆる公的、私的債

務の支払共同体の中で国家と経済的なるものを結

びつけている。第二は法である。これは、同一の

モデルに従って、法的共同体としての社会を基礎

付ける。法的共同体としての社会は、政治的権力

によって公布された法と契約的手続きを通じた私

的な権利発行との間で確立される妥協を経由して、

法にかなった生活のルールに関する同一の集合を
コーパス

ディスクータL

承認する。第三に、抽象的な知的言説である。
これは理念体としての、つまりイデオロギー的共

同体としての社会を基礎付ける。イデオロギー的
共同体としての社会は具体的には、価値の準拠体
系、確立された想像界、固有の文化を演出し絶え
ず再活性化する言説システムのなかに表現され
る」（前掲同書、「日本語版への序文｣、9頁)。

ここで、指摘しておきたいのは、イデオロギー

という象徴的媒介は、後になって付け加えられた

ものであり、テレの1992年の原著においては、

明示的には取り扱われていなかったという点であ

る。

実際、こうした、テレの「象徴的媒介」概念に

対して、同じレギュラシオン派のベルナール・ビ

ヨドー(Billaudot,(1996))は、テレの貢献を認

めた上で次のように批判する｡すなわち､テレは、

政治的なるもの、経済的なるもの、家族的なるも

のを、一般的な社会化の水準として区別し、それ

を媒介するものとして象徴的なるものをその位相

学に組み入れているが、この分化は、「三つの社会

的実践水準（経済・政治・象徴）の区別に一貫性

がない」ために、統一性を欠いているという(ibid,

p､58)。確かにテレの、1992年の原著の構成か

らすれば、この批判は正鵠を射ている。ビヨドー

によれば、象徴的なるものそれ自身も、「単なる媒

介ではなく」、一般的な社会化の領域として認識さ

れねばならないというのである。実際、ピヨドー

は､象徴的なるものを上部において､その下部に、

経済的なるもの、政治的なるもの、家族的なるも
のを布置した図表を提示しており、下部から上部
への連関関係を強調している(ibid,p.60.)。ちな
みに、アグリエタ、ボワイエ、ロルドン、オルレ

アン、テレの共著による「レギュラシオン理論：

新しい基礎、分析、提言」xにおいても、「象徴的
なるもの」という独立した概念が提唱されている。
とはいえ、このような指摘は、容易に推測でき

るように、ともすれば、古典的な唯物史観の読み

替えという批判が成されることも事実であろう。
われわれは、あくまでも「象徴的媒介」としての

貨幣、法、イデオロギーが社会的実践の原領域で
「レギユラシオン形態」を有しており（その限り
でいえば社会化の領域としての｢象徴的なるもの」
は、「上部ではなく中心に」位置すべきである)、
それが体制レベルにおいても「機能形態と調整形

社会的なるもの=…
なるもの>←→…五回

←→＜家族的

このような社会の首尾一貫性を保証するのが、

＜図表2＞経済的政治的実践の説明図

(社会諸関係の基盤にある物質的、非物質的特性と、目的・手段の方向づけにもとづく）

馬
実践の方向づけ

関係のタイプ

占有

経済

人間とモノとの関係

経済的秩序 政治的秩序

’|商② ①君
主
貨
幣

ロ
叩
仁
員商品交換経済

（3）「構造的に定常的なるもの」としてのレギユ
ラシオン形態

貨幣と法は、秩序内部の経済レベルと政治レベ
ルとのコミュニケーションを可能にし、各々 の秩
序を橋渡しするという意味において、「媒介」であ
る。また、この場合、象徴的媒介は各秩序がもつ
機能を有効にする。とくに各秩序の再生産を可能
にするという意味において、象徴的媒介は「機能
的形態」をとる。加えて、貨幣と法とは、政治的
秩序と経済的秩序という異質な秩序を結びつけ、
～定の首尾一貫性を保証する作用も有する。この
場合の象徴的媒介は、「非機能的形態」つまり「レ
ギユラシオン形態」をとる。そして機能的形態だ
けでなく、レギュラシオン形態を介してはじめて、
社会的なるもの全体の相対的に安定的な維持が可
能になる。つまり、象徴的媒介は、機能的である
と同時に調整的な作用をもたらすという意味で
「両義的」である。

贈与と徴税の経済

幣

財

象徴 所有権 社会権

金融資本 国家の象徴資本

公
民
権
|雫公的｣政治ｼｽﾃﾑ

③

「私的」政治システム
市
民
権

|’
経済的蓄積手段に基づく

所有権の組織

政治的蓄積手段に基づく

所有権の組織

[二コ
法的媒介

[二コ
貨幣的媒介

出所:Th6ret,(1992)邦訳、135頁。
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熊」の役割を果たすという観点に力点を置くべき

であると考えている。

（

融

4）象徴的媒介としての課税・財政／通貨。金

体制

テレによれば、象徴的媒介は一時的なものと二

次的なものに区分できるという。つまり、

｢先の貨幣的、法的、言説的媒介を一次的媒介と

して特徴付け、その特殊性を明らかにすることが

必要である。このようにすることで、これらの媒

介が諸々の社会を分化させる一次的媒介物であり、

基本的な象徴的作用素であることが明示できる。

かくして、いうなれば、（貨幣化された）社会保障

システム、（法制化された）政党による典型的な政

治システム、（言説による）マス・コミュニケーシ

ョンや世論システムといった、社会的レギュラシ

オンにおける他のすべての媒介は二次的である。

これらなしにコミュニケーション不可能な、異質

な実践の諸論理（保障と援助、特殊利害と一般利

害、宣伝とプロパガンダ）を結びつけるという意

味において、これらはたしかに媒介であるがであ

るが、。。（略）。・二次的である」（テレ、前掲同

書、邦訳「日本語版への序文」9－10頁)。

ここでいう二次的媒介が、より現実的な表象であ

る「体制(regime)」の次元での象徴的媒介の機能

作用のことを意味しているのは容易に推測できよ

う。

したがって、先の抽象化された位相学的分析と

同様に、国家の機能的循環を定常的に再生産する

ためには、レジームの次元においても貨幣と法(そ

してイデオロギー）という象徴的媒介が重要な役

割を果たす。これが「課税。財政／通貨・金融」

体制(regimefisco-financier.以下R.EEと表記）

である。

ここでの「課税」とは、国家の有機的循環の図

式に従えば、租税国家が貨幣的形態で租税を徴収

できることを意味すると同時に、予め法治国家が

国民に権利能力を付与すること（国民にとっては

42

－
一一:--------1__

政治的債権の保有）によってはじめて課税可能で

あることを意味する。さらに「財政」とは、支出

国家が租税を貨幣的に支出することを意味すると

同時に、この支出をもって国家が国民に対して政

治的債務を象徴的に返済することを意味する。重

要なのは、こうした「課税・財政」の様態は、国

民国家空間が歴史・具体的にとる形態に応じて、

多様な様相を帯びるということである。したがっ

て、各国が相異なる経済的・政治的発展を遂げる

のは、こうした課税・財政体制に差異が存在する

からである、と理解される。

ついで、ここでいう「通貨」とは、先に言及し

た象徴的媒介としての属性を持つ貨幣がとる歴史

具体的形態のことである。実際、歴史的に振り返

ってみても、貨幣機能は、金属貨幣、民間銀行貨

幣、中央銀行貨幣、公的・私的主体が裁量的に発

行する様々な債券証書といった形態をもって、互

いに競合しつつ経済のなかで発展してきた。

また、経済システムにおける諸通貨間のヘゲモ

ニーは、システムの歴史的経路依存性に従いつつ、

政治的蓄積過程のなかで変容する。たとえば、国

家が、強権的に課税・財政政策を実施しようとし

ても、金属貨幣が経済において支配的で、金属貨

幣そのものの流通に物理的制約がある場合、拡張

的な財政政策は、富者からの強制的な借入や国債

の発行に依存しなければならない。このような制

約を克服するために、中央銀行制度が創出され、

紙幣の発行が考案されたのであるが、これは、既

に述べたような、国民がもつ政治的債権と国家に

よる政治的債務からなる関係に因る、一定の信認

の成立を必要とする。したがって国民国家空間は、

貨幣制約をどのような制度的形態でもって制御す

るのかに応じて、歴史的に相異なる「金融」シス

テムの発展を経験する。

かくしてこのような、制度的。象徴的媒介の歴

史具体的形態としての、課税。財政システムや通

貨。金融システムが、政治システム。経済システ

ムの双方に橋架し、それらを定常的たらしめてい

るのである。こうしたシステムの「状態」を総体

的に表現するのが、R.EEであり、体制を体制

たらしめている、「象徴的媒介」が果たす「機能」

の総体的表現がレギュラシオン様式である、とい

えよう。

3．社会的債務と象徴的媒介としての貨幣

（1）社会的なるものと全体性

以上のような「レギュラシオン」概念を機軸と

して、テレは、象徴的媒介の概念を、アグリエタ．
オルレアンらとの共同研究の中でさらに深化させ
てゆく(Th6ret,(1998).)xi。ここで分析の中心と

なる制度は、先の三つの象徴的媒介の一つ、貨幣
である。

アグリエタ・オルレアン(1998)は、「序説」にお
いて、社会はすでにそれが存在した時点で全体性
を有しており、その全体としての社会をつなぎ合
わせ、作り上げているのは、個々人の平等で自由
な契約的合意ではなく、歴史的与件として存在す
る様々な「社会関係」である、と主張するxii。こ
れらの社会諸関係は様々なレベルで｢社会的紐帯」
を構成するが、それぞれの社会関係はそれ自身、
より上位の集団的諸価値に従属する蕊iii。したがっ
て、「集団的諸価値は、個人の行動に秩序を与える
諸規範の源泉である」(ibid,pl3)。
社会は、こうした諸々の社会関係の原領域を歴
史的実践過程の中で作り上げてきたのであるが、
その関係のメタ。レベルでの構成原理が、「社会的
債務」の概念である。この概念によれば、人間は
生命誕生の瞬間から過去に形成された社会関係の
恩恵を被っている。すなわち社会的債務を負って
いる、という。その債権を表象するのは、時代に
よっては、天．地であり、神であり、祖先であり、
地上に存在する何か(きわめて貴重なモノ､儀礼、
祭司、君主、そして貨幣）であった。これらは債
権を有しているからこそ、権威であり、正統性を
有するのである。

m_一・一一・一一-－－＝一~~‐一一一一
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こうした社会認識論を敷術して、テレは債務を

次のように措定する。

「われわれにとって債務とは人間間のすべての交

易の基礎にある原初的な社会的紐帯にほかならず、

商品交換、贈与・反贈与、様々な再分配を伴う徴

税、といったすべての取引の背後に隠れている構

造である。実際、これらの取引は結局のところ、

「債務創造の手段」にすぎない」(Th6ret、1998,

p.253.)。

「生の債務」と呼ばれる、すべての社会関係に

先行する「構造」は、歴史的過程を通じて太古か

ら社会的なるものを規定してきた。現代はそれが

「供儀」という表象から「貨幣」という表象に移

行した時代に過ぎないのである。

したがって、「貨幣は個人間の諸関係からの債務

の解放および債務の現世化を可能にする、同質化

の演算子であり、債務抽象の演算子である。貨幣

のおかげで債務は移転を介してより広い空間のも

とで循環することができる。計算貨幣は、質的差

異を数的に秩序付けられた量的連続体に転換し、

代数総和としての社会的全体性が、同次的ではあ

るけれども微分された諸個人の集計値としての社

会の全体性が、表象される可能性を広げる」(ibid,
p254.)。

この債務の貨幣化は、近代においては債権の

公・私二重の次元（贈与・反贈与および商品交換）

での分裂化をもたらす。そしてそれぞれが「政治
的債務」と「経済的債務」という二重のレベルで

現れる。これは、すでに述べた、「経済的なもの」
と「政治的なもの」との位相に相即して立ち現れ
る債務である。経済的債務は「ある全体性に対す
る個人の負債」であり、その債務は時間の中で過
去から受け継いだものではなく、その債務の決済
は部分的な全体性（経済的秩序）の中で行われ、
またある時点の未来へと先送りも可能なものであ
るがゆえに、いつでも価値実現可能である代わり

に不確実なものでもある。それに対して政治的債
務は、過去から引き継がれたものではあるが、経

一一一一一一一一一一一一
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済的債務とは異なりその関係は逆転しており、そ

れは「人間に対するある全体性の負債」となる。

これを決済するためには、主権的権力は「人間を

保護する何か｣、すなわち「諸集団の社会的保護」

を実践しなければならない。そしてこの債務は主

権的権力の正統性を規定し、その決済の有り様は

「制度化された妥協」の形態に依存する。

しかしながら、貨幣によって表象される債務は

公・私二重に存在する。すなわち一方において、

それは単なる商品交換の媒体としての貨幣形態お

よび貯蓄と保険という貨幣形態となって、他方で

は､社会保険と福祉事業という貨幣形態となって、

債務は現れるのである。
によっても表象できる。しかし経済的再生産の中

でこうした財の流通は、資本という、貨幣的（経

済的）価値としては認知可能であるが、最終的に

は物理的存在としては認知困難なモノへ転化され

る。この水準では、貨幣という共通の象徴的媒介

物、つまり非物質的なモノにすぎない資本を社会
的全体性のなかで表象するモノが介在しなければ、
資本はその全体的再生産の中へ再編入され得ない。
そしてこの貨幣的に象徴された資本は、経済的債
権．債務の関係を、その構造的連鎖の中で、持つ
者（債権者）と持たざる者（債務者）という関係
へと、すなわち政治的に階層化され表象される関
係へと転化する。ここに至って経済的諸関係から
出発した債権・債務の関係は貨幣というメタ制度
を媒介として政治的諸関係へと転化されるのであ
る。

これらの転化過程において、貨幣はつねに社会
的全体性からもたらされる公●私の「債権●債務
の|對係」を経済的●政治的に精算するために必要
な媒介物である。このような理解に従えば、
「近代貨幣は、私的債務の支払い手段、とりわけ
賃金という手段－これは資本家が勤労者に対し
て義務を負う私的債務である－であると同時に、
全ての市民に対する社会による債務の支払い手段
でもある。この貨幣は社会的なるものの全体性に
対する、媒介的関係と無媒介的関係という二重の
関係のなかで捉えられる。前者は、貨幣が循環的
再生産を保証している経済的秩序における貨幣の
諸機能を参照させる関係であり、後者は社会保護
の新しい紐帯を基礎づける、政治的なるものと経
済的なるものとの同盟形態としての関係である」
(ibid,p.264､)。
要するに、社会的首尾一貫性をもたらす貨幣の
レギユラシオン機能は、経済的なるもの内部での
その秩序の再生産を保証しつつ、政治的なるもの
と経済的なるものの｢同盟関係｣(ある種の構造化）
をもたらす。換言すれば「貨幣による調整的機レギュラI,ワール

能｣が債務の決済ｼｽﾃﾑを保証しつつ、｢貨幣に

アリフ･レス

よる同盟的機能」が、経済的なるものと政治的な

るものとの間での債務の相互移転を可能にし、同

時にそれぞれの秩序の境界を裁定するのである。

とりわけ後者の機能は、前節で述べた課税・財政

レジームおよび通貨・金融レジームによる社会的

調整という形態で作用する。なぜなら、税の徴収

とその支出という、すぐれて社会的・政治的な行

為は、国家が税を課す正統性を有していること、

すなわち市民を保護するという社会的債務を負っ

ておりその債務を債権者たち（市民）に返済しな

ければならないことの政治的・経済的実践形態に
他ならないからである。

（2）貨幣の機能形態の循環

こうした社会的債務としての貨幣は、すでに提

示された構図に従って、社会的なるものの「象徴

的媒介」であると定義される。ここでテレは象徴

的媒介としての貨幣が、経済的循環のなかで、象

徴的かつ媒介的に機能する様式を措定する。それ

が以下に示されている「貨幣の機能形態の循環図」

である。

’

図表3生産的資本の機能変態の循環における貨幣

（3）調整的・同盟的貨幣：レギュラシオン空間
と妥協としての中央銀行制度

以上のような位相学から、歴史的時間の中での

社会的なるものにおける貨幣の機能作用が明らか

になる。たとえば近代資本主義における金本位制

度から管理通貨制度への移行は、政治的秩序と経
済的秩序から構成される社会的空間の変容過程と
して、次のように理解することができる。

金本位制度が支配的であったとき、経済的秩序
は世界経済をその大枠組みとしていたのであり、
国民国家は領土的空間内部における政治的秩序に
すぎなかった。世界経済における媒介的制度とし
ての「金本位制」は、世界経済と国民国家を媒介
しつつ、国民国家内部での私的貨幣をも国民国家
内部で媒介していたが、世界的な政治的秩序にお
けるその政治的正統性の根本的欠落の故に崩壊に
至ったのである。しかしながら、戦後の金。ドル
本位制の成立は、拡大しきった経済的秩序を再び
国民国家という領土的空間の内部に挿入した。こ
こにおいてはドルという基軸通貨によって世界経
済と国民国家経済との象徴的媒介が行われつつ、
国民国家内部でのさまざまな政治的。経済的債
権。債務から構成される新たな通貨制度が生み出
された。これが管理通貨制度である。ここでの政
治的正統性は主権国家によって保証され、その限

A－M-(P)-M'-Ai
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諸客体（物質的富）の生産

いう（実質的）経済の水準
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字

性

繰越高の調整および．あるい

は期間内での支払いの繰越を

通じた、生産および総計にお

ける個々人の取引の社会的承

認

支払い

M－ →M '
←－

ファイナンス
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▼諸市場（売買価格の固定）および諸

債務の貨幣鋳造という象徴的水準
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’
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｜’ | ｜↑↓諸主体の債権・債務関係（非物質的

富）から主体の価値を承認する（想

|令二〃
往路

像界の）政治的水準

「死んだ」資本 ’’
1 詞’

この図表によれば、貨幣は経済的秩序を外部か

ら数量的に調整する単なる道具でしかないと見な
すことは出来ない。貨幣は、こうした道具主義的

な機能に加えて、諸主体の間で構造化されている

債務｡債務の関係を｢経済的かつ政治的に象徴し、

転移させる」という機能を有しているのである。

たとえば、実物的な財は、物理的に認知可能で

あり、数量的に認知可能な貨幣的（経済的）価値
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りで貨幣は「主権的貨幣」となったのである。

この貨幣による国民国家経済のレギュラシオン

は、その政治的・経済的「秩序間の相互依存が各々

の秩序の中の経済における計算単位の循環を保証

する適切な通貨レジームによって調整される時、

有効となる。そこでの計算の論理は異なっている

とはいえ、そのとき各々の秩序においては同一の

道具が考慮に入れられるであろうし、またその起

源がどのようなものであれ、またどのような債務

であれ、同一の貨幣でもって調整することが可能

になるであろう」(ibid,p.271.)。

この通貨レジームの近代的実践形態が管理通貨

制度であり、その全体的権威を階層的に保持する

のが中央銀行である。したがって、経済的なるも

のと政治的なるものの制度的妥協形態である、中

央銀行の役割は次のように定義される。

「唯一の国民的貨幣を発行する国家の主権的権力

は資本主義の発展と共に、ある一つの公的貨幣を

発行する単一の権力へと還元される。この貨幣は

経済的なるものにおいて正統に循環すべく、諸々

の私的貨幣と妥協しなければならない。各々の国

においてこの「社会的」制度を組織するこの妥協

とは、まさしく中央銀行に他ならない。実際、こ
う．ントルノテfエール

れこそまさに仲介的制度である。というのも

この制度は発生論的には経済的秩序と一体になり

つつ（中央銀行は初めから商業銀行であり今なお

そうである)、さらに政治的秩序にも挿入されてい

るからである（たとえば、中央銀行には紙幣の合

法的流通を強制する能力といった主権的属性が認

められている)。このようにしてすべての中央銀行

は、一方では公的なものと私的なものとの間で確

立された、また他方ではいわば制度の産物の一つ

である妥協に対する諸々の違背を裁定し、蹄定し、

制裁を与えるという役割を有している。まさしく

中央銀行の経済的なるものとの一体性に応じて、

ri1央銀行と国庫との合体は、（中略)、相異なるレ
ジームによって調整されうる｣。

かくして!''央銀行は、政治的なるものと経済的な
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るものの制度的妥協として立ち現れるのである。

結語に代えて

以上、ブルーノ・テレの社会的レギュラシオン

の議論を中心に、「もう一つのレギュラシオン・ア

プローチ」の全体像を検討してきた。この理論の

大きな特徴は次の通りである。

まず、社会的なるものを政治的なるものと経済

的なるものという椛図で捉え、それらを媒介する

モノが「貨幣・法・イデオロギーという制度」で

あること。これは経済還元主義を真っ向から否定

するものであり、また「政治」をその分析に取り

入れたとしても、それを経済外的なものあるいは

経済の結果とみなすようなアプローチを拒否する

ものである。

ついで、制度はメタ・レベルでも実践のレベル

でも「象徴的媒介」として捉えられる。このアプ

ローチにおいては、それは構造のレベルでも実践

のレベルでも、単に方法論的にマクロとミクロを

つなぎ合わせる中間的な存在ではなく、むしろ｢仲

介的な存在」として捉えられる。ただし、基本的

構図こそ変わってはいないものの、媒介的制度の

重要度については、大きな変化がみられる。すな

わち当初水平的関係性の下で想定されていた三つ

の象徴的媒介（貨幣、法、イデオロギー）が、近

年ややもすれば貨幣そのものに集約される傾向に

ある（法もイデオロギーも二義的なものになって

いる）という点がそれである。

最後に、これが最も重要な点であるが、テレ、

アグリエタ、オルレアンといったレギュラシオニ

ス|､たちが、一貫してホーリズム的立場に立って

いる点である。彼らにとっては、最近流行の「マ

クロ経済のミクロ的基礎付け」は全く無用である。

多くのレギュラシオニストたちが、賃労働関係、

国家の形態、貨幣制約、国際関係、資本の競争形

態、というメゾ。レベルでの関係的構造からなる、

より具体的な制度の機能形態（それらの相互補完

性。階層性）の分析に、さらには、「政治」をも取

り入れた比較制度分析（ベンチマークを設定した

上での制度の比較優位の分析）に移行し、ある意

味で主流派と対話可能な方向性へと進んでいるの

に対して、彼らはそうした変化を一切受け入れて

いない。

「社会の全体性の構造的先在性」と「社会関係

の諸価値による階層性とそれによる秩序の形成｣。

こうした主張がある種の時代錯誤な空想的提言に

終わるのか、それとも経済学における新たな「概

念｣転換を生むのか､今のところさだかではない。
また、すくなくとも貨幣に議論を集中しているが

故の分析対象の狭隙さ（アグリエタの「金融主導
型レジーム」の議論など）は、実体経済の進化を
分析する際の除路にもなりかねないともいえる。
くわえて、「社会的諸価値」という計量化が難しい
要素の導入は､いわゆる科学としての経済学の｢パ
ラダイム」に固執している研究者にはとうてい受
け入れ難いであろう。ただ、この点は、オルレア
ンがこうしたホーリズム的プロジェクトに参加し
ていることからすれば、いわゆるコンヴアンシヨ
ン・アプローチによって補完可能な問題であるか
もしれない。

しかしながら、昨今のサブ．プライム問題に端
を発した、世界大恐慌以来の「グローバルな」経
済危機が、彼らの言う「貨幣の正統性の危機」（基
軸通貨ドルの政治的．経済的正統性の喪失）であ
ることも確かである。そして、通貨主権が国民国
家単位で分裂化しているにもかかわらず、弱い信
認しか持ち得ないドルという基軸通貨は、「同盟的
貨幣」の役割をグローバルなレベルで果たし得て
ないようにも思われる。さらにいえば、そうした
貨幣の歴史具体的制度である「中央銀行」の裁定
のあり方が（もっともグローバルな中央銀行は存
注していないが)、危機をさらに複雑にしているよ
うにも思われる。
聖なるものの「主権的属性」である正統性を喪
失してしまったように見える、現代の「道具化さ
れた貨幣」は、新たな将来への賭けに打ち勝つこ

とができるのであろうか？われわれにはグローバ

ルな「制度的妥協」としてのあらたな通貨レジー

ムの創出こそが、この危機の行く末を左右するよ

うに思えてならない。
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42巻第2号、2005年7月）

Coriat,Benjamm,PascalPetit,Genevieve

Schm6del$(eds,)"e"azて*"7Qf八伽rb"s;
EdwardElgeri2006.

中原隆幸、「レギュラシオン・アプローチにおける

国家論の射程｣、『四天王寺国際仏教大学人文社会

学部紀要』第35号、55．70頁、2003年3月。

中原隆幸、「課税の正統性とは何か：課税・財政制

度を介した社会的レギュラシオンの可能性｣、『税
とは何か』（別冊『環』第7号)、藤原書店、2003
年、第三部所収。

中原隆幸、「構造からレギュラシオンヘーレギュ

ラシオン・アプローチの方法論的革新性とは何か

－｣、『季刊経済理論』第42巻第2号、2005年
7月、60-70頁。

中原隆幸､『政治的なるものの社会的レギュラシオ

ン｣、ナカニシヤ出版、2009年3月公刊予定

Lavoie,Marc,皿自bozzoZzzzepos雌己yngsZb""e,
EditionlaD6couverte,2004.

（宇仁宏幸・大野隆訳、『ポストケインズ派経済学
入門』、ナカニシヤ出版、2008年）

清水和己・河野優編著『入門政治経済学方法論』
東洋経済新報社、2008年

Th6ret,Bruno,R""es"o"ozz"uesdeLbzてZI℃
poZi""e,PUE1992.

（神田修悦、中原隆幸､宇仁宏幸、須田文明共訳、

『租税国家のレギュラシオン』、世界書院、2001

一一一ー一一一‐一一一一一一一ー一一一一一ー一一一一一

;本節は、拙著『政治的なものの社会的レギュラ
シオン』ナカニシヤ出版（2009年3月公刊予定）
「序章」の記述を－部抜粋したものである。
iiわれわれは「従来のフオーディズム論」は自己
完結的な、ある種の閉鎖体系の下で最も説得力を
持つ、と考える。

iiiたとえば、民族、人種、といった実践的かつ種
別的カテゴリーは政治的なものにおいて容易に
「集合的アイデンティティー」へ転化しうる。ナ
ショナリズムやポピユリズムといったイデオロギ
ーも同様である。これらの集合的アイデンティテ
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年、但し原著の第1章から第4章までの訳出。第

5章「領土的課税・財政体制一絶対主義から自由

主義へ－」は、拙訳にて『大阪産業大学経済論集』

第3巻第1号、2002年6月、pp.101-123.同第

4巻第1号、2002年10月、pp.55-82.に所収。な

お、（下）は斎藤日出治との共訳）

Th6ret,Bruno,"Pouruneapproche

÷'一、1皇し爆者Uﾉ弟1草か1つ弟4草までの訳出。弟レ(2004)の邦訳に収録されている宇仁宏幸氏の

5章「領土的課税・財政体制一絶対主義から自由 「訳者による補遺」を参照されたい。
vだが、そもそもそのような人間像自体がレギユ

主義へ－」は、拙訳にて『大阪産業大学経済論集』
ラシオン．アプローチにとって重要なのかという

第3巻第1号、2002年6月、pp.101-123.同第こと自体もまた検討すべき課題であることは明ら
4巻第1号、2002年10月、pp.55-82.に所収。な かである。われわれは社会的全体性の観点から、

このような方法論的前提を採用しておらず、合理
お、（下）は斎藤日出治との共訳）性の問題を全く異なった側面から検討する。詳細
Th6ret,Bruno,"Pouruneapproche については中原(2009)を参照されたい。
r6gulationnistdupolitique'',R6gulationsociales, viただし、社会的なるものの動態的分析をさらに

進めるためには、清水・河野(2008)が指摘するよ
r6gulationpolitique,QangzesdejidSsoCi召加〃 うに、スタティックな「パラダイム論」そのもの
ma"parSe"jS℃左"Ce凡雄""e､23-26avril,1996.への根本的な異議申し立てが必要であることは、
（拙訳「政治的なるもののレギュラシオン・アブ 指摘しておきたい（同書、43頁)。

viiたとえば、Boyer(2005)においても、政治的な
ローチのために｣、大阪市立大学経済学会紀要『経るものを分析することの重要性が指摘されている。
済学雑誌』第100巻第4号、39-54頁） また、Coriatetal,(2006)には、テレの記念碑的
Th6ret,Bruno,<<Deladualit6desdettesetdela 論文が再録されており、最近著においては、アグ

リエタ．オルレアンとの貨幣論についての共同研
monnaiedanslessoci6t6ssalarilales",dans 究が進行中である(Th6ret,dir,(2008)。
Agliettaetorl6an(1998),pp.253･287.dans M"gihettaetOli6an,(i9"
Aghetta,MicheletAndreOrl6an(Dir),(1998). Ⅱxなお、本稿では、もっぱら第二段階までのテレ

の議論を取り上げる。第三段階のそれの検討につ
（拙訳にて『主権的貨幣』に収録予定）いては他日を期したい。

Th6ret,Bruno,"Tbhaveortobe:interaction x2000年3月のタイプ原稿、未見。ただし、『レ
ギユラシオン辞典一一知の総覧一第二版』、betweenStateandeconomy",inCoratetal
2002年、の「あとがき」においてその要約が述べ(2006),pp.135-155.
られている。

Th6ret,Bruno,(dir.),La"mo""aredgVOzygPaz. Xiこの論文は､前出のアグリエタ.オルレアン編『主
権的貨幣』の一章を構成しており、アグリエタ．sescrrSeSV6IIαおesmo"gjaZzEsdZIEz．eオ

オルレアンの貨幣論を基本的に踏襲している。なdazIJDzzzぴ扮哩EHESS,2007.
お本稿の作成に当たって、坂口明義氏監訳で刊行

Th6ret,Bruno,(dir.),Lamo""azedgWOzygPaZ' される予定(2009年)である訳書の草稿段階のいく
sesczZscS冊ﾉ2αおesmozzgZa血汐Se〃E"ssieet つかの訳文を参照させていただいた。ここに記し

て御礼申し上げる｡無論引用に際してありうべきAZZmag"ea"XXbsiec"EHESS,2007.
誤りの責が全て筆者に帰せられることはいうまで
もない

一

イーは、さまざまな政治的情勢の変化を契機にし
ばしば社会経済において、第一義的ではないにせ
よ、無視できない重要な役割を果たす。
i,.たとえば、近年の日本の年金制度の財源を巡る制
度構築の迷走ぶりは、こうした政治的なものの構
成が、それぞれの社会諸集団の政治的合目的性が
鋭く対立しているが故に一向に解決には至らず、
妥協を重ねて徐々 に修正してゆかざるを得ないと
いうことの顕著な事例であろう。年金財源の問題
は決して経済合理性のみでは解決できないのであ
る。その詳細についてはたとえば、バルビエ。テ

職な君､序説には執筆者全員の署名がなされてい
る。

Xiiiたとえばそれらの諸価値は､「男と女｣の関係、
それよりも上位の「夫婦」の関係、さらには「家
族」における関係、「地域」における諸関係、「市
民権」によって包含される諸関係、最も集合的な
「社会｣、といった具合に階層化されおり、より上
位の価値であればあるほど、その社会的全体性は
高まる。

■■■■■■■■－－－－℃
、一一一一一一一＝一一一------~一~一一豆

一一－一一一一

＝ー

I
’

■

49



l■■■－－-－－－

冠 経済想念の脱植民地化：

セルジュ・ラトウーシュのポスト開発思想の歩み力

Decoloniserl'imaginairedel'"onomie:SergeLatoucheetleparcoursduprojetde
l'aprCs-d6veloppement

本稿は、フランスのポスト開発思想家セルジ
ュ・ラトゥーシュ(SergeLatouche)の経済学批判の
根底にある哲学的テーマを、二十世紀フランス社
会・政治思想の流れに位置づけながら検証する。
第1節では、ラトウーシュの学術活動の変遷を簡
潔にまとめる。英米・仏の国際開発研究分野では、
ラトウーシュの著作はポスト開発思想（英:post-
development/仏:1'apr6s-developpement)の代表的
作品として議論されることが多い。これらの諸国
のポスト開発思想に関する議論の背景を踏まえな
がら、ラトウーシュの仕事の重要性と可能性につ
いて説明する。

第2節では、ラトウーシュの経済学批判の根底
にある哲学的テーマについて議論する。ラトウー
シュの思想は、二十世紀フランス現代思想にみら
れる現象学・科学認識論・精神分析学・文化人類
学の諸潮流の影響を多分に受けている。中でもハ
イデッガー哲学とそのフランス流解釈は、ラ1､ウ
ーシュの思想形成に極めて重要な影響を与えてい

る!i・本稿では、ラトウーシュの一連の著作を、
フランス現代思想におけるポスト・ハイデッガー
哲学の潮流の中で議論されてきた「西洋形而上学
の超克」「単独性の思想」「文化の複数性を認め
る自律。共生社会の構築」という三つの哲学的テ
ーマと関連づけて紹介する。
結論では、ラトウーシュの思想が一連のボス

卜・ハイデッガー哲学において議論されている
様々 な哲学的問題を通じて国際開発問題を考察す
る契機を与えることを指摘する。更に、ラトウー
シュの思想が、新自由主義グローバル化の下で翻
弄される先進国と途上国双方の民衆にとって、市
場経済主義に抗する社会関係を構築する為の一つ
の指針となることを指摘する。
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中野佳裕(DPhil,開発学）

早稲田大学現代政治経済学研究所・特別研究員
E-mail:nakano.aube@gmail.com

第1節：セルジュ・ラトゥーシュの経済学批判
その歩みと位置付け

1－1：フランスにおけるラトウーシュの仕事の
位置付け

セルジュ・ラトウーシュ(1940-)は、フラン
スの経済思想分野及び社会科学の認識論分野にお
いて指導的な立場を誇る学者である。ジャン・ウ
エイラー(JeanWeiller)とブルーノ・キヤリエール
(B,･unoCa,･rier)は1994年に近代フランス経済学の
潮流をまとめた本を執筆しているが、その中でラ
トウーシュは重要な学者の一人として紹介されて
いる【iioまた、アンヌーマリー．シャルチエ
(Anne-MarieChartier)はその著書『発展概念に

ついての批判論集』(1996年）において、発展／
開発概念の批判を行ったパイオニアとしてラトウ
ーシュを、フランソワ・パルタン(F'･an?oiS
Partant)の名と共に紹介しているiv・更に2005年
に編纂された『もう一つの経済に関する辞典』で
は、「インフォーマル」「デクレッシエンド
（仏:d6croissance/伊:decrescita)」「ポスト開

発」といった近代経済学の理論体系では考察され
なかった社会学的および文化人類学的概念を経済
学分野に導入したパイオニアとして、ラトウーシ
ュの名前が挙げられているv・

このようにラトウーシュは、フランス経済学の
歴史において、経済分析を行う際の認識論体系を
哲学及び文化人類学的見地から解釈し直した最初
の人物として認知されている。また、そのような

経済学の認識論批判を第三世界問題や発展／開発
問題へと応用した最初の学者として、ラトウーシ
ュの功績はフランスにおいて広く知られている。

r－

ラトゥーシュの学術活動は、近代経済学の常識
に‘|貰れた人から見れば、極めて異質で「非経済学
的」とも呼べるような道筋を辿っている。その研
究テーマと研究内容は、特殊であり独特なもので
ある。1940年にヴアンヌで生まれた彼は、1966
年にパリ第一大学(SciencesPolitiques)において
『世界の貧困化』[Latouche,1966]という題の博
士論文を提出する。以後1996年までリール大学、
その後はパリ第十一大学（オルセー）において経
済学及び社会科学の方法論.認識論の専門家とし
て教便をとる傍ら、経済学の認識論や第三世界の
開発／発展問題に関する批判的著作を数多く発表
している。

ラトウーシュの研究プロジェクトの性格を把握
する為には、今一度学説史的な観点から彼の仕事
を位置づけることが有用である。前述したウエイ
ナーとキヤリェールによれば、フランス経済学は
主に「主流派フランス経済学」「歴史学.文化人
類学的批判」「海外の経済学の輸入と応用」の三
つの潮流に分かれる､i・第一の潮流は、フランス
国内の経済学の伝統から派生した諸理論を指し、
20世紀後半においてはフランソワ．ペルーの経済
理論、レギュラシオン理論、コンウァンション理
論等が有名である。第二の潮流は、エミール・デ
ユルケイムやマルセル．モースの社会学から派生
し、ルシアン．フェーブルやフェルナン・ブロー
デルのアナール学派、バタイュやフーコー等の現
代思想の流れを踏まえながら発展した経済学批判
の潮流である。第三の潮流は、マルクス、シユン

壷孟子忠菫善薑ゐ至鰯囎欝雪
フンス版ケインズ学派を確立している。
ラトウーシュの仕事は、これら三つの潮流のう
ちの二番目、その中でも最も急進的な研究グルー
プである反功利主義運動(Mouvementanti-
gWsiaaig,"i"",e;:WWに所
属十る。MAUSSは、ラトウーシュと彼の同僚の
アラン・カイエ(AlainCaill6)によって1981年
に発足した研究グループである。同研究グループ
は、近代経済学の規範的パラダイムの一つである
功ﾘ主義を批判し、功利主義を超えた新しい価値
現輪及び理論体系の下で経済社会を分析すること

蝋 ？●

ーヤンタル・ムフ(ChantalMouffb)(政治理
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論）、ルイ・デュモン(LouisDumont)(文化人

類学）、メリー・ダグラス(MaryDouglas)(文化
人類学）などが挙げられる。MAUSSの特徴は、

独自の功利主義解釈にある。その箸『功利主義理
性批判:MAUSS宣言』(1989年)[Caille20031で

カイエが説明するように、同研究グループは、功

利主義を近代経済学における一理論として捉えず、
むしろプラトン哲学以来培われてきた西欧文明特

有の文化イデオロギーとして解釈するviioつまり、

功利主義のパラダイムは、西欧文明における物質
交換システムや合理主義といった経済的・計算的
思考の発展の歴史と対を成すものであり、功利主

義を批判することは、西洋文明における「経済主

義」自体を批判することに等しい。このように功

利主義を文化の次元で捉え直すことでMAUSSの

メンバーは、通常経済学以外の分野で扱われる

様々な問題を、功利主義批判の対象として取り扱
う。同研究グループが発足以来刊行している

Bulletin/RevueduMAUSSという学術雑誌では、

第三世界問題、フランスにおける新右翼の台頭問
題、ポランニーの経済学批判、贈与経済、民主主
義、民族紛争、普遍主義と文化相対主義論争、オ
ルターナテイブ・グローバル化運動、フランスに

おける教育制度改革問題など、様々な政治的及び
哲学的問題に学際的に取り組んでいる。
留意すべきは、MAUSSは、一般的に「象牙の

塔」と形容されるような伝統的で形式主義的な研
究組織ではなく、多分に社会運動としての性格も
含んでいるということだ。このことは、同研究グ
ループが発足した当時のフランス社会の政治的及
び思想的情況を見るとよくわかる。1968年の五月
革命以降、フランス社会において、伝統的なマル
クス主義に基づいた左派政治運動は急激に衰退し
ていった､i'i･フランスにおける左派の衰退には複
雑な背景がある。第二次世界大戦中、ナチス占領
下でフランス市民の抵抗運動を支えた主要な政党
はフランス共産党(PCF)であり、戦後のフラン
ス社会における左派政治運動は、PCFを中心に隆
盛を極めた。いわゆる「共産党神話」が生まれた
のだが、このようなPCFとマルクス主義に対する
熱烈な信奉は、当時実在していたソビエト連邦を
米国が牽引する資本主義経済の世界的支配に抗す
る政治プログラムとして理想化する反胞i、スター
リン政権下で起こっていた民衆弾圧や拷問の現実
を黙視することとなった。しかし、68年5ｹlの朧
史的な社会運動が収束を見せた1970年代半ば、
情況は一変した。ソ連（当時）の亡命作家アレク
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サンドル・ソルジエニーテイン(Alexandre

SoUenitsyne)の告白文学『収容所群島』が1976
年に仏訳（フランス語タイトル:1'archipelde
Goulag)され、ソ連邦の強制収容所の非人道的な

現実が明らかにされた。共産主義国家の全体主義

的な性格はフランス知識人達の間でも次第に無視

出来ないものとなり、「グラーグ(Goulag)」と
いう地名は、当時のフランス言論界において、マ
ルクス主義に基づく左派運動の有効性を問い直す
象徴的な記号となった。ルフオール、コルネリウ
ス．カストリアデイス(CorneliusCaStoriadis)、
フランソワ・フュレ（Fran●oisFuret）などの左派
系政治哲学者が一斉にマルクス主義批判の著作を
発表したのは、丁度この頃である。彼らは、ソ連
に代表される共産主義国家で起こった全体主義的
な民衆統制は、本質的にはマルクス主義の理論的
欠陥から生じたものであると主張する。そして、
個人の人権や自由を重視する政治的自由主義の立
場から、左派運動の新しい流れを、イデオロギー
化されたマルクス主義の政治プログラムに基づか
ない形で構築しようとした。
他方で、このような政治的自由主義によるマル

クス主義批判は、左派知識人の政治的・理論的立

場そのものを暖昧にさせる哲学的潮流も生み出し
た。1970年代半ば頃、ベルナール・アンリーレヴ
/f(BemardHenl･i-Levy)やアンドレ・グルックマ

ン(Andr6Glucksmann)らが提唱した「新しい哲
学」(Lanouvellephilosophie)がそうである。彼ら
はマルクス主義および当時フランスで盛り上がっ

ていた所謂「ポストモダン」哲学を、近代民主主

義政治の根本理念である人間主義と啓蒙主義を脅
かす思想として糾弾した。サルトル、アルチュセ
ールらマルクス理論家やデリダらの所謂「ポスト
モダン」哲学者と区別する意図で、アンリーレヴ
イとグルックマンは自らを「新しい哲学者」と名
乗り、人間主義と道徳主義に基づいた政治理論の
構築と実践を提唱した。これら「新しい哲学」の
動きは、1980年代以降のフランスにおいて、マル
クス主義やポストモダン哲学とは異なるフランス
版自由主義思想の潮流を作り、アラン。ルノー
(AlainRenault)、リュック・フェリー(LUcFerly)、
ツヴェタン・トドロフ(TzvetanTodorov)、ピェー
ル。マナン(Pierl･eManen)らに代表される新世代の
哲学者。政治哲学者がフランスの言論界に台頭す
るようになったix・ニューヨーク大学フランス社
会思想専門家のクリステイン°ロスが指摘するよ
うに、「新しい哲学者」達は「1968年5月革命の
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10年後に、自らを『68年革命の真実の声』と演
出して登場し、1968年当時の政治スローガンであ

った「平等」を「自由」の問題へと完全に塗り替
えた」のである閥。「新しい哲学」運動は当時、フ
ランス国内の左派系哲学者であるジャック・ラン

シエール(JacquesRanci6re)やコルネリウス・カ

ストリアデイス、そして英国の左派系哲学者ピー

ター・デュー(Pete'･Dews)によって「哲学的根拠

を持たないメディア受けを狙った言説」として激
しい批判を受けたxi・ピーター・デューがその論

文で詳細に分析しているように、フランスの伝統
的左派運動は、この頃から終焉を迎えたといえる
xii

O

以上のことから分かるように、MAUSS発足の

時期は、フランス社会において社会政治問題が伝
統的な「左派・右派」の枠組みで語ることが出来

なくなった時期と一致する。従って、｜司研究グル

ープは、自らの研究活動を通じて左派と右派の政
治的闘争線を再定義し、新しい左派運動を支える
理論的枠組みを構築することも統一目標の一つと
して含んでいたといえる。このことは、先に述べ
たBulletill/RevUeduMAUSSにおいて、1980年代
後半にフランス社会に台頭してきた新右翼に対す
る批判や、新自由主義グローバル化に対する批判
が定期的に行われている事実からも明らかである。
このようなフランス社会における政治的及び思

想的見取り図を加味すると、ラトウーシュは単な
る経済学者ではなく、フランス社会において左派
運動を再興していく為の理論的支柱を提供する知
識人と見なすことができる。彼のポスト開発思想
は、フランス社会の政治的及び思想的情況と切り
離して分析することはできない。ラトウーシユは
1970年代より、近代経済学の認識論の限界を哲学
的に明らかにしようとしているが、同時にイヴア
ン・イリッチ(Ivanlllich)、ジャック・エリュール

(JacquesEllul)、コルネリウス．カスl､リアデイス、

フランソワ・パルタン(FranfoisPartant)、アン
ドレ・ゴルツ(Andr6Gol･z)といった、フランス経
済学や思想界においては「異端」「急進」と見な
されてきた近代産業社会の批判者の作品を紹介し、
再評価することにも努めている。また、ラトウー
シュは、功利主義や経済自由主義に支配されない

新しい社会関係を構築するために、水平連服
(LaLignedel'hol･izon:desAmisdeFrall?ois

Partant)、ポスト開発ネットワーク(R6seau
oMecteursdecroissance pOul．l'apl.es-
d6veloppemellt:ROCADe)といったアソシエーシ

ヨンを組織し、先進国及び途上国の研究者や市民

運動家達と共にポスト開発社会の可能性を模索し
ている。このように、ラトウーシュは自らのポス
ト開発思想や班ht長フロジェクI､を通じて、経済
成長主義および開発．発展主義に支配された私達
の社会関係を質的に転換していくための新しい思
想的土壌を整えることを目指している。

1－2：ラトウーシュと欧米の開発学におけるポ
スト開発論争

英米・仏の開発学分野において、ラトウーシユ
の仕事はポスト開発思想と呼ばれる主題の中で扱
われることが多い。ポスト開発思想とは、国際開
発体制に潜在する先進国の自文化中心主義を批判
する思想潮流である。ポスト開発思想家達は、イ
リツチやパルタンの近代産業社会批判、フーコー
やブルデューの言説分析、エドワード．サイード
の文化帝国主義批判を応用しながら、先進国と途
上国の間の支配関係を決定する言説構造を明らか
にしようとする。ポスト開発思想家達によれば、
今日国際社会で金科玉条となっている「開発」
「発展」「成長」という概念は西洋文明特有の考
え方であり、本来普遍性を持たない。ところが戦
後の国際開発体制は、そのような西欧独特の特殊
な価値規範を普遍的なものとみなし、アジア、ア
フリカ、南米地域の経済社会関係を西洋の価値規
範に従って評価し、開発政策によってこれらの社
会の諸制度を近代産業社会のそれと同じような体
系に変えようとしている。ポスト開発思想家達に
とって、国際開発体制は先進国の途上国に対する
文化支配に他ならない。従って、ポスト開発思想
崇達は、戦後の国際開発体制において支配的な
「発展」「開発」「経済成長」「近代化」といっ
た言説を拒否し、地球上に存在する様々な社会が、
それぞれの文化や価値体系に従って自らの社会を

蟄簔差三蘆産壼皐繍票濡懸越菫線
を「ポスト開発時代」と呼ぶ。彼らによれば、ポ
スト開発時代とは文化の多様性が肯定される時代
であり、近代西洋の普遍主義と啓蒙主義が支配す
る「開発の時代」の対局に位置づけられる。
国際開発体制を近代西欧の啓蒙プロジェクトの

－つと捉え、西洋文明の歴史に脈々と続く自文化
ﾘｺ心主義を批判するその知的態度から、ポスト開
発思想はしばしば、開発学におけるポストモダン
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思想の一つの類型とみなされることが多い。とり

わけ英語圏の開発学においては、W･サックス

(WolfgangSachs)編著の『開発辞典』[Sachs,ed.
1992]、A・エスコバル(ArturoEscobar)箸の『開発
との遭遇：第三世界の構築と解体』[Escobar,

1995]、M・ラネマ(MEjidRahnema)とV･バウトレ
-(VictoriaBawtree)編著『ポスト開発読本』

[RahnemaandBawtreeeds､1997]がポスト開発思想
の代表作とみなされているが、これらの著作の中

でフーコーの言説分析への言及や「開発／発展言

説(Thedevelopmentdiscourse)」という言葉が多
く登場することから、「開発学における、フーコ

ーの言説分析の応用例」としてポスト開発思想を

評価する傾向も強い。

しかし、このようにポスト開発思想全体をフー

コー哲学の方法論の有効性によって解釈・評価す

る態度は、正鵠を得ているとはいえない。そもそ

も第一に、ポスト開発思想家は、構造文化人類学、

精神分析学、ポスト・コロニアル研究、ブルデュ

ーの言説分析、ハイデッガー哲学等、人文科学及

び社会科学における様々な解釈アプローチを採用

している。英米の開発学者の多くの仮定に反して、

ポスト開発思想の理論的土壌をフーコーの言説分

析のみに還元することはできない。

第二に、ポスト開発思想が受容される言語圏の

ねじれも無視することはできない。ポスト開発思

想文献の大半はフランス語によって書かれ、出版

されている。また国際的なポスト開発ネットワー

クの本部はフランスにあり、ポスト開発関連のシ

ンポジウムもその多くは、ユネスコの協力の下、

パリやジュネーブで行われている。一方で、ポス

ト開発思想に関する学術的な議論の中心地は、英

語圏の開発学である。ところが英語圏の開発学で

は、フランス語で書かれたポスト開発思想文献の

重要作品が読まれることなく議論が進んでいる。

前述したサックスやラネマの編著やエスコバルの

文献、あるいはインドのバンダナ。シヴァ

(VandanaShiva)やアシス・ナンディ(Ashis

Nandy)の著作など、英語文献のみが読まれるだ
けである。つまり、英語圏の開発学では、一部の

限られた文献の内容に基づいてポスト開発思想全

体が評価される傾向にあり、パルタン、ラトウー

シュ、ジルベール・リスト(GilbertRist)など、

ポスト開発思想の体系を確立することに貢献した

フランス語圏の作品が本格的に議論されることは

ない。

I
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ポスト開発思想の系譜学に関するこのような誤
解は、欧米の開発学者をしてポスト開発思想の根
本テーマを無視するに至っている。ポスト開発思
想に関する研究は、英語圏とフランス語圏の学術
雑誌でこれまで多く発表されてきた。しかし開発
学者の多くは、同思想を実証研究の観点から、と
りわけフーコーの言説分析を開発政治へ応用する
ことの妥当性という点から評価するばかりで、ポ
スト開発思想の根底に流れる哲学的テーマについ
て論じていない。結果、ポスト開発思想の批判者
も擁護者も共に、同思想の根本的な主題とその可
能性を正確に把握しないまま、それぞれの立場を
主張することに至っている爵iii･

ポスト開発思想を巡る英米の議論の限界は、最
近になって開発学の中でも認知されるようになっ
てきた。2004年にハンブルグ大学のジヤイ
(AramZiai)が、ポスト開発思想をめぐる現行の
議論の問題点を指摘する論文を発表したが、この
中で彼は、批判者の議論がポスト開発文献の誤読
に基づいていることを指摘している猟ivo更にジヤ
イは、ポスト開発思想の可能性と限界を検証する
には、同思想をポストモダン思想一般のテーマに
照合させる必要があることも指摘している獄v・
ジヤイの論文は、ポスト開発思想に関する議論

の前提条件を整理し直す建設的な示唆を与えるも
のとして歓迎される。しかし、ここでいよいよ問
題となるのは、ポスト開発思想の思想的源流とさ
れるポストモダン思想の根本テーマは何か、その
内容である。この点に関してジヤイの仕事は未だ
暖昧な点があり、ポストモダン思想のテーマをリ
オタールの哲学に代表される認識論上の相対主義
の範曠に位置づける程度に留まっている。結果、
ポストモダン思想がもつ哲学的及び政治的なテー
マは明らかにされることなく、また、ポスト開発
思想をメタ理論的に研究するための明確な方向性
を提示するには至っていない。
筆者の研究プロジェクトは、ジヤイが未解答の

まま残したポスト開発思想の根本テーマを哲学的
に検証し、ポスト開発思想に内在する可能性と限
界を研究していくための理論的基礎を造ることを
i1的とする。したがって次節において、筆者は、
ラ｜、ウーシュのポスト開発思想の根本テーマをポ
ストモダン思想に内在する諸テーマから導き出し、
ラトウーシユ思想の独自性と可能性を再評価する。

‐－－
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第2節：ラトウーシュの思想の根本テーマ
2－1：ラトウーシユの経済学批判：

〈認識論プロジェクト>の仕組み

一

1970年代にラトウーシュは、〈認識論プロジェ
クト>(lep呵et6pistemologique)と名付ける独自の
経済学批判を開始する。〈認識論プロジェクト＞と
は、近代経済学の認識論体系の限界を、それを生
成するに至らしめた社会・歴史的言説の構造と共
に明らかにしていくというメタ言説研究である。
彼の経済学批判の方法論的基礎は、リール大学で
の講義を基に書かれた実験的な著作「認識論と経
済』[Latouche,1973]において、既にある程度確
立された方向|生を見せている。同書においてラト
ウーシュは、当時フランスで流行していたフロイ

ド精神分析学や織造主義文化人類学の知識を借り
ながら、マルクス理論が展開した政治経済学批判
を経済言説の構造分析の方向へと押し進めようす
る。バシュラールの科学哲学に依拠しながらラト
ウーシュは、「我々 の経済社会の認識論的現実は、
事物を経済的対象物として措定する知識体系と、
そのような表象システムを物象化する諸実践が、
弁証法的に接合されることによって生じる」と主
張する。このように経済的現実(1,6conomique)
xvlが経済学やその他の表象システムによって決定
される一方で、近代経済学の認識体系に合わない
社会関係や生活様式は対象化されることなく、認
識可能な表象システムから排除される。近代経済
学の認識体系が、事物の意味を決定する支配的な
役割を果たすようになる。
ラトウーシュの<認識論プロジェクト＞は、近代

において支配的となった経済的現実の生成論理を
明らかにすることを第一の目的とする。そして、
経済的現実から排除されている存在のもう一つの
可能性を顕現化し、近代経済学に支配される近代
社会の言説構造（認識体系、意味体系、価値体系
を含む）を、新しい構造へとパラダイム転換する
ことを目的とする。ラトウーシュは、最近作『経
済の発明』[Latouche,2005]において自らの研究
活動の変遷を省察し直しているが、彼の認識論批
判の方法論は、ハイデッガーの基礎存在論の一つ
であるく解体作業>(Destl･uktion)やフーコーの<知の

考古学>と相通ずるものがある雛w11．
ラトウーシュのポスト開発思想は、このような

経済学の認識体系のメタ言説的検証の上に成立さ
れている。1980年代以降のラトウーシュは、近代
経済学の言説体系を哲学的に批判する一方で、自

－
－

身の認識論プロジェクトを第三世界の開発問題分
析へと応用する。この際、ラトウーシユの経済学
批判は、1970年代当時の認識論的アプローチから、
現象学的アプローチへと移行する。結果、ラトウ
ーシュのポスト開発思想は、フランス現代思想の、
とりわけポスト・ハイデッガー哲学の潮流で議論
されている幾つかの哲学的問題と呼応する形で議
論を展開することとなる。以下では、拙者が別論
文で既に行った分析結果に基づいて、ラトウーシ
ユの主要著作の内容を「西欧形而上学の超克」
「単独性（他者性）の思想」「自律と共生のポス
ト開発社会の椛築」の三つの根本テーマに従って
まとめたい。

2－2：3つの根本テーマxvii1

1．西洋形而上学の超克

ラトウーシュのポスト開発思想は、ポストモダ
ン思想の源流の－．つであるハイデッガー哲学の、
とりわけ「西洋形而上学の超克」という哲学的問
いに影響を受けている。その著『存在と時間』
(1927年)に代表されるように、ハイデツガー哲学
の骨子は、事物の実存(Existenz)を意味付ける基
礎構造である存在(Sein)の仕組みを明らかにする
ことにあるxixoハイデッガーによれば、西洋哲学
は元来、「有」という事柄を成らしめる根本原理、
つまり「存在の原理」について問いかける活動で
あった。ところがアリストテレスにより形而上学
が学問デイシプリンとして体系化され、更にデカ
ルl､以降、近代合理主義に基づいた科学的方法論
が確立.発展するにつれ、哲学は「有とは何を意
蝶するか」という根元的な問いかけを行うことを
｣'こめてしまった。事物の意味は経験主義的な科学
的実証性に還元され、現実は科学的認識が措定す
る客観性の範I篇に限定されるようになった。この
ような近代合理主義哲学に抗して、ハイデッガー
Iま西洋形而上学の歴史を〈解体〉し、哲学が本来待
っていた「存在を問いかける力」を根元的に回復
しようと試みた。このような「西洋形而上学の解
釈学的批判及びその質的転換」を、ハイデツガー
は「形而上学の超克」と呼んだx腿。
つまり「形而上学の超克」とは、西洋近代にお
いて－つの沸点にまで玉!ll達した「科学的合理性」
「計算的思考」「全体性」「普遍性」といった西
嘩文明特有の思考法を克服し、実存を実存戒らし
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める超越的可能性であるく存在>についての思惟へ

と哲学を転換させていく試みである。それは、西

洋近代において支配的な原理である合理主義や経
験主義を離れ、別の原理へと我々の思考法の基礎

を変容させることを意味する。更に、資本主義、
功利主義、科学技術･機械等、近代科学の原理に

支配された我々の社会生活を、新たなものへと転
換していく為の思想的基盤を確立することも意味
する。

『開発を拒否すべき理由』[Latouche,1986]と

『西洋化する世界』[Latouche,1989]においてラ
トウーシユは、ハイデッガー哲学における「西洋
形而上学の超克」のテーマを暗黙的に導入しなが

ら国際開発問題に独自の解釈を与えている。従っ
て彼の国際開発問題観は、開発学者の多くが採用

する実証主義的で政策科学的な解釈とは一線を画

す。一般的に開発学者は、途上国社会に現存する

種々別々の貧困問題、社会問題、低発展問題を所

与のものと捉え、経済学や政治科学の知識を以て

それらに実務的解決を与えることを本とする。開

発学がその成立以来、政策科学と呼ばれる所以で

ある黙ioこのような人口に膳表した見解に反して、

ラトウーシュは、国際開発問題の真のプロブレ

マティークとはハイデッガーが言うところの

「我々 のく運命>」の問題であると主張するxXii・

英国のハイデッガー研究者パッティソンが説明

するように、ハイデッガー哲学にとって<運命＞

(Geschick)とは、二重の意味を有している災xii1。

一つには、存在者(Seiendes)が現実の環境、つま

り現存在(Dasein)の構造に自らを適応させながら
自己を保存する維持能力を指す。もう一つには、

そのような現存在の世界に生きる存在者が未来に

得る可能性、つまり未だ到来しない存在(Sein)の
可能性との関わりを指す。総じていえば、ハイデ

ッガー哲学にとって<運命＞とは、現在に生きる

我々が如何にして自らの未来を決定するか、その

決断能力のことを指す。

同様にラトウーシュは、第二次大戦後の国際開

発体制を、我々の運命を或る一定の方向へ決定づ

ける権力として解釈する。『西洋化する世界」の

著者によれば、国連に代表される国際機関及び

OECD諸国の政府や開発NGOによって取り組まれる

様々な開発政策の本質は、貧困撲滅という単なる
道具的な性質のみに還元することはできない。開
発政策には、途上国の民衆の運命、つまり途|掴
社会の存在の可能性を現在から未来に渡って決定
するという実存的な意味がある。ラトウーシユが

！
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問題とするのは、正にその運命の「決定のされ

方」である。戦後の開発政策は、無限の経済成

長を地球規模で達成させるために、途上国社会を

先進工業国と同じ社会制度へと転換させていくこ
とを理想とした。戦後の国際開発体制において
「開発／発展(development)」とは経済成長のこ

とであり、近代化のことであった。このように途
上国社会の近代化を規範原理として掲げる国際開
発体制では、近代経済学に代表される西欧近代合
理主義に基づく科学知識こそが絶対的な真理とみ
なされる。開発プロジェクトには常に、1）途上
国社会における事物の現状（例：低所得）を発展
に関わる問題として措定する(problematisation)、
2）貧困、低発展などの開発問題を現状分析し、
当該問題の因果関係を理論的仮説に従って説明す
る、3）確立された理論的説明に従って問題解決
の方法を生み出し、政策を実行する、という認識
論上の作用が伴う。ラトウーシュが指摘するには、
開発プロジェクトは、近代化及び経済成長をその
最終的な目標と掲げるために、途上国の民衆のあ
るがままの経験を、近代経済学や近代諸科学の認

識体系に従って対象化し、価値づける傾向がある。
結果、途上国社会の様々な事柄は、「経済的現
実」に還元される。

レヴィーストロース等の構造文化人類学に依拠
しながらラトウーシュは、世界には元来、多様な
価値体系が存在しており、人々の社会関係の在り
方も多様であると主張する。ラトウーシュはとり
わけ「各社会が自らの社会問題に集団的に対応す
る様式」を「文化」と定義するXXivoこの定義に従
えば、各社会集団が自らの集団的運命を決定する
方法は文化の様式によって多種多様であり、一つ
の様式に統一することはできないことになる。と
ころが戦後の国際開発体制は、「発展」「成長」
「近代化」を地球上の全ての社会が従うべき価値

規範であると普遍化し、途上国社会に現存する近
代産業社会とは異なる生活様式を「経済発展の障
害物」として問題視する。そして、科学技術の進
歩と経済合理性に従う形で途上国社会を一様に近
代化させようとする。途上国社会に現存する文化
は破壊され、西洋文明の価値規範によって世界は
均質化される。

後期ハイデッガーの『思惟とは何の謂いか』な
どに言及しながら、ラトウーシユは、このように
世界が近代科学技術の合理性によって均質化して
いく過程を<西洋化>と呼ぶNxv。ここで注意すべき
は、ラトウーシユが用いる<西洋>というカテゴリ
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－は、我々が今日認識するところの地理的実体で

あるヨーロッパ社会のみを指すのではない。『西
洋化する世界』の第一章から第三章において詳細
に議論されているように、ラトウーシュにとつて

く西欧>とは、西洋文明の歴史の中で進化した自文

化中心主義の原理を意味し、非西洋社会の価値体
系を排除して自らの科学合理性や経済合理性を絶
対的なものとする「排他的な普遍主義」のことを
指す。換言すれば、〈西洋化>とは西洋形而上学の

全体化の論理のことであり、近代科学技術や経済
合理性がもたらす存在論上の作用のことを指す。

ラトウーシュにとって国際開発プロジェクトの

最大の問題は、国際機関や各国政府が開発政策を
実施する過程で、途上国の人々から自らの運命を

即自的かつ対自的に決定する可能性を奪う点にあ
る。途上国の民衆は、先進国諸国や途上国の一部
の官僚によってその運命を決められ、自律性を失
う。ラトウーシュが強調するには、世界の人々の
運命の均質化は、戦後数十年の間に起こったもの
ではなく、西洋文明数千年の歴史の中で培われた
ものである。前述したように、〈西洋化>の本質は、
「普遍性」「全体性」「発展」「成長」「発展」
「経済」「科学技術」という諸原理を生み出した

西欧形而上学の歴史そのものに内在する。戦後の
国際開発体制の中心的な規範.原理は、このよう
な西洋形而上学の歴史から派生し、西洋文明によ
る他の文化の支配を（意図せずとも）世界規模で
繰り返しているのである。

故にラトウーシュは、途上国社会の民衆が自律
性を取り戻す為には、国際開発体制に潜在する<
西洋化>の論理自体を否定し、超越する必要があ
ると主張する。とりわけ彼は、近代産業社会を支
え、開発プロジェクトにおいても中心的な役割を
果たしている経済主義を超越する必要があると主
張する。

従って、ハイデツカーの「西洋形而上学の超
克」という問いは、ラトウーシュの思想に以下の
ようなテーマを与えているといえる。第一に、ラ
トウーシュの開発批判は、個別の開発政策の有効
性の如何という道具的な問題に対して向けられて
いるのではなく、国際開発体制の生成原理である
形而上学的な思考に対して向けられている。彼に
とって開発問題とは、科学的実証性の問題ではな
く、存在論的な問題である。第二に、彼が自らの
著作で提唱する「ポスト開発社会の構築」という
スローガンは、正にそのような形而上学的な思考、
特に経済合理主義の思考を克服する意図を有して

－

いる。故に、ラトウーシュのポスト開発思想に関

して我々は、具体的な事例研究によってその実証
性を問う以前に、その存在論的含意を哲学的に検
証していく必要がある。

2．単独性の思想

ラトウーシュのポスト開発思想に潜在する第二
のテーマは、単独性の思想である。単独性とは、
西洋形而上学において、普遍性と特殊性の両概念
と異なる第三の概念のことである。
西洋哲学において事物の在り方を思惟する学問

は存在論である。プラトン哲学以来、存在論は、
現存する種々 別々 の個物を或る一定の秩序に位置
付ける普遍的な法則について考察を重ねてきた。
或る個物を他の個物と関係づけ、そして統合する
このような包括的原理は、全体性／普遍性
(universitas)と呼ばれた。存在論において全体性
／普遍性というカテゴリーは、事物の秩序を考察
する際の第一概念として常に重視される。或る個
物の意味は、世界に存在し得る他の全ての個物を
統合する包括的法則の中の特殊な事例として扱わ
れ、特殊性と呼ばれる。つまり西洋形而上学では、
世界には種々 別々 の現象を統合する何か普遍的な
法則が存在すると考えられ、個物はそのような全
体的な法則を媒介する一要素としてその本質を付
与されたのである。
このように個物の本質を種々 別々 の特殊性を包

摂する普遍原理の下で捉える思考法は、アリスト
テレスの『形而上学』において初めて体系化され、
十七世紀にデカルトによって近代科学の認識体系
へと翻訳された。その後、十八世紀におけるカン
l､の批判認識論によって更なる検証が進められ、
十九世紀にヘーゲルの『大論理学』によって成熟
を見せた。
ところが、普遍性と特殊性の二分法によって世

界を捉えようとする思考法は、十九世紀後半に激
しい批判を受けるようになった｡例えばキルケゴ
ールは、ヘーケルの絶対知の哲学とは対照的な方
迭で、実存の存在論的意味を新たに見出そうとし
た。キルケゴールによれば、実存(Existenz)の意
以ﾐあるいは実存それ自体の経験は、普遍性にも特
殊性にも還元出来ない。実存は、絶対知の表象シ
ステム（普遍性）において概念化不可能なもので
ある。普遍性にも特殊性にも所属しないこの第三
のカテゴリーを、キルケゴールはく単独性
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>(singularity)と呼び、ヘーゲルの弁証法システム
では認識され得ないものであると主張した。単独

性概念は、キルケゴールの他にもフッサールおよ

びハイデッガーの現象学において議論され、その

後二○世紀フランス現代思想において特に重要な

役割を果たすようになった。例えばエマニュエ

ル・レヴイナス、モーリス・ブランショ、クロー

ド・ルフォール、ジャック・デリダ、ジャン＝リ

ュック・ナンシー、ジョルジオ・アガンベンとい

った現象学の影響を受けた哲学者からフーコー、

ドウルーズ、リオタール、更に精神分析学者のラ
カンに至るまで、二○世紀後半のフランス哲学は、

単独性概念を以て西洋形而上学の従来の思考法を

新たなものへと転換しようと試みた。これらの哲

学者はそれぞれ独自のやり方で単独性について考

察しているが、以下の二点において共通の理解が

得られている。第一に、単独性と呼ばれる現象は

普遍性とも特殊性とも異なるということ。位相学

的にいえば、所与の全体性を構成するあらゆる尺

度の対象から外れた、例外的な場所において生成

する現象であるxx,'i・第二に、単独性は概念的な意
味内容を伴わない、いわば表象不可能な現象であ

るということ、である。

欧米の開発学分野ではこれまで全く議論される

ことがなかったが、ラトゥーシュもまた、これら

ポスト・ハイデッガー哲学の流れに沿う形で、独

自の単独性概念の理論化を試みている。前項で既

に説明したように、ラトウーシュのポスト開発思

想は、ハイデッガーの「西洋形而上学の超克」プ

ロジェクトにその哲学的基礎を置いている。戦後

国際開発体制の生成を西欧文明による他の文化の

支配の歴史に位置づけながら、ラ1､ウーシュは開

発政治に潜在する全体化の論理を批判する。ラト

ウーシュの著作において「ポスト開発社会」とは、

そのような存在論レベルでの全体化一世界の<西

洋化>－を超克するユートピアとして登場する。
ここで最大の関心となるのは、「国際開発体制

における形而上学的原理を超える論理とは何か」

である。この問いに関して我々は、社会学的実証
よりもまず先に、存在論的かつ現象学的に解答を
導き出さねばならない。つまり、開発政治に潜在
する経済主義や近代化言説を超越する経験それ自
体と、そしてそのような超越的経験を的中し顕在
化させるに相応しい認識論上のカテゴリーについ
て、相即同時に論証する必要がある。ラトウーシ
ュはまさに、そのような「支配的な開発言説を超

克する経験」として、単独性を理論化している。

’



その箸『遭難者達の惑星』[Latouche,1991]に
おいて、ラトウーシュはポスト開発社会の理論的
かつ具体的な構想を試みている。この本の第二部
において「ポスト開発社会」という言葉は、経済
学及び経済発展の認識体系によって表象されるこ
とのない単独性の現象として登場する。
ラトウーシュはまず、ブルキナ・ファソやセネ

ガル等の西アフリカ地域においてしばしば確認さ
れる「インフォーマル」と呼ばれる社会集団に注
目する。インフォーマルは、IMFやILOなどの国
際機関や先進国諸国のエコノミスト達によって、
しばしば「非公式の経済部門」と定義される。西
アフリカ地域のこのような社会集団は、近代経済
学の公理に即して観察する場合、合理的で効率的
な経済制度とは掛け離れている。つまり市場経済
制度に完全には統合されない、所謂「近代化に遅
れた闇経済」と認識されている。国際機関のエコ
ノミスト達が分析するに、このようなインフォー
マルの闇経済的な性格は近代的な科学合理性に欠
くが、アフリカ社会の経済成長に何らかの生産的
な効果をもたらすと思われる。故に経済開発に携
わるエコノミストの多くは、アフリカの経済発展
に補助的な役割を果たすという意味で、インフォ
ーマル社会集団を認知しようと試みている。
ラトウーシュは、このようにインフォーマル社

会集団を「フォーマル経済・インフォーマル経
済」という経済学上の二分法に基づいて解釈しよ
うとする言説を批判する。そして、インフォーマ
ルを経済的対象物として表象しようとするあらゆ
る認識論上の所作を止揚し、排除しようと試みる。
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全xxvii
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引用部分の第一文においてラトウーシュは、イン
フォーマルを現象学的還元にかけている。彼によ
れば、インフォーマルの実存は、経済的現実を構
成するあらゆる認識体系の絶対的外部（他所／
αj"ど"応)に存在する。経済学の公準に従ってイン
フォーマルの実存を解釈することは不可能であり、
従ってインフォーマルは経済的現実においては意
味内容を有さない。文字通り「読解不能」
(illigible)な存在である。インフォーマルのこの

ような異質な性質は、経済言説上の特殊事例（つ
まり特殊性）と見なされるものではなく、むしろ
単独性として解釈されるだろう。なぜならラトウ
ーシュが強調しているように、インフォーマルは
従来の経済開発言説では認識されることがない
「近代産業社会の他者」(1'α""･edelagrand

societe)であるからだxxviii。

ラトウーシュが行った現象学的還元を通じて、
インフォーマル社会集団の実存が、経済学の原理
に支配された開発言説に対して単独性を維持して
いることがわかった。ラトウーシュは正に、この
ようなインフォーマルの単独な実存に対して「ポ
スト開発」(1'apres-developpement)という名を与え
る。
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「ポスト開発」という名は、インフォーマルの表
象不可能な実存の換嶮（メトニミー）として現れ

る。西洋文明の特有の価値観、とりわけ発展／成

長の価値観を普遍化することなく、世界に存在す

る。ラトウーシュは、インフォーマル社会集団にる多様な価値体系及び生活様式を認めていくこと
内在する経済学の体系では認識されない異質な性がポスト開発社会の実現への第一歩である。
質に、国際開発体制に潜在する全体化の論理を超「複数普遍主義」(pluriversalime)および「文化
克する可能性を見出す。彼にとって、経済的現実の民主主義」(democratiedescultures)というラトウ
に還元されないこのような単独性こそが「開発言一シュの規範原理は文化相対主義の一類型として
説に依存しないオルターナテイブ社会」の源泉で解釈することも可能であり、しばしば「虚無主義
ある。故にインフォーマルの実存は、その経験的的で道徳的な正義に欠ける理論だ」と批判を浴び
側面からいえば「ポスト開発社会」の具体的な一ることがある。確かにラトウーシュは、ハンス．
事例である。また、その存在論的な効果からいえヨナスやウィリアム．ジエイムスのようにカント
ば、単独性と普遍性の相即同時の現象として現れ的な道徳的普遍主義を標傍する政治哲学者を批判
ている。つまり、開発言説の絶対的外部にあるとする意図で、自らを「相対主義者」と呼ぶことが
いう意味で、インフォーマルの実存は単独性であしばしばある“iii。しかし、彼の主張する「相対
る。しかし同時に、ポスト開発社会という新しい 主義」とは、異なる価値体系の間に何の倫理的関

社会秩序の基礎構造を与えるという点で、インフ 係も認めない、所謂「何でもあり」の絶対的な価

オーマルの実存は「普遍性」を表しているxx繭。値相対主義ではない。むしろ、複数の歴史的共同

3．文化の複数性を認める自律・共生社会の
構築

第三のテーマは、ポスト開発思想の規範性であ
る。ラトウーシュは、ポスト開発社会の萌芽をイ
ンフォーマル社会集団の単独な性質に見出した。
彼はこの洞察を一歩押し進め、地球規模でポスト
開発社会を構築する為の規範原理を確立しようと
している。ポスト開発社会の規範性に関しては、
『他のアフリカ：贈与と市場の狭間で』
!at｡uCh6,ib95]、『無限の正義』
!9t｡dEM5:i;;;i等の最近作において詳細に議論
されている。本論では、この時期の彼の考察を最
も端的にまとめていると思われる『文化の民主主
義のために』[Latouche,2001]という短い雑誌論
文から、以下の一文を引用して議論したい“io

Nefaut-ilpassongeraremplacerlereve
universalistebiendefipaichidufaitdeses

derivestotalitairesparunGpluriversalisme'
necessairementrelatif;c'est-A-direparune
veritableGdemocratiedescultureedanslequel

toutesconserventleurl6gitimitesinontoute
leUrplaCe?xxxii

ラトウーシユにとってポスト開発の時代とは、先
進国及び途上国の民衆が、それぞれの社会におい
て歴史的に培ってきたく運命>の決定様式、つまり
〈文化>の可能性を享受することができる時代であ
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体が互いの異質性を認めながら互いの間に最低限

の社会関係を構築していくという意味で、強いて

言うならば、近年ウィリアム・コノリー

(W.E.Connolly)などニーチェ派の政治哲学者が
提唱する「新しい多元主義」(newpluralism)に

近いものがあるxxxir。

このように「複数普遍主義」「文化の民主主

義」という言葉には多分に政治哲学的な含意があ
るが、ラトウーシュの思想においてそれは、自律

性(autonomie)という概念によって最も明噺に理
解されるであろう。イリッチとカストリアデイス
の思想に基づきながらラトウーシュは、ポスト開
発社会とは経済原理から解放された社会であり、
「民衆が自らの集団的運命を自ら決定できる社
会」であると主張する。ラトウーシュにとって自
律性とは「運命を無限に決定できる力」であり、
それは共同体を創造するための政治的自由を得る
ことに他ならない“v・

もしこのような自律性概念に基づくならば、ラ
トウーシュが提唱する「複数普遍主義」とは次の
ように解釈することができる。第一に、「複数
性」とは価値の相対性以上に、「運命を決定でき
る力が多様に存在する」ことを意味する。つまり、
国際開発体制の原理を超えた自律的な政治主体が
複数存在することを指す。そのような多様な主体
によってポスト開発社会は創造される。第二に
「普遍性」であるが、これは西欧形而上学におい
て伝統的に思考されてきたような全体性よりもむ
しろ、「複数の自律した政治的主体の間に構築さ
れる社会関係」と解釈することができる。従って、

■



.＝
一

I

Ｉ
■
■
Ⅲ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｍ
Ｉ
Ｉ
ｊ
ｌ
ｌ
０
Ｉ
ｌ
Ｉ
０
，
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
‘
‘

’
開発パラダイムを超えた複数の政治主体の間に倫

理的関係を構築することが要求されるだろう。総
じて言えば、「複数普遍主義」とは、国際関係に
おいて「運命決定能力が多元化されること」を意
味し、異なる政治主体間が互いの自律性を破壊す
ることなく新たな社会関係を構築することを意味
する。イリッチが「コンヴイヴィアリテイ」概念
によって異文化間の共存・共生の道を構想したよ
うに、ラトウーシュもまた自律的で共生的な「文
化の民主主義」によって南北問題を克服すること
を構想するのである。

応答責任」という哲学的問題と共に議論されるべ
きものである。
以上の研究活動を経て、ラトウーシユは近年、

デクレッシエンド。プロジェクト(d6croissance)
XXXVi1という社会運動を提唱している[Latouche
2006,2007]・同プロジェクトは、1970年代のエコ
ロジズムに端を発する脱成長論の潮流を発展させ
たものであり、その名が示唆するように、無限の
経済成長を求めて膨張し続ける近代産業社会の生
産・消費活動のリズムと勢力を徐々 に弱め（＝
46croitre,downshifiing｡decrescendo)、経済成長を
ともなわない、生命系システムに即した等身大の
社会(lasoci6t6ded6croissance)を構築することを
目指す社会運動理論である。とりわけラトウーシ

ローカル

ユは、先進諸国の各地域が中央主権的な国民国家
システムと資本主義市場経済の双方から離脱し、
公共空間のローカリゼーションを行うとともに、
各地域において生態系に配慮した生産．消費の自
主管理システムを創造することを提案している。
デクレッシエンド．プロジェクトは、近年フラン
スで展開している様々 なオルター．グローバリゼ
ーシヨン運動、例えば、近隣サービス・地域通
貨・参加型予算．エコロジー運動などの連帯経済
運動を、経済想念を超克したポスト開発社会の構
築へ向けて統合するための戦略であると考えられ
る職xviiioこのような急進的エコロジー政治思想と
ローカリゼーション戦略の融合は、1970年代にア
ンドレ・ゴルツが提唱した「エコロジズム」を継
承するものであるXXXi蝋。また戦後の日本思想の文
脈でいえば、1970年代後半から1980年代初頭に
かけて玉野井芳郎氏が提唱した「地域主義jXlに
通じるものがある。ただし、玉野井氏の地域主義
と異なり、ラトウーシュの提案するデクレツシエ
ンド・プロジェクトは、地域の自立を社会運動と
して達成していこうという戦略的な性格が前面に
出ている点、そして哲学的．倫理学的な省察が多
い点が特徴である｡言い換えれば､ヂｸﾚﾂシェ
ード・プロジェクトは、「経済の民主化」を達成
ずるための市民社会のエンパワーメン卜戦'略の一
つであり、ラディカル．デモクラシー理論をエコ
ロジー思想によって補完するものである。
ラ|､ウーシュのこのような立脚点は、先進国と

途上国との間に歴史的に作られた南北構造を意識
してのことである。なぜなら経済主義的。近代主
義的な開発原理は西洋文明の歴史の中で生まれ、
ヨーロッパ諸国の植民地政策によって世界中に広
襲った。今日の国際開発政治において、米国、ヨ

一ロッパ、日本をはじめとする先進工業諸国は

「地球上の全ての社会が目指すべきモデル」とし

て象徴化されるまでに至っている。今日の南北関
係を規定するこのような表象システムを転換する
には、まず先進国の民衆が自らの生活を規定する
経済原理から解放され、経済想念にとらわれない

社会を築くことが肝要である。ラトウーシュ自身
が注意深く考察しているように、デクレッシエン

ド・プロジェクトは、先進国の民衆の途上国の民

衆に対する一方的な慈善活動ではない。等身大の
社会の構築は、先進国の民衆が、失業・貧困・環

境破壊等々、近代資本主義社会が引き起こした経
済社会問題から解放されることも意味し、先進国
の民衆自身が自律性を享受することを目的とする。

デクレッシエンド・プロジェクトは、先進国の民

衆と途上国の民衆が共に自律した政治的主体とな

り、垂直的な権力関係によって構成されている南
北構造を、より水平的で民主主義的な相互扶助の
関係へと転換していくためのガイドラインとなる
社会運動論である。

ラトウーシュのポスト開発思想は今後、政治理
論として成熟していく必要がある。1990年代以降
のラトウーシュは、様々 な機会で自らのポスト開
発思想とフランスにおける左派政治運動との間に
理論的連関を見出そうと努めてきた。また彼の著
作は近年、デクレッシエンド・プロジェクトとラ
ディカル・デモクラシー論との関係を理論化する
ことに多くの時間を費やしているXlioそのような
傾向は、彼がアレントやカストリアデイスの政治
哲学にこれまで以上に関わるようになっている事
実からも確認できる。しかし、経済学の認識体系
を哲学的に<解体〉し、更にフランスにおける新自
由主義グローバル化の影響を批判するという重労
働の中で、ラトウーシュのポスト開発思想は政治
理論としての確固たる地位を未だ確立するには至
っていない。彼の思想は今後、欧米のラディカ
ル・デモクラシー論者達の仕事と比較検証される
ことで、一層深まっていくであろうXliio筆者の今
後の研究は、そのための布石を確立することに貢
献するものである。

社会の具体的事例を模索する社会科学上の実証分
析は、そのような単独性の現象を顕在化させるこ
とを研究プログラムの目標とすればよい。ラトウ
ーシュの著作は、ポスト開発社会を実証する際に
必要な分析概念を哲学的に明確な形で提示してい
る唯一の作品であるという点で、ポスト開発思想
研究において重要な一石を投じるものである。欧
米の開発学者の多くは、ポスト開発思想家が開発
批判を行う一方でオルターナテイブ社会に関する
具体的なプログラムを提示していない、と批判し
ている。しかし、ラトウーシュの著作は、ポスト
開発社会を単独性現象として考察している点で、

ポスト開発思想に対する否定的な見解を払拭し、
ポスト開発思想を巡る議論をより建設的な方向へ
と押し進める潜在的可能性を有している。
第三点として、ラトウーシュの著作は、ポスト

開発社会を構築する際の規範原理に関しても、哲
学的に建設的な示唆を含んでいる。欧米の開発学
者は、ポスト開発思想全体を「文化相対主義の思
想」と一括して評価し、ポスト開発思想家の議論
を個別に分析･評価するには至っていない。また、
個別に分析を行ったとしても、これら開発学者の
分析視点は多分に社会科学的であり、哲学的な手
続きを踏まえていないものが多い。ラトウーシユ
の著作におけるポスト開発社会の規範性に関する
議論を注意深く分析すれば、彼の思想が自らを
「文化相対主義」と形容する程には相対主義的で
はないことがよくわかる。「相対主義」という名
をもってラトウーシュが主張するのは、存在論及
び認識論上の「相対性」のことであり、彼の価値
規範はむしろ政治哲学における「新しい多元主
義」の流れに属するものである。『他のアフリ
カ』(1998年）、『無限の正義』(2003年)など
の最近作で明らかなように、ラトウーシュは単な
る価値の絶対的相対性を主張しているのではない。
むしろ彼は、西アフリカのインフォーマル社会集
団のように存在論的に異質な歴史共同体の実存を、
ヨーロッパのような先進工業国が如何にして受け
入れることができるかという倫理的な問題を提起
している。この点において、ラトウーシュの思想

の規範性は、レヴイナスの倫理学に代表される
「他者性の思想」に近いxxxvio従ってラトウーシ

ュが取り組んでいる問題は、ポスト・ハイデッガ

ー哲学の潮流でいえば、レヴィナスを始め、デリ
ダやヤン。パトチュカ(Ja,,Patocka)の著作にみ
られる「ョ－ロッパの非ヨーロッパ社会に対する

’
結論

本稿は、セルジュ・ラトウーシュのポスト開発
思想について、その根本的テーマを明らかにする
形で議論してきた。第1節から第2節までの議論
を踏まえた場合、ラトゥーシュの思想は以下のよ
うに評価出来る。

第一に、ラトウーシュのポスト開発思想は、明
蜥な哲学的方法に基づいて開発批判を行うという
点で、極めて異彩を放つものである。ノ､イデッガ
ー哲学における「西洋形而上学の超克」という問
いを借用しながら、ラトウーシュは、戦後の開発
政治の起源が西洋文明の歴史の中で発展してきた
形而上学的思考に根付いていることを明らかにし
ている。欧米の開発学において、これまで多くの
社会科学者が国際開発問題の経済主義的な側面や
近代主義的な側面を批判してきた。しかし、開発
政治に潜在する哲学的問題を方法論的に明確な形
で、しかも存在論と認識論の双方から明らかにし

ようと試みる学者は、現在のところラトウーシユ
以外には存在しない。そのようなラトウーシユの
立場は、他のポスト開発思想家と比べても、哲学
的論証性という点において秀でているといえる。
第二に、ラトゥーシュは、開発政治の原理を超

えるオルターナテイブ社会（ポスト開発社会）を
考察するための重要なカテゴリーを理論化してい
る唯一のポスト開発思想家である。本論の第二節
第二項で論じたように、ラトウーシュは開発政治
の原理を超える経験を、単独性概念を用いて考察
している。ラトウーシユの議論によれば、ポスト
開発社会の源泉は、西アフリカ地域のインフォー
マル社会集団や他の途上国社会の社会集団に内在
する、経済発展の認識体系において表象されるこ
とのない単独な実存にある。従って、ポスト開発

■＝

’

i本稿は、「フランスのポスト開発思想：セル
ジュ・ラトウーシュの縮退理論を中心に」と
いうタイトルで日仏経済学会総会研究会
(2008年3月21日／於：早稲田大学現代政
治研究所）で発表された論文を加筆修正した
ものである。
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iiラトウーシュの思想背景に関しては、次の文献
を参照のこと。

AlainCaille,eEnrelisant<<Laplanetedes④

naufiag6s>>deSergeLatouche',L"Rev"edw

M4USSse"7Gs"/e//e,no.2,1993,pp､24-27
PietroMontanari,LPostftlzione:Sulsimbolismoe

delMA.U.S.S.:.@paradigma''dellatraduzione

o.4programma''diricerca?'inSergeLatouche,
(ed.)LY)7yeﾉ7zioﾉ7e火"'eCO"O""α,Bologna:
AriannaEditrice,2001

eYoshihiroNakano,E"7α"c抑"o"α”
Oveﾉ℃o"""gMe"/W""7Pos/-deye/･""7e"r
IWozI帥r:S"7g/ﾉﾋ"･奴/hePo""“/α"d
ReSpo".gめ"j"(DPhilThesissubmittedtothe

UniversityofSussex,February2008)(特に
IntroductionとChapter4)

oYoshihiroNakano,@SingularityandEthicsin

Post-developmentThoug1t:IntelpretingSerge
Latouche's/t7""e4か〃"ee""e""e/
〃7αﾉ℃姥，,‘ﾉbz""αﾉQM7/e'･"α"o"α/Reﾉ""o"s

"7dDelﾉeIQp"7e77/,vol.12,no.1,March2009
(Forthcoming)

oOsvaldoPieroni,GIntroduziones@GLemarteau

danslatete"'inSergeLatouche(ed.)""ﾉ"i
Mﾌﾉ城,4"7．eA化"/卯4〃""e""FO放o"o""α

Ver."αco/Z7/･eesocie/"co"viviq/e,Rubbettino:
RubbettinoEditore,2004

''iJeanWeilleretBn,noCarrier,/'gco"o""e〃o〃
foWb""耐/ee"丹α"Ceα"XMXesidc/e,Paris:PUF,1994
iMAnne-MarieChartier,E,s"cl･"".s'"･ﾉeco"cep/"
dgvelOPPel"e"/,Grenoble:PresseUniversitairede
9Ienoble,1996,pp.1/4
YJean-LOuis.LMilleetA.D.Cattani,D""o""α〃e蛇
/'α"かg.dco"o"'ie,Paris:DescleedeBrouwer,2005
MI!W!!""EHMMM
v11Y!'.AI3inCaill6,C"",e咋肋ﾉ.αなo〃〃"""/ﾉ.ef
A4b"施""""s:LaD6couvert"eprinted
MM9IEi"lypublishedin~i"
viii本論におけるフランス左派政治の変遷に関する
記述は、下記の文献に基づいている。

ggWWsi9riadis,<<la<<gaucha;enl985>>ioe

Doﾉ"αi"escle"んO""77e:Lescα〃鮠z"．s的／
／α妙加油e2,Paris:Seuil,1986

ComleiusCastoriadis,Lqsoc彪花α/α姥ﾉ"e,PariS:の

Seuil,2005

KristinRoss,MtI)ﾉ'68α"‘晦峨eﾉ･"ves,Chicago●

2Wondon:TheUn,yoim65g;ff"
2002

S・Khilnani,"g""gRevoん"o":”e/j7re"ec/,"α/⑳

L誠"7Posrwaﾉ・丹α"ge,NewHaven:Yale
UniversityPress,1993

おいて想定されていた全体性／一般性とは異なる

位相を占めることになる。ポスト・ハイデッガー

哲学において「普遍的性」はまさに単独性の一側

面として現れる超越論的現象である。単独性即普

遍性という考え方に関しては、『トランスクリテ

イーク』（増補版，岩波書店，2006年）における

柄谷行人のカント哲学解釈も参考になる。
xxxiこの点に関しては、拙著近刊論文:Yoshihiro

Nakano,@SingularityandEthicsinPost-development

Thought:InterpretingSergeLatouche'sI'α""e"･i9"e
e""efわ"e""αﾉ℃ﾙさ',(所収:Jb2"･"α/q〃"je'"α"｡"αノ
Relt7"o".Fαﾉ7"Deve/qp"7eﾉ",vol.12,no.1,March2009,、

Palgrave:Macmillan)で詳細に議論している。
xxxiiSergeLatouche,<<Pourunedemocratiedes
culmres>>LEcoﾉO部re,vol､2,no4,Hiver2001,p61

xxxiii例えばJirs"ces.rα"sIか""es(2003年)の中で、ラ
トウーシュは、ハンス・ヨナスの普遍主義道徳哲

学を批判している(Latouche,2003,pp.123-129)。
また「複数普遍主義」の定義については、ラトウ
ーシュのイタリア語文献〃Pe"sierocreq"voco""℃

/'eco/70""α火"'".Fz"･db(2002年)の120頁目を参照
のこと。

xxxivWilliamEConnolly,P/z"α"3"7,Durhamand

London:DukeUniverisityPress,2005

コノリーは同著41-43頁で、文化相対主義と多元

主義の違いを定義しているが、その区別にしたが
えば、ラトウーシュの思想は間違いなく多元主義
に属する。また「新しい多元主義」を巡る最新の
議論に関しては、DavidCampbellandMorton
Schoolman(eds.)TY7eﾉVEwP/z,"．α/加"･恥/"αﾉ〃
CO""Oﾉｹα"drﾙeCbﾉ"e"Zpoﾉ．αノツGﾉO6q/Co"ffi"o",
DudlamandLondon:DukeUniversityPress,2008を
参照のこと。
xxxvCornleiusCastoriadis,<<la<<polis>>grecsetla
cr6ationdelad6mocratie>>inDo"7qi"e火ノ'ﾙO脚"7e,ノ“
cα"･eO"ﾉ智伽肱刎･"7/ﾙe,Paris:Seuil,1986を参照の
こと。カストリアデイスは「自律性」を、社会集
団が共同体の法〃O"70Sを決定できる力と定義する。
しかし彼の議論の力点は、「法を決定する」とい
う決定性よりも、「法を決定する根元的な条件と
してのく非決定性>」に置かれている。つまり、一
度共同体の法が決定されてしまうと、法の規範に
従わねばならぬという点で、社会集団の自律性は
失われてしまう。自律性について議論する際に重
要なことは、「いかにして社会秩序を転換し続け
ることができるか」という、未来において別の社
会秩序を構築する可能性、つまり「自主創造

xIxMartillHeidegger,Be"79α"〃""e,Oxfbrd:
Blackwell,1962,(tr.J.Macquarrie&E.Robinson)
xxMartinHeidegger,6lad6passementdela
m6taphysique'in&.rαなe/COﾉ泥'．e"ces,Paris:
Gallimard,1958(tr.A.Pr6au)
xx'JanNederveenPieterse,De,,eノ"ﾉ"eﾉ汀鰯eoﾊ'：〆

Deco"s"･"c"o"/Reco"s"･"c"o",Lolldon:SaJ,2001,

Ch.l

xxiiSergeLatouche,<<Pr6face:L'Occidentalisationdu
mondeaup6riodedeglobalisatioll>>in
L'0ccﾉ此ﾉがα/耐α"o〃fh/"7o"火,ノ'6虚"o〃北2003,Paris:

LaD6couverte,plO.ラトウーシユはとりわけ第二
次世界大戦後のいわゆる「後期ﾉ､イデッガー」の
思想に影響を受けており、ハイデッガーの科学技
術批判・西洋文明批判・言語論を多く引用してい
る。

IKxiiiGeorgePattison,77ieL"eﾉ･HEiftggeﾉ･,London:
Routledge,2000,p3

xxl､'SergeLatouche,F"z"-加帥Seﾉ．/effveﾉQppe",e"/？
Paris:PUF,1986,pl64

xxvSergeLatouche,L'0cci火"/α/おα"o刀血ﾉ"o"火.・
跡sq/,W"･/αsjg〃cα"o",ﾉapo"4ee//eS"'""esft
/・""油ﾉ･"1iFq"o""/α"§/α"e,Paris:LaD6couverte,1989,
Chs,2,3

藤x,’!フランス現代思想の流れに従えば、単独性を
最も横断的かつ一般的な形で思惟したのはデリダ
である。彼の「痕跡」(trace)という概念は、言語
学、文学、政治、哲学、精神分析学において単独
性現象が様々 な形で現れうることを示唆している。
また、近年の現代思想においては、単独性を位相
学の見地から理論化することが主流である。例え
ばラカンの精神分析の影響を受けているアラン・
バデイウやエルネスト．ラクラウは、単独性現象
を存在論上における「欠如」(levide)であると定
義する。一方でアガンベンは、シュミットとベン
ヤミンの読解から出発し、単独性を「政治共同体
の法体系を超越し、法秩序の有効性を止揚するく
例外状態>(statodieccezzione)」と定義する。何れ
の学派においても、単独性は、普遍性にも特殊性
にも還元されない異質な位相を占めると考えられ

蕊:違隠L剛｡uche,"""'MigLaD6cOl,verte,1991,""‘,…$""":"‘"‘lfz"・ノ,q"ﾉ.をs_虎ve/Q〃うど"7e"/,Paris:LaD6couverte，1991,
pll6

鞭職麗‘
x児x現代思想の最前線では、単独性がそのまま普遍
的なものとして表象される可能性が議論されてい
る。この場合、「普遍性」は、従来の形而上学に

C.Sowerwine,F>･"7ceS//7ce/870.･C"/""．e，O

Po""“αﾉ7dSbc/e",London:Palgrave,2001

!x1980年代以降のフランス哲学／政治哲学の傾向
に関しては、MLilla,GTheLegitimacyoftheLibel.al
Age'illLilla,M.(ed.),"ewF>･e/7cル”o"g/"rPo""“/
Pﾙ"osqP/i)'(Pri''ceton,NJ:PrincetonUniVersityPress,
1994)が参考となる。

xKristinRoss,A"tりﾉ'58α"‘/"s4/ieﾉ･/ﾊﾉes,Qp.c".,pl69
（拙訳）

xiJacquesRanciere,@LaLegendedesintellectuels'
●、

reprintedinLe.rscd"esd"pez(p/e(Rel'o//e.r/og/9""
、

/，万-8",Paris:Horlieu,2003/PeterDews,@The
NouvellePhilosophieandFollcault',Eco"o"リノα"〃
Sbcie",8,no.2,May,1979,pp.127-71
また、K.RossとS.Khilnaniの前掲書を参照の

こと。

f'!EeterDews,:TheNewPhilosophersandiheEndof
Leftism'inR.EdgleyandROsbburne(eds.),Ra戒cα／
Pﾙ北sm)ﾉhyRea北r,London:Verso,1985
xlmこの点に関しては、拙者のPhD論文
E"7α"c抑"o〃αﾉ7dOveﾉ℃o"""gMMe/"恥/cs//7Pos/-
deve/qp"7eﾉ〃Z77o"gﾉ".･S加gzｲﾉαﾉ伽|,/ﾙePo""c"
Reqpo"sめ"i"(2008年2月サセックス大学提出
[BritishThesis])の第1章と第2章を参照のこと。
¥'vAramZiai,(TheAmbivalenceofPbSt-development:
betweenReactionaryPopulismandRadical
Democracy',乃か〃〃bﾉ．〃g"αﾉγeノヵ,2004,vol.25,
no.6,1045-60
xvibid、

xv1カイエとラトウーシュが主宰する社会科学にお
ける反功利主義運動(MAUSS)では、1'6conomique
という表現をもって「実際の経済諸活動」と「あ
る対象を経済的現象と認識する経済理論の枠組
み」の双方を指す。なぜなら、実際の経済諸活動
は経済的認識と不即不離の関係であり、経済活動
の批判は同時に経済理論の認識の枠組みの批判を
伴うからである。

xviiSergeLatouche,L'/"ve""o〃北/'&co"o"7ie,Paris:
Albin-Michel,2005,pl3

xviii本章第二節の議論は、拙著E'"α"c伽"o"α"d
Oveﾉ℃｡"""9MMe/"ﾉiysicsi"P｡s/-dt,ve/qpi"e"/77io"gh/
（前掲書）及びcOntheSingulal-NameofPost-

development:SergeLatouche'sDestruktionof
developmentandthepossibilityofemancipation'in
AramZiai(ed.),Expﾉひ'加gPoIs/-ftl'e""7e"/,･777eoﾉγ
α"dPﾉ.αc"ce,Pﾉ℃〃e"7Sα"JPeﾉ"ec"jbs(Londonand
NewYork:Routledge,2007)における分析に基づい
ている。

ニタ

声一

夢グー

ｌ
山
ｉ
Ｍ
Ⅲ
１
１
１
‐
心
Ⅱ
Ⅲ
Ｉ
Ⅱ
Ｉ
肋
Ｉ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅲ
‐
Ⅲ
卜
脹
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｌ
Ｉ
Ｉ
Ⅲ
Ⅲ
‐
１
１
Ⅲ
Ｉ

’

■

■

『

Ｉ

ト

■

62 63

4

:こさ．盲二二三一一、ー‐且房一一一一＝

一 一一一 一 － －－－－－ ‐一一一一＝一一一＝一＝＝一一一一一一一一
1

I

.~ー‐ーーー－－－－

一



’

’

1

1

I

‐＝

'’

『’

/'α"/O-Cﾉゼα"o"」の問題である。カストリアデイス

にとって自律性とは、ハイデッガーのいうところ

の「存在論的および時間的差異」(ontologicaland
temporaldifference)を創出する力のことを指す。
ラトウーシュもまた、そのような存在論レベルで

の非決定を維持する力として自律性を捉えている。
xXxviラトウーシュの思想とレヴィナスの倫理学の

間の類似性に関しては、拙著「E"7α"叩α"o"α"‘
Oveﾉ℃o"""gMerzWWcs"7Pos/-"ve伽"7e/7/

"o"gﾉ":Si"9"〃，加"bePo""Cq4Respo/7si6"ぬ'」

（2008年2月サセックス大学提出博士論文[British
Thesis])の第6章:EthicallniunctioninPost-
developmentPolitics:Responsibilityfbrtheother

AfiFicaandDemocracyofCulmreを参照のこと。

xxxviiD6croissanceには未だ定訳が存在せず、訳者
によっては「縮退」（清水眞理子）、「収縮」
（原宏之）、「減成長」（アンドリュー・サタ

ー）といった言葉が当てられている。しかしラト

ウーシュ自身は、d6croissanceをその字義にある

「減少」「縮小」という意味よりもむしろ、「無

成長論(a-croissance)｣(経済成長に対する信仰

をもたないこと）という意味で使用している（参

照:SergeLatouche,LeP""i咋〃虎cﾉ℃“α"'Ce9

Fayard,2006,pl7)｡Decroissanceを「脱成長」と
訳すことは論理的に可能である。なぜなら否定接

頭辞のd6はラテン語disに由来し、「脱出する」

「離脱する」「方向転換する」という意味がある

からだ。しかし仮にd6croissanceを脱成長と訳し

た場合、次の2つの問題が生じる。第一に、1970

年代から日本でしばしば語られてきた脱成長論言

説一般との区別がつかなくなる。第二に、

decroissanceの字義である「縮小」「弱体化」とい

う意味が比嶮的に想起させる、「経済成長の威力
を弱める」「経済領域を縮小して社会関係に埋め
込む」というエコロジー運動としての戦略的側面
が表されなくなる。したがって、イリッチの
convivialityがしばしば「コンヴィヴィアリティ」
と翻訳されるように、筆者は、d6croissanceを「デ
クレッシエンド」あるいは「デクレッシエンド．
プロジェクト」と訳し、そのラテン語のルーツを
残しておく。そして、デクレッシエンドを「脱成
長論フランス学派」あるいは「新・脱成長論」と
いった形で紹介し、国際開発学。オルタナテイブ

経済研究・環境社会学における議論に服させるこ
とにする。
xxxviiiSergeLatOuche,た〃α廊咋/α姥cro""7ce,2006,

Fayard,pp.24-5
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xxxIxアンドレ・ゴルツ箸『エコロジスト宣言』
橋武智訳、緑風社、1983年
xI例えば、玉野井芳郎著『玉野井芳郎著作集3

一 ■ －

1局

地域主義からの出発』学陽書房"ISergeLalouche,<<CMri""s6[lfdei｡1990年xliSergeLatouche,<<Castoriadis,penseurdela
d6croissance:Megamachine,d6feloppementeisoci6t6
aUtonome>>,inBlaiseBachofien,SionElbazand
NicholasPoirier,eds.,Coﾉ･"e/"sCq@r/oﾉadisj
姥"7Veﾉ"eﾉ．/'αz"o"o""e,Paris:EditionduSandre,

"

2008

xliiこの点に関しては、Nakano,O""7eS/"9zｨ〃ﾉ・
ﾉWTノ"eqfPos'/-dｾ1'e/qpﾉ"eﾉ",op.cit,を参照のこと。ま
た、ラディカル･デモクラシー理論の潮流（ポス
ト･ハイデッガー哲学）に関しては、Nakano,
母"αﾉ?apa"o"α"dOl'eﾉ℃o"""gMMe/"ﾉWcs/"Pos/-

車

"1'e仰'"e"/77iozIgli/,op・cit・の第三章を参照のこと。
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諏訪貞夫教授を悼む

西川潤

（早稲田大学名誉教授）

早稲田大学名誉教授の諏訪貞夫教授が2008年9月20日、急逝された。
諏訪教授は、1976-84年の間、日仏経済学会の事務局長を勤め、学会の発展に大きな貢献
をされた。

諏訪教授は、久保田明光先生の門下で、早稲田大学大学院経済学研究科在学中の、1962
－65年の間、パリ大学法経学部大学院博士課程に留学し、フランソワ・ペルー教授に師事
した。1966年以降、早稲田大学政治経済学部に奉職し、助教授、教授（1975-2002年、
同年定年退職）として、経済政策を担当した。教授は、ペルーの経済成長論を研究し、経
済成長が地域・産業・貿易構造に及ぼす影響について多くの実証分析を行った。1970年代
には、フランス経済計画の成長モデル、多部門モデル、産業連関分析等について精力的に
検討を行い､『経済政策講義』(成文堂､1986年)、『貿易摩擦と経済政策』(成文堂､第二版、
1993年)、「仏語圏経済分析と輸出入関数の推定』（成文堂、1994年)、『フランス経済分析
と輸出入関数の計測』（成文堂、1995年）等の研究書を著し、京都大学より経済学博士号を
授与された。

諏訪教授の学問の特徴は、ペルーにより創始された支配的経済論の展開をマクロ計量モ
デルにより進め、地域間や部門間の「偏向的成長」や地域間の構造変化、貿易構造の変化
などを理解するための精密な分析を展開したことにある。1976年には日本の経済企画庁と
フランスの経済計画庁の代表たちを集めて、東京で経済計画に関する日仏経済学会議を主
宰し、日欧の混合経済国における経済計画概念、手法、問題点を比較し、日仏の相互理解
に貢献した。この報告書は、日本の経済企画庁から『経済計画に関する日仏シンポジウム
報告書』として刊行されている。日本における経済計画の学問的研究の先駆者の一人であ
る。

諏訪教授は、日仏経済学会では久保田明光、山川義雄、岡山隆の各会長を補佐し、また、
『BULLETIN｣19号(1998年）に「日本のフランス経済学研究の過去。現在．将来」と
題して、日仏経済学会の歩みを振り返っている。早稲田大学退職後も、フランス旧留学生
の会の副会長、次いで会長として、かつてフランスに学び、日本で活躍しているアンシヤ
ン．ブルシエのネットワークの世話役として、彼らのフランスとの絆作りに尽力した。
諏訪教授の退職時に、『早稲田政治経済学雑誌』（第349号）は「諏訪貞夫教授定年退職
記念論文集」を網み、同教授の功績を讃えている。この号には同教授の年譜、著作目録が
掲載されている。

諏訪教授退職後、門下の研究者たちによって、2冊の論文集が編まれている。古希記念論
文集としての『日本経済の新たな進路一実証分析による解明』（文真堂、2002年）及び『日
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本経済の進歩と将来』（成文堂、2007年、『BULLETIN｣25号に長部重康教授による書評

掲載）である。この両者を読むと、計量分析を軸とした諏訪教授の広範な学界への影響力
のほどが伺われる。

この最後の本に収録された同教授の日仏経済関係の回顧とその日本経済近代化に関する
仏語論文は、日本経済の黎明期におけるフランスの影響の貴重な評価であり、学会では諏

訪教授にお願いして、これを日本文にしてもらい､『BULLETIN』第25号の巻頭を飾る「日
仏修交150年記念論文」として、掲載させて頂いた。今となってはこれが諏訪教授の絶筆
となった。

諏訪教授の人柄は温厚篤実、よき僚友先輩として、また優れた師として、多くの同僚、
後進や学生たちの信頼を受け、慕われた。フランスで学び、フランスで身につけた経済計
画の計量分析を武器に、日本・フランス・世界経済の分析を広く行い、経済政策の分野で
数多い俊秀を育てた同教授のご冥福を心からお祈りしたい。

筆宝康之著

『フランス建設労働論一職人。移民と建築家の集合カー』
365ページ、立正大学経済研究所研究叢書、2008年3月刊

藤澤好一（芝浦工業大学名誉教授）

旺盛な探究心の集大成でもあるのだ。

さて主題をなすフランス建設労働論だが、

その背景となる歴史、政治・経済、産業、文

化などとの関わりに加えて､欧州連合､英米、

日本との対比からも論じられている。その点

では興味深い建設産業国際比較論にもなって

いる。建設産業システムは国ごとに独自のも

のが形成されており、その雇用、就労の形態

にもさまざまで、差異点が多く見られるのが

特徴だ。自国での常識が、他国では違うとい

うことも少なくない。内需が中心ということ

もあり、その国の歴史、発展過程の影響を受

けている。著者はそれを自然風土から社会・

文化にいたるまで傭倣的に論じている。建築

家を登場させたのもその役割の大きさ故だろ

この書が単なる建設労働論でないことは

書名から伝わってくる。副題の妙というべき
か、職人・移民と建築家の集合力、というの
がなんともフランスらしい。手に取れば、表

紙いつぱいにデザインされた新凱旋門＝ラ・
デフアンスが目に飛び込んでくる。これが放

つ雰囲気はどうみても労働の世界を超越して

いる。だがソフトカバーの表紙をめくった中

表紙は、研究叢書・立正大学経済研究所、と
なっており、著者の大学退官にあたっての集
大成なのだ。目次の構成も学術書そのもので
あり、章のタイトルに建設労働、労働経済、
雇用管理などの用語が多用されている。だが
巻末に索引されている地名・人名・建設・美
術用語の範囲は極めて広い。いいかえれば、
見るもの間くもの読んだもの、それらのすべ
てが筆宝流建設労働論の対象なのだ。その典
型が[付論]欧州建設労働紀行だ。現地、現場
を歩き、見聞した事象が記述されているだけ
ではない。多岐にわたる視点、裏づけとなる

資料、それに見解が付され、筆宝論が展開さ

れている。これらは建築を専門とする筆者に
とって、読み物としても新鮮で面白い。そし
て、脳裏に浮かんだのは筆宝さん特有の取材
スタイルだった。一緒に何度か現場を訪ねた
ことがあったが、持ち歩くショルダーバック
はいつもいっぱいの資料で見るからに重そう
だった。荷のかかる肩をいからせ、矢継ぎ早
に質問を発しながらノートにメモをとるあの

フ。

著者のかつての労作・日本建設労働論

く1992年刊〉の副題は、歴史。現実と外国人

労働者。両国の建設労働事情を比較してみる

とその違いはまさに歴然としている。下請け

制度、雇用管理、労働時間、休日。休暇、失

業、労災、職業訓練、能力評価、労組etc、

課題山積のわが国からみれば学ぶべき点は多

い。この産業の自閉的、独善的体質から抜け

出すには、海外の取組みにもっと目を向ける

べきだろう。その点でもこの書は関係者相互

の連携力、集合力を醸しだす土壌つくりの栄

養素となる。ただ、関心のある一部が仏語の

ため吸収できないのが惜しまれる。
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葉山滉著

『フランスの経済エリートーカードル階層の雇用システムー』

240ページ、日本評論社、2008年8月刊、3360円

これまでのフランス雇用・賃金システム研究は、

暗黙のうちに生産労働者を対象とした省察であっ

たり、マクロの統計データを用いた分析であった

りすることが多かった。これに対して葉山滉の作

品は、フランスのカードル階層（管理職・専門職）

の雇用システムを固有に取り上げ、フランスの代

表的企業での聞き取り調査によってその実相に迫

っている。雇用の高学歴化が進み、高学歴ホワイ

トカラーの雇用の伸びが相対的に高いことを考慮

すると、カードル研究の今日的意義は決定的であ

る。また、ホワイトカラーを対象とする従来の雇

用システム論は、アングロサクソン諸国やドイツ

を対象とした文献に良書はみられるのだが、南欧

のカルチャーをもつフランスのそれはほぼ皆無で

あったといってよい。この意味でも、フランス・

カードル論という本書の研究史的寄与は大きい。

本書は3つの部分からなる。第1部「大企業カ

ードルの雇用システム」では、第1章で西欧諸国

におけるカードル階層の比重、役割、歴史的形成

などが概観された後、フランスの自動車メーカー、

鉄鋼企業グループ、情報通信会社、大型スーパー

の4つの大手企業の事例に即して、カードルの雇

用システムの特徴が論じられる（第2～4章)。つ

づく第Ⅱ部「変貌するカードルの職場」では、労

働時間の短縮化のもとでのカードルの労働時間制

度と、カードルヘの女性進出が論じられる（第5

～7章)。最後の第Ⅲ部「カードルの養成制度と年

金制度」は、カードル階層の形成を制度として定

着させたカードル年金制度と、この階層を供給す

70

安孫子誠男（千葉大学）

るグランドゼコールでの教育制度について論ずる

（第8～9章)。

では､本書に独自なファインデイングズは何か。

少なくとも次の3点は指摘できよう。

第一に、フランスのカードルの雇用システムが、

通念に反して、内部労働市場の発達によって特徴

づけられることが検出されている。ことに、(1)カ

ードルは企業内定着度が高く、強い長期雇用性を

有すること、（2）内部流動性が高く、とくに職能

間移動の幅が広いこと（"ゼネラリスト”志向)、

(3)人事管理のうえでは、長期的視点のキャリア

予測管理に立脚しつつ、短期的成果を検証する目

標管理が行われ、キャリアでの決定的選抜は30

歳台後半からであること（"おそい選抜")、などで

ある。日本と欧米の雇用システムの対照性を（の

み）力説する研究潮流への批判意識が本書には随

所に顔を出す。

第二に､鉄鋼メーカーの企業グループに即して、

賃金決定方式とキャリア管理・能力開発との関連

が仔細に論じられている。この点に立ち入る第3

章は本書の白眉をなす。「キャリアを通じた基本給

の変化モデル」（71頁）が示され、賃金決定の方

式に長期の能力開発が巧みに組み込まれているあ

りよう、あるいは、キャリアの将来展望を「潜在

能力」開発のプロセスとして設定するという－

「ポスト（職務）の論理」とは異なる－「能力

の論理」が浮き彫りにされている。さらに、移動

の管理と能力評価のための企業グループ全体を視

野に収めた人的資源管理のネットワーク、個々の

カードルのキャリア展望を長期の視野からの「潜

在能力」開発と結びつける組織上の工夫が、てい

ねいに検出されている。

第三の独自性は、労働時間が長く、勤務様態が

異なるカードル層に対して、時間短縮に向かう新

たな労働時間制度が設けられた経緯が浮き彫りに

されている点にある。彼らが受け取る「一括報酬

fbrfait」の様態変化との関連で、労働時間制度の

再編にもとづきカードルが3つのカテゴリーに分

けて論じられる。とくに就業日数基準による労働

時間制が導入されたカードル多数派に独自な時間

短縮、ならびにそうした労働時間短縮化のもとで

のカードル階層の構成変化が、摘出されている。

こうした中核的テーマとの関連で、後段ではさ

らに、（1）カードル階層への女性の進出、その職

能（ヨコ）と職位（タテ）の広がりの実相、（2）カ

ードル階層の成立を促した「補足年金」と呼ばれ

るカードル年金制度の独自性、（3）カードルを養

成するエリート教育機関の実態を、聞き取り調査

のうえに解明しており、本書は全体として目配り

よく、地道にして包括的なフランス・カードル論

となっている。

もちろん本書にいくつか問題を感じないわけで

はない。第一は、聞き取り調査という手法に本書

の独自性があるが、調査の方法（さらには分析の

枠組み）が明示的には示されていない。随所に貴

重な資料が提示されているだけに、聞き取り項目

の多少とも系統的な例示があってよかったかと思

われる。第二に、フランスの代表的な大手企業を

検討対象とするが、自動車製造、鉄鋼メーカーな

ど製造業が中心であり（第2．3章)、そこでの丹

念な調査に比すれば、情報通信・スーパー（第4

章）での分析の手薄感は否めない。脱工業化が進

むとともに雇用者に占めるカードルの比重と役割

に変化がみられるとすれば、情報通信業やサービ

ス業など第三次産業における一層の企業調査は欠

かせないだろう。第三はむしろ本書の示唆する残

された課題に属する。第1章では、西欧諸国にお

■■■■一一一一一一一垂..‐
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いてカードル相当職が雇用者に占める比重と位置

づけにかんし興味深い比較論がスケッチされてい

る。英国型、北欧型、ドイツ型、南欧型といった

こうした比較カードル論は、資本主義の多様性論

ともかかわるかたちで新たなテーマ領域を示唆し

ていよう。この点もふくめ、フランスのカードル

階層の仔細にして包括的な研究である本書は、雇

用システムの比較研究に新たな局面を拓いている。
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日仏経済学会、2008年度活動報告

1．出版物

「Bulletin｣25号、2008年3月に出版した。その主な内容は2005年10月のレン
ヌ第1大学との交流セミナー「フランスにおけるモラル・エコノミー論」の3篇の報告（マル
ク・アンベール教授など）と第8回日仏経済学会議「東アジア共同体の可能性」（パリ第10
大学：2006年11月）の日本側報告である。また昨年亡くなられた諏訪貞夫先生の論文
も掲載されている。

2，活動報告

2008年3月21日（金）12：00－16：00

理事会、総会、研究会開催（於早稲田大学）

研究報告中野佳裕（サセックス大学博士）「フランスのポスト開発の思想：セルジュ．ラト
ウーシュの縮退理論を中心として」

中原隆幸（四天王寺大学）「レギュラシオン理論におけるホーリズム的方法論の可
能性を探る：ブルーノ・テレの社会経済学の基本構造とその理論的変容」

第9回日仏経済学会議（日仏修交150周年記念）2008年9月2
「危機より希望へ」(Descrisesal'espoir)(於日仏会館、早稲田大学）
この会議の詳細なプログラムは以下の通り。

日仏交流150周年記念第9回日仏経済学会議
「世界経済一危機から希望へ」

2008年9月27－28日

場所：日仏会館601（第1日）

及び早稲田大学22号館202教室（第2日）
入場無料

7，28日（士、日）

主催：日仏経済学会

後援：日仏会館、早稲田大学、財団法人石橋財団、人類進歩のためのシヤルル・レオポルド・メイエル財団，
アジア太平洋資料センター,アジア連帯経済日本フォーラム

9月27日（土）場所：日仏会館601室
9:30AM歓迎挨拶鈴木宏昌（日仏経済学会会長/早稲田大学教授）

第1部危機状況の世界資本主義（司会山田鋭夫名古屋大学名誉教授）
9:45「金融グローバル化の光と影」

ロベール・ボヮイェ（社会科学高等研究院/フランス国立研究センター）
10:15「アジア経済統合の政治経済学」井上泰夫（名古屋市立大学）

72

10:45休憩

ll:00「知的所有権制度、企業と知識の商品化」
バンジヤマン．コリア（パリ13大学）／オリヴイエ・ウエインステイン（パリ13大学）

ll:30「グローバリゼーションと諸格差」パスカル・プテイ（パリ13大学）
12:00「開放化時代の日本労働市場一労働移入と排除問題」鈴木宏昌（早稲田大学）
12:30討論

1:00PM昼食

第Ⅱ部東アジアとEU経済（司会原岡直幸国際経済交流財団）
2:00PM｢EU経済のサービス化と非物質的蓄領体制」クリスチャン．ドウ・テルトル（パリ第7大学）

ジャック・マジエ（パリ第13大学)／
2:30「為替レート調整のEUとアジアの比較j

SeEunJeong(忠南国立大学)/ソフィ・サグリオ（パリ第13大学）
3:00休憩

3:30「アジア通貨の為替レートの調整」宇仁宏幸（京都大学）
4:00討論

4:45まとめ井上泰夫（名古屋市立大学）
ロベール・ボワイェ(EHESS/CNRS)

5:00あいさつルイーミシェル・モリス（フランス大使館）
5:20第一日目終了
6:00レセプション（日仏会館1F「レスパス」）

＊出席希望の方は、9月20日までに事務局にお申し込みください。会費5000円。

日仏交流150周年記念

主催：

後援：

「グローバル化時代の人間責任と連帯経済」

2008年9月28日（日）、午前9時30分～午後5時30分
場所：早稲田大学22号館202教室（入場無料、日英語通訳付き）

日仏経済学会

日仏会館、早稲田大学、石橋財団、人類進歩のためのシヤルル・レオポルド・メイエル財団、アジア
太平洋資料センター、アジア連帯経済フォーラム

第1部グローバル化時代の人間責任（司会北沢洋子評論家/アジア連帯経済日本フォーラム）
9:30AMあいさつ 鈴木宏昌（日仏経済学会会長、早稲田大学）
9:35「人間責任憲章一グローバル化時代における意味」

グスタヴオ・マリン(C・L・メイエル財団）
9:55「発展と人間責任一中国の事例」周頌倫（長春東北師範大学アジア研究学部）
10:15「インドにおける人間責任」アヌグラハ・ジョン（持続可能な発展のための世界市民連

合代表）
10:35休憩

10:50「人間の安全保障と人間責任」武者小路公秀（大阪経済法科大学アジア太平洋研究所；前国連大
学副学長）

ll:10｢''地方発国際化”を通じた地方社会の変化：新潟国際ボランティアセンター(NVC)の経験から」
福田忠弘（鹿児島県立短期大学助教授/NVC)

11:30討論

12:00昼食

第Ⅱ部

l:30PM

新しい連帯経済の展望（司会勝俣誠明治学院大学教授）
「グローバル化の負の影響に対抗する連帯経済一起源、現状、展望」

西川潤（早稲田大学名誉教授）
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則
今
云

〈
云日仏経済学

第1条本会は、日仏経済学会(laSocietefranco-japonaisedesSciencesEconomiques)と称し、これを日仏会館
に設ける。

第2条本会は、同一の目的を有するフランスの諸機関との協力のもとに、日仏問の経済学の交流を促進することを
目的とする。

第3条本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行なう。

イ）フランスの経済学者を日本に受け入れ、また、日本の経済学者をフランスに派遣することにつき斡旋・
協力し、並びに両国間における経済学研究者の交換を助成すること。

ロ）フランスの重要な経済学文献の日本語訳を促進し、必要に応じてこれを援助すること。
ハ）日本の重要な経済学文献のフランス語訳を促進し、必要に応じてこれを援助すること。
二）刊行物、特に主要な経済学または経済学誌を通じて、日仏両国における経済学説並びに経済の動向に関

する相互の理解を深めること。

ホ）両国相互の経済並びに経済学文献の整備、特に両国のビブリオテクの整備に関し、適切な措置を講ずる
ことに努め、かつ、これを促進すること。

へ）その他本会の目的に適する事業。

第4条本会の事務所を、附則に定める箇所に置く。

第5条本会は、次に定める会員をもってこれを構成する。
イ）正会員：本会の事業に実際に参加協力する者。

ロ）賛助会員：本会に対し、精神的または物質的な支持を与える者の中から選ばれた者。
ハ）名誉会員：日仏両国問の経済学の交流に特に寄与した者の中から選ばれた者。

第6条本会の目的に賛同するものは、正会員となることを求めることができる。この請求は、正会員’名の推薦に
より、理事会の承認を経なければならない。名誉会員または賛助会貝の資格は、理事会がこれを与える。但

し、その資格は、本人の同意がなければ確定しない。

第7条会費は、次のように定める。

イ）正会員年額6，000円（院生会員4,000円）

ロ）賛助会員自然人の場合年額5,000円

法人の場合年額5，000円以上

ハ）名誉会員は会費を納めることを要しない。

第8条会員に重大な義務違反がある場合には、理事会の決定によって、この者を本会から除名することができる。

この者の異議があるときは、この決定は総会の承認を得なければならない。

第9条会長は、理事会において理事の中から互選され、本会の事業を統率し、本会を代表する。

第10条理事会は、若干の理事をもって構成され、総会により選挙される。理事会は、本会の業務を執行する。理事

の任期は2年とする。

2会計監査のために、監査役を設けることができる。監査役は、総会により選任される。

第11条会長は、名誉会員のなかから顧問を委嘱することができる。顧問は、会長の請求により、理事会に対して意

見を述べることを職務とする。

第12条会長は、本会の発展のために特に功労のあった者に、総会の議を経て、名誉会長の称号をおくることができ

る。

第13条総会は、正会員の全貝をもって構成する。正式に召集された会員の3分の1が出席し、または、代理されて

いるときは､総会は有効に決議することができる。総会は少なくとも年1回召集され､理事会の報告を聞き、

必要な場合には理事を選挙し、本会の事業について決議する。

第

「日本における連帯経済一現状と課題」 井上礼子（アジア太平洋資料センター）

休憩

「東南アジアにおける連帯経済」

ベンジャミン・キノネス（バヤニハン連合/アジア連帯経済フォーラム）

コメント北沢洋子（評論家、アジア連帯経済日本フォーラム）

討論

結語G・マリン 、 北 沢 洋 子

閉会の挨拶西川 潤 (早 稲田 大学 名誉 教授 ）
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3今後の計画

今後の計画としては2003年3月にフランスにおいて第10回日仏経済学会議を企画して
いる。
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日仏経済学
今
云 役 員 名簿

投 稿規 定
(2008年4月-2010年3月）

1．本『BULLETIN』への投稿は、原則として会員によるものとする。
2原稿の分量は、原則として1万6000字（400字×40枚）以内とする

（図表等を含む)。

3．ワード・プロセッサーによって作成された原稿を電子ファイルで提出されたい。
4．原稿書式は次のとおり。

余白は上下25.4n皿、左右19.05mm(MicrosoftWord2007の余白「やや狭い」に設定）
タイトルは1行目に14ポイントで置く。

1行あけて氏名（所属）を12ポイントで右揃え。
タイトルと氏名（所属）は太文字。
1行あけて本文（10.5ポイント）を2段組みで始める。
図表を入れる場合には2段組みを解除する。
ページ番号は入れない。

5．別紙に仏語での表題を書き添えること。

6.投稿論文の掲載可否は、編集委員会にて決定する。

鈴木宏昌（早稲田大学）

廣田 功（新潟大学）

井上泰夫（名古屋市立大学）

太 田 一 廣（阪南大学）

長 部 重 康（法政大学）

勝俣誠（明治学院大学）

喜多見洋（大阪産業大学）

清水和巳（早稲田大学）

諏一訪一-頁~烹一(早稲田大学名誉教授）
大 門 毅 （ 早 稲 田 大 学 ）

竹内佐和子（京都大学大学院特命教授）
西川潤（早稲田大学名誉教授）
長谷川信次（早稲田大学）

花田昌宣（熊本学園大学）

原岡直孝（国際経済交流財団）
松村文人（名古屋市立大学）
山田鋭夫（名古屋大学）

長
長
事

今
云

会
副
理

日仏経済学会･BULLETIN｡第26号

〆?〃
召

2009年3月18日
顧問小金芳弘

林 雄 二 郎 発行日仏経済学会

代表者鈴木宏昌

編集責任者大門毅

－

監査内田日出海（成躁大学）

事務局長大門毅（早稲田大学） 連絡先：〒169.0051東京都新宿区西早稲田1－6－1
早稲田大学国際教養学術院大門毅研究室気付

日仏経済学会事務局

TEL:03-3203-4141

E-mail:血辿旦旦､皿旦旦旦血』且

郵便振替口座番号00110-8-42423
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LaSoci6teFranco-JaponaisedesSciencesEconomiques

BULLETINNo.26(2009)
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SUZUKTHiromasa

(Pr6sident,Universit6Waseda)

Articles
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